
 

１．件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング（再処理施設（１－８

０）、MOX燃料加工施設（１－７７））」 

 

２．日時：令和３年１０月１５日（金） １０時００分～１２時００分 

                   １３時３０分～１６時０５分 

 

３．場所：原子力規制庁 １０階会議室（TV会議により実施） 

 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

核燃料施設審査部門 

（原子力規制部新基準適合性審査チーム） 

古作企画調査官、中川上席安全審査官、岸野主任安全審査官、田尻主

任安全審査官、津金主任安全審査官、羽場崎主任安全審査官、上出安

全審査官、大岡安全審査専門職、髙梨安全審査専門職、武田安全審査

専門職、清水係員 

日本原燃株式会社 村野 理事 再処理副事業部長 他 39名 

東京電力ホールディングス株式会社 サイクル技術グループ 

 グループマネージャー 

関西電力株式会社 原子力事業本部 原子燃料部門  

原燃計画グループリーダー 

中部電力株式会社 原子燃料サイクル部 サイクル戦略グループ 課長 他１名 

東北電力株式会社 原子力本部 原子力部（原子力技術） 担当 

電源開発株式会社 原子燃料室 上席課長 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※一部に不開示情報が含まれていたため、該当部分に黒塗り処理を行っ

ております。 

 

６．その他 

提出資料 

なし 

 

参考 

・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和２年



１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更

の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html 

・ 日本原燃株式会社 ＭＯＸ燃料工場 規制法令及び通達に係る文書（令和２

年１２月２４日） 

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX燃料加工施設の設計及び工事の計画

の変更の認可申請を受理」 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html 

・ 令和３年９月３０日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和３年１０月１日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料提

出」 

・ 令和３年１０月５日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設の設工認申請に関する資料提出」 

・ 令和３年１０月７日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料提

出」 

・ 令和３年１０月８日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料提

出」 

・ 令和３年１０月１２日 

「日本原燃(株)再処理施設、MOX施設、濃縮施設の設工認申請に関する資料提

出」 

  

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000069.html
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000124.html


  

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:01 原子力規制庁の田尻です。それでは日本原燃の設工認申請に係るヒアリング

を開始したいと思います。本日のヒアリング音声録音で行いますので、 

0:00:11 発言される際は名前と所属を行っていただくとともに資料のいつ時点の試合

土いつ提出の使用等についても説明いただけるようお願いします。また日固

化情報に関しては発言しないよう気をつけていただくとともに発話してしまった

際はその旨その場でも教えていただければと思います。 

0:00:29 まず規制庁側の出席者ですが、規制庁ヶ月からタジリが参加でＫＷＥＢからの

参加でナカガワオオオカ、シミズ、カミデタカナシが出席しております。それで

は日本原燃のほうから出席者とあと本日の説明内容について説明をお願いし

ます。 

0:00:48 はい。 

0:00:49 日本原燃の藤野です。日本原燃側の出席者ですな。また事務局として再処理

からフジノシミズ名目の方からタカマツタニグチ、イシハラカサモ 

0:01:02 それでは説明さとして、再処理からエビナ滝川サカモリ、モリマツつくらサイト

ウフルカワ、ハタナカササキ体メトキタナカ 

0:01:16 ＭＯＸのほうからアボ、トクナガイシザワ 

0:01:20 非常に大きい目側の出席者となります。 

0:01:24 本日説明する資料ですが、今画面共有させていただいています。外部衝撃関

係ですね。竜巻火山、航空機その他、外部から雷でこれらの別紙 4中心に説

明させていただきたいと思います。 

0:01:39 よろしければですね。竜巻のほうから説明していきたいと思います。 

0:01:45 規制庁田尻です。それは午前中にグループ 1Ｇの別紙 4関連やってここにグ

ループ 2 ということで説明会していただければと思います。 

0:01:57 はい。それでは日本原燃のエビナです。冒頭にもあります通り本日は別紙をと

いうことで、本日は轍させていただいたような共通 00別紙 1から 5出してるん

ですが、先週もですねヒアリングの中で、ページに対するコメントっていうの

が、 

0:02:17 いただいてましてその対応がまだ整理できていない状況でありますので、本日

の資料にもそこ反映されておりませんので、以降の別紙 2から 4 も含めて本

当は影響があるところなんですが、いつまで 

0:02:34 完成するまで待っていてもなかなか進まないので、全体の構成の横並びが完

全に取れてると思っておりませんが、まずは別紙 4に記載すべき事項というの

は記載したつもり。 

0:02:50 でございますので記載する内容程度何缶のアボですねそういったところをご議

論バッチいただければと思います。あと進め方なんですけども、ちょっとあまり

時間もないのであと事前にもう提出させていただいておりますので、 

0:03:07 改めての説明はハブ校と思ってございますがよろしいでしょうか。 



0:03:15 規制庁田尻です説明なければもこちらから確認始めるんですけど、何かあり

ますか。 

0:03:21 こちらのほうからは特段ございませんのでそれでは始めさせていただければと

思います。 

0:03:29 規制庁田尻ですそれを確認していきたいと思うんですけど、まず前提としてな

んですけど本日あくまで別紙 4 として確認を行うんですけど、本来的に言うと

設工認なので、この説明書に関してはそれなりに時間かけてしっかり確認しな

きゃいけないもんだと認識しているので、まず今回露頭の横並びとか形式なと

ころっていうのを中心に本 

0:03:49 確認させていただいて、個別になぜこういう考え方にしたのかとかそういった

点に関しては各説明書ごとでも構わないので、青年時間とって確認できればと

思うんですね、電話認識いただければと思います。 

0:04:01 まず竜巻からなんですけど。 

0:04:04 特に説明もなかったらそもそも論からなんですけどあの竜巻に関しては今の

別紙 1－1で共同計算の方針の資料だけがくっついてるんですけど。 

0:04:14 これは何かその期別のやつが出てくるんですかね例えば 87ページのところで

竜巻への配慮に関する説明書に基づきと書いてあるんですけど竜巻への配

慮に関する説明書って今回のやつにくっついてた医師ましたっけ。 

0:04:30 日本原燃のサカモリでございます配慮に関する別紙 4はですね、Ｒぼ／スペ

ースと竜巻 0001Ｒ5例は 3年 10月 5日提出のものに入っておりまして、 

0:04:47 今個人差が見られているのは多分ある 6のほうだと思うんですけども、Ｒ6の

ほうは共同関係が別紙 4っております。 

0:04:55 軽重タジリです。1点お願いがあるんですけどバージョン出されて一部だけが

ついてるついてないっていうのを毎回見るのも小刻みに出されるところもあっ

て厳しいものがあるので、別紙 1 とか別紙 4単位っていうんだったらまだ止め

もしないんですけど、別紙 4の一部をこっちの資料ですと言われるとすいませ

ん、今回見てもないので、それ系は、 

0:05:15 できればやめていただきたくてですね 

0:05:18 そちらのスケジュールでも別にこのバージョンっていうので最新のバージョン

の日付のやつを見てくださいの仕方も今なっていない形になっちゃっているの

で、何か今後という意味でかまの別に幸一竜巻に関しては共同計算ねずみメ

インで指摘しますけどそれだけでも時間足りなそうなので、 

0:05:36 ただ今後という意味で言うと逆に火山とかに関しては多分バージョンどっかで

まとめて出したかと思うんですけど意識ついてる形になっていると思うので、要

は 

0:05:46 共通 09のところもそうなんですけど、ぶつ切りのやつを組み合わせてください

っていう話でやると抜け漏れができるだけだと思っているので、今回はあくまで



  

形式の話なんでついてなかったらできなかったら他の資料で指摘するに構わ

ないんですけど今後という意味では天竜いただけると助かります。 

0:06:06 エビナです。本来であれば便利なんですか 

0:06:12 資料がこの日提出オオバ度によってですねこの部分とかっていうのはなくて本

来であれば全部つくはずだったんですけど今回ちょっと手違いで制度そういう

ふうになってしまったんですよということです。申し訳ございませんでした。 

0:06:26 規制庁田尻です。時からついてればそれで特に問題もないので今日ほかの火

山とかのやつで配慮に関する説明書とこの指摘を行うことになると思うんでそ

のときにでもあわせて修正いただければと思いますんで竜巻からということな

んで 

0:06:43 すみません。はい、すいませんカミデずっとやはり今の関連でお話しますけ

ど、一方で耐震みたいなところはペーシ読んでもかなり多くてですね。 

0:06:58 その委員会会で変わってないもの全部つける必要はないと思ってますのでは

物によって対応をしていただければと思います。個別に各担当等意識合わせ

ていければということと思います。 

0:07:13 あと耐震の場合は別紙 4、目次のところですけど、別紙 4度だけではなくて、4

－1から 4－10幾つまでありますけどそれ全部目次につけてこれはいついつ

提出したもんですよっていうのわかるようになってるのでとりあえず大変に関し

ては 

0:07:32 すべてその会議実施ということではなくていいということだけお伝えしておきま

す。以上です。 

0:07:40 規制庁田尻です外部事象に関しても京都 09 とかその耐震のように頭に目次

つけていただいてこの資料に関しては何日ケース満点だったらそれで見ること

も可能なんですけど、とりあえず 1回人求まりなったやつを提出いただければ

いいかなと思っていて、 

0:07:57 その場で議論があって、その部分には特定の部分だけ議論になるんだったら

その分から次から抜粋していけばいいような気がするんですけど、それで 1回

人仕切りその他ものをいただいたほうが資料としての管理がしやすいのでよろ

しくお願いします。 

0:08:12 中身に入ってってなんですけど、ざっくり食うのまず右下 87ページで、再処理

があって概要があって 36条及びその解釈でそんな解釈なんでない気がしま

すねとか、そういう細かな精査は 

0:08:29 確かに原燃で適当にやっていただけるというふうに認識してるんですそこは大

丈夫ですか。 

0:08:37 日本原燃のサカモリでございます。須磨申し訳ございませんでしたってこの辺

きちんと精査してまたお出ししたいと思います。 

0:08:45 以上です。消えて辺りですよろしくお願いします。当店舗引用するときの書き方

ももう資料によってまちまち出し資料もその場所によってまちまちだったりする



ので統一のルールさえしていただければ特に文句もないので、適宜今例えば

言うんだったら、87ページのところだと。 

0:09:05 希望番号のところまで何度か会議の中に入れて 88ページ行くと、鍵の外に出

て資料名だけを書いたりとか、別にどっちでもいいけどどっちでもいいんです

けど、ルールぐらいは統一していただきたいなと思うんでよろしくお願いしま

す。 

0:09:23 日本原燃のサカモリでございます。その辺もきちんと精査してお出ししたいと

思います。以上です。 

0:09:31 規制庁田尻ですね、細かなやつはやっているとちょっと時間かかりすぎるんで

ちょっとざっくり飛ばさせていただいて 

0:09:40 例えば 89ページにいってなんですけど、（3）で屋外の竜巻防護すべき施設っ

ていうふうに言ったとき、この表現だった場合はＳＡとかも入るんですか何かＳ

Ｅの入っているものが入ってないものの差分が今わかりづらくてですね。 

0:09:55 基本全般ＳＡは入ってないですかね入っているどっちですかね、日本原燃のサ

カモリでございますけれど、竜巻より防護すべき施設となるという姿勢が入りま

す。以上です。この辺がですねあとすいません配慮の方にきちんと示し記載し

てあるんですけれどもちょっと 

0:10:12 手違いでお見せすることができなかったということでございますのでまたそちら

のほうをあわせて確認いただけるようにしたいと思います。以上です。規制庁

田尻です。お金さヒラノ込みでもわかるということでそこで略語か何か置かれ

てるイメージですかね。その略語のルールもなんですけど、 

0:10:29 要は説明書のところの上段の説明省略合意た場合はその後ろのほうの説明

書でもその薬を使うとかそういうふうに思っておけばいいですかね。例えば設

計荷重竜巻とかになるところの強度評価のところで約 5いただきましたと思う

んですけどこういうのが配慮のほうでは書いてないからとかそういうことですか

ね。 

0:10:49 日本原燃のサカモリでございます。 

0:10:53 基本的には説明書単位で略語の定義をすべきものと考えております。ちょっと

その辺が今す。 

0:11:02 オガセタテウチチャリティーな状況かと思いますので、きちんと精査してですね

また修正のほうさせていただきたいと思います。以上です。 

0:11:10 成長タジリです。 

0:11:12 最後ちゃんと見れるようになっていただければ構わないんですけど竜巻防護

対象施設とか竜巻及び防護すべき施設とか微妙に名前違って中に含まれる

の意味合いが違うものが多分それで出てくるんだと思うんですけど、前段に説

明していただくは構わないんですけど今みたいに 

0:11:29 添付ごとに適用可能か置かないのかわかんないんですけど最低限区別がつく

ようにだけは整理いただければと思います。 



  

0:11:39 コンビニのサカモリ図病床やっぱ拝承いたします。はい。 

0:11:44 規制庁田尻です。細かなところをちょっと飛ばし筒なんですけどちょっと大きめ

のとこで右下 90ページのところで、 

0:11:52 強度評価の評価方針のところなんですけど、その簡易化等お話ほど評価とか

その他以後等で整理しながらっていうイメージを持ってたんですけど、この冷

却塔とか配管弁とかっていうので、これは申請書の合理化のための評価手法

が同じ設備分類したことによるっていうのがあるんですけど。 

0:12:09 これってなんか合理化になってるんでしたっけ、ちょっとすみません意図がよく

わからなかったんですけど。 

0:12:16 日本原燃のサカモリでございます。結局ですねの説明書もですね設備単位で

その中で衝突評価とかを記載していくんですけれども 

0:12:27 今回、再処理の影響度評価の分類としてはそちらの強度計算書のほうを意識

したような造りとさせていただいております。要するにノーベル衝突評価という

項目で計算書を起こしているかというとそうではなくてですね、会議簡便の中

で衝突評価をしてるんですね。ですので我々としてましては配管弁というその

上の場合で、 

0:12:47 いろんな工夫を括らせていただいたということでございます。以上です。 

0:12:52 規制庁田尻です。後ろのほうの資料がそうなってるのは認識していて単にこの

設設備分類ごとと言えばいいのかわからないですけどこの分類ごとでやると

同じことなんかも書かなきゃいけなくなる気がしたんで何か合理化っちゅうの

が何を言いたいのかなというのわかんなかったというのが趣旨なんですけど

後ろのほうのやつで、 

0:13:09 理事などがポンプだけがそれぞれごとに強度計算書が乗っかっているのはそ

れはその通りだと思ってるんですけど、ここで何かこの分類をしたら、何か合

理的なのかどうかっちゅうのがよくわからなかったんですけど、とりあえずそう

いうふうに整理しましたとだけ思えばいいですかね。 

0:13:25 日本原燃のサカモリかなとカトウそうですねちょっと累計いわゆる類型化という

のもちょっとこの時点で意識した作りにさせていただいております。以後ですね

ここへ提議した分類に基づき、記載がすべて展開されていきますので、それも

ちょっと考えて分類をちょっと見直したというところもございます。以上です。 

0:13:47 規制庁田尻です配慮説明書のほうに書いてあるのかもしんないんですけど、

この分類っていうのがすべて包含できるのかっていうのってどっかで確認でき

るんでしたっけ、例えばこれ換気空調設備にダクトが入ったりとかするんです

よね多分察するにはですけど。 

0:14:04 ここ、 

0:14:08 弓削西原でございます。その辺についてはちょっとこちらで整理をさせていた

だきます。光源もわからずやってもしょうがないので類型化ポンプは別紙 3の



中で整理をしないといけないんですが、飛散があれば整理できてないんでそこ

も含めてやらせていただきます。 

0:14:23 規制庁田尻ですよろしくお願いしますとりあえず何懸念してるかっていうと、冷

却塔とかの単位レベルだったらわかるし配管とかも分かれちゃうわかるんです

けど。 

0:14:34 はいかがわかるといっても配管及び弁の後に設計飛来物の影響を考慮する

配管っていうと包含関係にはわかんなかったりしますし、容器っていうとどのレ

ベルの話までいってんのかなと思いますし、換気空調設備といったときにさっ

き言ったダクトの話とか用屋外設備の話を言いたいのか、中のフィルタとかそ

ういう形の話をしたいのかとかよくわかんないですし、 

0:14:54 で波及的影響をおよぼし得る建屋っていうふうに出て建家以外ははっきり聞き

影響は何も考えずにも整理できたのかとか何か名前だけで判別するにはすい

ませんちょっと厳しいものがあるので、 

0:15:06 何か整理な整理で多分これ怪文書共通的にここ整理しないと後ろのほうでも

いっぱいられちゃうと思っているので、その点に関しては整理いただけるようお

願いします。 

0:15:20 規制庁田尻ですんで 

0:15:24 付議させていただいて、 

0:15:28 込まどこまで書くかという話にはなるんですけど、例えば衝突評価とか構造強

度評価のところで貫通とかひずみとかの話まで書いてはなくてで実用炉は今

書いてる整理になってると思うんですけどこれどこまで書くとかそういう整理っ

ていうのがついてるもんですか。 

0:15:49 本件のサカモリです。すいません、ちょっともう一度コメントの御願いしますしで

すねという形です。例えば右下 90ページとかでの方で衝突評価っていうんだ

ったら建屋こっち動物に関しては貫通ひずみますよ、機器配管系に関しては

貫入見ますよとかっていうふうに今一応項目。 

0:16:07 関東何ミリの項目っていうのがある程度考えられるようになっていて現在のほ

うに行くと衝突評価っていう形でだけ書いていていわゆる機能維持しますよっ

ていうのを評価で確認しますとまでだけここに書く形になっていて、これを後ろ

のほうで書くからここでは書かないとかそういう整理なんですかね。 

0:16:31 分限のサカモリでございます。タジリ 3号機、趣旨は所のほうは評価の内容に

踏み込んでいるんだけれども再処理はもうちょっと上流の記載にとどめている

ので、どの部分を記載が後段で出てくると思って良いかという趣旨の 20歳シ

ェアの後ろに出てくるというのは見てるんで知っているんですけど。 

0:16:51 要は資料構成の考え方として、前段のほうでも概略だけにとどめて後ろのほう

で書くという整理をしたというのがまずそれだったら、それはそれでまず理解は

するんですけどそういうことでいいですかっていう単なる質問です。趣旨として

はタジリさんの御理解の通りでここはまず外野こう示しておりましては、 



  

0:17:11 ちょっと詳細を示すというものと構成にしております。以上です。 

0:17:16 規制庁田尻です。冗談でここにポツ 2の評価方針という形なんで法人っていう

のが何まで書くのが方針かっちゅうところあるので少なくとも資料に繋がってい

く形になってれば最後読めるとは思っているので、燃焼度全体として他のとこ

ろにあると似たような形になってたと思うんでそんなにずれは生じてないと思う

んですけどどこ 

0:17:36 何かかっていうの原燃内でちゃんとルール統一して整理いただければと思い

ます。 

0:17:41 91ページとかで誤記とかもさっきも言ったんですけど精査してくださいねってい

うので配管及び弁の高度化で配管及び弁は流体を通水するって書いてあっ

て、 

0:17:54 これは空気は読まないんのかとか何かそういう系とかバーッて規制されている

でいいんですよね。 

0:18:03 日本原燃のサカモリでございます配管及び弁は基本的に内部流体が水を想

定しておりまして、内部流体が空気となると換気空調系統のほうに整理しよう

と考えてございます。以上です。 

0:18:17 規制庁田尻です間隙空調設備の場合は配管はなくて全部ダクトだからとかそ

ういうことですから配管っていうのとかや来るかも含めてなんですけど、流体を

通水するっていったときに配管及び弁っていうのがどこまで書くのがさっき言っ

たように包含関係がよくわからなくて、 

0:18:33 この後出てくるのが（4）の設計飛来物の影響を考慮する配管だから、ここの配

管及び合わ設計飛来物の影響を考慮しない配管及び弁なんだと思うんですけ

ど、じゃあ（4）には弁はいないのかとか何かいろいろよくわからないまま包含

関係になっていて、今のお話だと換気空調設備とか、 

0:18:50 下手したら計装とかもなかなか 

0:18:53 結局一部分はこっちで見ますよとかの整理をつけてるんだと思うんですけど、

そこを見ないと、要はこの分類が正しいのかどうか、先ほどおっしゃられたや

つだと類型化したいからっていう話だったんですけど、換気空調設備の中でま

た配管とか出してくんだとして窃盗液化したことにはなってなくて、評価方法が

違うと思っていて、 

0:19:11 何で何を類型化したのかわかんないんですけど、設備を分類したっちゅうだけ

だと日評価上は何かって複数箇所に同じも書かなきゃいけなくなっただけにな

っちゃう気もするので、そういった点に関しては名年代の整理をされてるんだと

は思うので、適正さしていただいて説明いただけるようお願いします。 

0:19:30 日本原燃のサカモリでございます分野基本的に評価方針も踏まえてさせた内

容ですね、それも踏まえてくん類化をしておりましてそういった点がちょっと今

きちんとお見せできる形になっていないので、ちょっと 



0:19:47 御理解がちょっと復帰いただけないのかなと思っておりますのでその辺また別

途御説明できるようにしたいと思います。以上です。規制庁田尻です。特にで

すね今回分割申請で一部のものしか示そうとされないと思うんですよ。ただ 

0:20:02 中身見ないと、それがその分類自体は合ってるのかどうかとか正直わからな

いところがあって、今回のやつも配管及び弁とか殺菌トクナガ書いてあります

けど、（4）以降て次回以降にありますよって言われて、各 4以降に何が入って

いるのかって正直よくわからないんですね。 

0:20:19 なんで別にところで、それで廃炉説明書見てないんでそっちに書いてあるのか

もしんないんですけども火山とかに入ってないから書いてないんじゃないかと

思うんですけど、そういった整理聞いておかないと、極端な話、添付レベルな

んで後で直せるでしょって言ったらそこまではそこまでなんですけど。なんか毎

回毎回何か分類する壁説明書だとすると 

0:20:36 この（4）とか（5）とかで次回以降説明しますよって言ってたやつにもあまり意味

がなくなってきて何も固まってませんでしたって後で気づくのもやなので、とり

あえず分類されるんであれば、全体像を示していただいた上で説明いただけ

るようにお願いします。 

0:20:52 あと、心のやつに関してＳｍを多分含んでたりするんだと思うんですけどそうい

ったところもちょっとよくわからんところが正直あるので、 

0:21:02 ちなみにここで 1点質問なんですけど、今回の場合、ＳＡ設備に関する記載ば

今日全く書かないというふうに再処理のほうだと思っていいですかね。 

0:21:15 日本原燃のサカモリでございます衛星設備に関する記載はしないということで

今ルール合併上がっております。以上です。 

0:21:24 規制庁田尻です。その場合先ほどの屋外の竜巻防護すべき施設とかこういう

共通系歌うちゅうことなんですかねだから、いろいろやり方はあると思ってい

て、共通的な方針のところまで合わせて歌っといて具体になるところを歌いま

せんよとかもルールだし、また書かなきゃいけないと全くわからないかもしれな

いんですけどそのあたりがちょっとすいません。 

0:21:44 医療ごとに並び取れてるかは正直よくわからなくて、他んとこだったら（1）（2）

（3）手当（1）のところで重大事故に関しては次回以降でしていただきながら（2）

と（3）に行くと重大事故内容が書かれたりするやつをむいたりするんですね普

通になるのでルール、 

0:22:01 決めてると思っていて別に何かそこに何か細かいルール化した資料を出せと

いうふうに言うつもりもないんですけど、考え方ぐらいは整理されていると思う

んですけどそのあたりっていう、どこまで書くか書かないって決めてますか。 

0:22:17 日本原燃イシハラです。そういう意味でいくと冒頭呼び名が申し上げた通り別

紙 1からの展開も含めてあと別紙 3での共通部分書き方ですね、展開の仕

方、今回の第 1回設工認の分割全体を踏まえた上でどこまで書くのか、次回

で価格的の書き、 



  

0:22:35 攪拌入そことの積み上げまだ全然できてないので、そこについてはちゃんと整

理をさせて別途整理を提示をさせていただきます。 

0:22:43 規制庁田尻ですよろしくお願いしますそのＳＡに飛ばすときも、何か頭の方だ

けで飛ばしてる人もいたら、何かＳＡにかかるやつが炉に書いてあるたびに毎

回衛星に飛ばします選定はします次回以降ですっていうふうに何かなんかの

中の書いてるやつとか何かいろいろあったりきちタキガワするので。 

0:22:59 整理させていただければ、最後説明が聞けるかなと思うんでよろしくお願いし

ます。 

0:23:04 次右下 94ページで細かなやつは今後説明書の設置しないよう確認するとき

にしっかり聞いていくのでざっくりなんですけど。 

0:23:13 今回全般として割合どき炉内を抱えているところがあると思っていて、火線引

かないとか面倒くさいで置いといて例えば 3ポツ 1 とかで、 

0:23:24 何かここの内容そのまま書いたりするんですけど、2ポツ 1評価対象施設で

設定している分類ごとっていうふうに思って。 

0:23:31 これは合ってるんでしたっけ、何か後ろのほうに行くとさっき言った点やとか冷

却塔とかにボツには評価方針のところで言ったやつを言ってるんですけど、2

ポツ 1に書いてある評価対象施設っていうのは、 

0:23:43 屋外のとか、炉のほうで書いてある括弧 123Ｃ5の名前だと思ってるんですけ

ど、結局、この 2ポツ 1 と 2ポツにも、 

0:23:52 何か。 

0:23:54 要は分類分けに持つ人 2ポツ 2で変わってると思っていてねそうなるのは多

分 2ポツ 2で、さらに分類をしているからだと思っていていれば評価方針のと

ころで急に分類しますよって話が今実は出てきていて、今の評価するための

分類ながらちゅうことなのかもしんないんですけど、そうした場合には 94ペー

ジに売ってるやつって炉の真似して 2ポツ 1評価対象のとか、 

0:24:14 対象施設のとかって言っていいのかどうかちょっとわからんところがあるんで

すけど、ここは単なる誤記ですかね。 

0:24:21 日本原燃のサカモリでございます。そうですねすいません 3ポツ以降は 2ポツ

に受けた記載になっていきますのでちょっとここはすみません国旗になるかと

思います。以上です。 

0:24:34 規制庁田尻です。その場合なんですけど評価対象施設数を 2ポツ 1で分類

はしてるんですけど、これっていうのは何かをしようとは何か繋がるんでしたっ

け。 

0:24:53 規制庁田尻ですよは何かと言うと 2ポツ 1で分類した五つぐらいがいてもアボ

※のやつはちょっとイレギュラーかもしれないですけど、低圧等にポツ 2で分

類した後の冷却塔とか配管ってやつは、 

0:25:06 一対一で繋がるのかそれとも幾つか複数に繋がるかで言うと、複数に繋がっ

たりもするんですかね。 



0:25:16 日本原燃のサカモリで生徒複数に繋がるケースもございますが、例えば冷却

塔なんかが当冷却塔のものとあと中に配管も入ってますのでその配管脇がさ

れて、配管及び弁のほうに整理されていくということになっております。以上で

す。 

0:25:35 規制庁田尻です。今時点でこれは変だとか言うとなんかでもだけかかりそうな

んで毅然使用料はどの段落で何を示しているのか、きる超え 2ポツ 1ポツ 2

っていうふうに選んでどんどん降ってるのもあってからも明らかなんですけど。 

0:25:51 繋がってるから、次のやつ、連番で 2ポツ 1ポツ 2度が降っていると認識はし

ているので、いやバラバラに何か 1個言って次からまた別な話ですとやりすぎ

ると何だっけという感じになりそうな気がするので 

0:26:06 自分はそこまでこだわりはないんですけどこだわられる方はこだわると思って

いるのでその点はちゃんと説明できるようにだけ準備いただければ、極端な話

全体構成どう考えたんだっていうふうにざっくりした質問を受けて、 

0:26:19 後ろのほうで高分子たくなったんですって説明していただけたらや全体構成の

話聞いてんだみたいな話になってヒアリング進まなくなる可能性もあるので、

その点は認識して作業をいただければと思います。 

0:26:31 日本原燃のサカモリでございます 

0:26:34 すみません、ちょっとその記載を踏襲し過ぎてちょっとオリジナリティ超えたとこ

ろがちょっと文章の繋がりがおかしくなってるっていうのは今まさしく読み直し

てその通りかなと思っておりますので、ちょっと全体再度読み直して文書がき

ちんと繋がるように文書構成を見直していきたいと思います。以上です。 

0:26:52 一応タジリですよろしくお願いしますちなみになんですけど意見の確認なんで

すけど、（6）で容器気圧が要ると思うんですけど、この容器っていうのは何まで

含む概念でしたっけあの今度お示しいただければいいんですけどこれともちょ

っとわかりづらかったので、 

0:27:07 要求はですねと第 3グループにいる円弧の冷却塔に膨張槽というものがおり

ましてそちらの評価がここに入ってくるということで、この項目をしております。

以上です。 

0:27:19 規制庁田尻です。何で屋外の前はタンク系とかそういうことですね理解しまし

たんで。 

0:27:25 次なんですけど、 

0:27:31 例えば 100ページと書いてないんですけど、これもどこまで省略するのかっち

ゅう話だけなんですけど、（1）建屋っていうふうに言って、ここは頭書きの建屋

の機能維持の方針はっていうとこまでは各じゃないですか。枝番のボツボツと

か期待からなのかもしれないんですけど何まで改定なりまで省略するのかっ

ていうのは、 

0:27:51 ルールだけ決めていただいて、それで統一いただければ多分 1000話し言葉

できると思っているのでよろしくお願いしますここは単なるコメントです。 



  

0:28:02 先々て例えば 104ページなんですけど。 

0:28:07 なんかここも精査してくださいねだけでもいいんですけど動的機能維持のとこ

ろで、 

0:28:13 実施する必要がある設計となっている設計となっている維持されているってい

うふうに書いてあって、ここ評価方針書くところじゃなかったっけという気がちょ

っとしていて、 

0:28:26 設計となっているっていうのでその前のところで評価を行う評価を行うつって確

保しになると評価を行うこと書いてなくて設計されてるんです。大丈夫ですって

いうふうに歌ったりするんで、 

0:28:37 記載ぶりぐらいは統一をいただけると見やすいなと思うんでよろしくお願いしま

す。 

0:28:43 さっきもうどんどん行かせていただいて、 

0:28:46 例えば 112ページとか行く等荷重に対する話が随時書いてあるんですけど。 

0:28:52 こういうところで例えば過去への風圧力に対する荷重の項で、全力と考えられ

る防護対象施設等という形で書くんですけど、この防護対象施設等っていうの

は防護対象施設と防護対象施設内包する建屋でＳＡをはやらないとこでいい

んでしたっけ。 

0:29:11 電源の高森でございますタジリさんの御認識の通りであってます。以上です。 

0:29:17 一応タジリです。それっていうのは今回は省略してるっていう意味なのか鼻か

らここに書く予定がないのかとかそういうのはどっちでしたっけ。 

0:29:25 日本原燃のサカモリでございますＳＥ設備に関する記載を省略するというとこ

ろで抜けていったものでございます。以上です。 

0:29:35 経常タジリですわかりましたここも先ほどお伝えしたように何もあれ省略して何

もどこに書くかっちゅう話さえ変えていただければわかると思うんですけど、何

か現状なんかちょこっとだけ隠すところとか書かないところが何かあったりして

ちょっと処理わかりづらいので、ちゃんと整理だけしていただければと思いま

す。 

0:29:54 ⅡＴですけどこれ整理だけなんですけど 114ページでいただいて、 

0:30:03 確保リードかっこいい変わって運転時荷重と積雪荷重が書いてあるんですけ

ど、この学校ＡＢＣＤいいて 

0:30:12 7ページの竜巻かな 

0:30:15 竜巻による荷重のｂポツの中で書いてあるんですけど竜巻による荷重と運転

時荷重と積雪荷重別もんなので、学校指導カッコｄは別物ですよねっていうと

ころがわかるようにしていただきたいなっていう気はします良いとわかります。 

0:30:31 日本原燃のサカモリさんの趣旨を中心に理解しております。と竜巻にによって

発生する荷重等をとそれ以外の荷重ですね、連携でき的なものとか、運転時

間っていうのは別で整備をすべきでしょうという御指摘だと思っております。以

上です。 



0:30:47 規制庁ＤＯＳＩＲＩＳその通りなのでよろしくお願いしますで津波がそのページ指

摘したのでついでになんですけど運転時荷重に関してなんですけど。 

0:30:57 例示として何か事にしてますっていうざっくりした質問になっちゃうんですけど、

配管等にはかからないやつ長って書いてあってで配管とか竜巻に関しては気

圧差荷重と変わるので内圧考慮支援で別に構わないかなと思うんですけど、

備考欄に書いてあるのが評価対象にポンプはないためって言ってるんですけ

ど、国内けど原動機そこあるから別に振動荷重と個別に見ようと。 

0:31:17 表見る気もするんですけど、この備考欄の意味って何でしたっけ。 

0:31:24 日本原燃のサカモリでございますこちらの意図としましてはとろにポンプのスラ

スト荷重っていうのがあるんですけれどもそれを最初に出向いたのでここの違

いに関する説明ということで備考を書かせていただいたものでございます。先

ほどタジリさんがおっしゃったようにですね振動による荷重というのは確かに

冷却とかかっておりますので、 

0:31:44 ＣＡＱというのも必要かなあと思ってまして後等でどこまでまとめるかなってい

うのはちょっと悩んでたというのは実際としてございます。以上です。 

0:31:55 規制庁田尻です。後ろのほうで書いてあれば何でもかんでも書かなくてもいい

とは思っているんですけど少なくともたければないで構わないんですけど、ナ

カガワ火山の報道でもないやつって書いてあったりして殺害内圧関係になると

か思うところがあったりするやつとかも行ったりするので、 

0:32:11 それぞれに合って代表でかけるんであればそういったところを考慮いただい

て、 

0:32:16 備考欄はあんま意味ないんじゃないかなとは別にポンプがないだけで他の関

係の既設っていうんでしょうって話になりそうな気がするんで以前書かなくてい

いんじゃないかなという気がしますと、 

0:32:26 次なんですけど、 

0:32:30 115ページ行っていただいて、当冷却塔とかのところなんですけど、些末な話

なんですけど、砂利ってどういうふうに扱いされてるんでしたっけ、足りて衝突

荷重を見ている形になってると思うんですけどエネルギーがちっちゃいからこう

いうところは省略とかそういう話でしたっけ。 

0:32:49 ここまででございます砂利は飛来物の衝突として貫通厚さに関する評価で見

ております飛来物の衝撃荷重としては見ておりません。日そういった点が確か

廃炉に書いてあるんですけれどもまたそちらのほうでちょっと 

0:33:05 ボチボチできるようにしたいと思います。以上です。規制庁田尻ですどこに書

いてあるんだったらいずれ見るので、別に問題ないです。通期か 

0:33:16 123ページに行っていただいて、 

0:33:21 今の話で衝突評価で飛来物タジリにより処理課長に対しＣＴの 9日間貫通を

見てますよっていうことでいいんでしたっけ。 

0:33:31 上のサカモリでございますその通りでございます。以上です。はい。 



  

0:33:39 書き方の問題なんですけど、そのちょっと下んとこで構造強度評価は書いてあ

って冷却塔の構造強度評価においては設計荷重竜巻ん対しっていうのを書い

てはいるんですけど。 

0:33:50 これは全部を考慮するときに書くってことですかねあの要は風とか気圧とか衝

突の区別はここらはついたほうがいいところになっていて、ロゴ当然面倒くさい

けど毎回この字の書いたりはすると思うんですけど。 

0:34:03 この設計荷重竜巻っていうのが 205回てるのは知ってるんですけど、この場

合っていうのは、例えばそういった気圧差荷重しか考慮しない場合でも設計荷

重括弧竜巻って表現っていうのを使えるっていうことになるんでしたっけ。 

0:34:16 日本原燃のサカモリでございます。設計荷重竜巻というのは考慮すべき荷重

すべてひっくるめた上で、施設になりが作用しますかというのをさらになんか聞

かれていくというイメージですね。だから、やっぱしたかわからないものについ

ては設計荷重確保竜巻と書かれたら、気圧差だけになります。 

0:34:36 以上です。規制庁田尻です。そういう荷重の種類まで限定してってどこかで書

いてましたっけ。要は今気圧された希ガスだけで書くとか風圧力生まれた風圧

力だけ書くとかそういうのの限定でどこでしたっけ、後ろのほうでさらに審議し

たっけ。 

0:34:56 規制庁田尻さんの、これもどこまで書くかっちゅう話で本当の後ろのほうの計

算シートがどこに行けそれはいるのは知ってるしそれごとの計算式が書いて

あるのもしてるんですけど。 

0:35:06 もう少し下流の方行くまではずっとこういうなんかざっくりした表現でいき続ける

ちゅうことなんでしたっけ 

0:35:12 要はあの求めて書いたり略語使うの事態をいつにとめもしないんですけど、そ

の荷重の種類をそれその設計荷重っていう大くくりよりもさらにその下の下部

のところまで確認しに行きたいレベルにここにもなっていると思ってるんですけ

ど、そういったところはどこまで 

0:35:28 どこのタイミングまでざっくり行くことにしてるんでしたっけっていうのがちょっと

変な指摘ですけど、内ませんよギリシャです。そこおっしゃる通りで配慮の出

席の添付書類計算の方針の添付書類計算書っていう全体の構成考えて、 

0:35:45 どこでその対象物をはっきりさせるのか見れて意見をはっきりさせるのかって

の整理が必要なので 3振り返ればここで書かないとどこで書くんだって気もし

ますし。今日で展開したとしても文書がないのに表できない出てくるおかしい

ので、そこは整理をさせていただきます。 

0:36:01 規制庁田尻ですよろしくお願いします。 

0:36:06 これは猛暑でこの資料についてないだけな気はするんですけど、後ろのほうで

行くと計算式結構出てくるんですけど、そういうのでどのパラメーターのやつで

すよと何を表してますよっていうのは、或いは希望の説明の一覧表みたいな

ので、この強度計算の方針以外の資料にくっつけるんでしたっけ。 



0:36:24 日本原燃のサカモリでございます記号のところはですね経営更新処理本来で

入ってるんですけども、今回の別紙 4の中からは省略のほうを実施しておりま

す。以上です。 

0:36:35 規制庁田尻です。あの火山の方は開催してここも中も取りそろえてないなって

いう感じがするんですけど別紙 4で議論をどこまでするかっちゅう話で 

0:36:45 なんて名前出していただくかわかんないんですけど説明したものと別に出して

いただくんだったらそれはそれで見るのであくまでここは炉の比較っていう概

念で見てるっていうふうに認識してとりあえず流すんですけど、いずれ所経済

的とか中身を確認しようとするときに、記号の意味がわからなかったら、 

0:37:02 式書いてあるだけで何の指標分かんないまま終わってしまうので説明書のほ

うに行けば当然あるとは思っているので、その辺りについては確認させていた

だければと思います。 

0:37:11 続いて 138ページなんですけど。 

0:37:15 配管標準支持間隔の話っていうのは、原点の場合で全部標準支持間隔なん

でしたっけ。 

0:37:30 ちょっとまず火災少々お待ちください。 

0:37:39 サカモリでございます。先ほどタジリさんのおっしゃった御趣旨はいわゆる定ピ

ッチスパンを適用しない配管がどこかにあるのかといった御趣旨でよろしかっ

たでしょうか。成長的にそういう趣旨ですあくまでここは冷却塔ではっていう伊

藤んなって気もしたんですけどちょっとすいませんそこもちょっとわかりづらい

ところがあって 

0:37:59 でも、今回出てきてるやつが、今回のものだけに適用するのだとは思いつつな

んですけど。 

0:38:07 これは冷却塔に関してはＴＰＰだからっていうので表 17間隔を用いるっていう

ので整理しているでいいですかね。 

0:38:16 日本原燃のサカモリでございます。ちょっと詳細また御確認して御回答させて

いただきたいと思うんですけど確か定ピッチは低温配管には適用できるような

代物だったと思ってましてええと屋外にある配管は基本的にこうはいかないは

ずなので、すべてこの表現で包絡されると思っております。ちょっとまた。 

0:38:35 最近のその適用範囲の方確認して以降回答させていただきたいと思います。

以上です。 

0:38:41 規制庁田尻です。よろしくお願いします。今耐震の話されたんですけど、ＴＰＰ

の方はもう耐震で説明しているから、竜巻のほうでは説明しないと思えばいい

ですかねあのや手引き用います要はそれは別に構わんのですけど、別にＴＰ

Ｐの話竜巻今どき田植えもなくて、 

0:38:56 耐震でも整理がついていてっていうことでいいですかって、 



  

0:39:00 日本原燃のサカモリでございます。ここはですねとか配管及び弁の評価にお

いては、通ってピッチで定められたスパン間隔で評価をするのが最も保守的に

なるので、整備ピッチスパン間隔を使いますという 

0:39:16 宣言をしている箇所でございましてええと竜巻においても実際にはその感覚で

の評価をしてございます。以上です。議長タジリＳ7の強度計算の方針に載っ

てないけど強度計算書のほうから何から言えばそのあたりでちゃんと書かれ

てるのが見れると思っておけばいいですかね。 

0:39:32 日本原燃のサカモリでございますその通りです。以上です。 

0:39:36 規制庁田尻ですっていうのもあってですねやっぱり意識設備仕様をそろそろみ

たいなと思っていて 

0:39:45 サカモリさんは、炉のほうやさかい当然わかると思うんですけど、普通審査強

度契約時なりに一番時間かかるつったら説明書だと思うんですけどそこって認

識合ってます。 

0:39:58 前年のサカモリでございます。確かにすごく時間かけてやるところだと認識して

おります。以上です。 

0:40:04 規制庁田尻ですっていうのが今予約示されて見ていきましょうねっていうレベ

ルになっているので、 

0:40:13 とりあえず早めに名前が添付くれっていう話はしていたつもりだったんですけ

ど、何か別紙 4があって話で何かここまで持ってきちゃっているところがあっ

て、 

0:40:24 そんなに大きな論点は今回ないと思ってるんですけど 

0:40:29 本文は谷許可との整合性で各部門書けよっていう話で追われるんですけど、

添付に関して言うと、日本原燃独自の考え方を変えてくるときが結構あると思

っているので、 

0:40:42 名Ｃ4の形で 1回示すっていうのはそれで構わんのですけど、そろそろ今日は

今拠点し補足やって、本文だけやって、その間の一番なんか中身入っちゃって

その説明書に関して、 

0:40:55 何も聞いてきてないんですよ。うん。耐震とか妥当多分補足レベルか何かその

説明書ぐらいの内容等も書かせて確認してんだと思うんですけど。 

0:41:04 竜巻とかそこら兄弟純粋に炉とかの補足レベルの資料しか今のところ出てき

てないと思っていて、だから共同計算の結果一つを見てない人近いんです今。 

0:41:15 普通はあり得なくて、 

0:41:18 説明しょうがないのに追われるわけないと僕は設工認を持っているので、別紙

4 という形でちゃんととかも比較しながら作りましたよという宣言が今今回なさ

れたんだと認識はするので、それも前提に早く説明小 1個 1個詰めていきた

いなと思っているので、その認識で現在も対応いただければ助かります。 

0:41:39 はい、日本原燃のサカモリでございます個別にですね強度計算書のヒアリン

グを進めていきたいという御趣旨だと思いますのでちょっと強度計算書のほう



へアポ成案支給仕上げてですねヒアリングはできるように準備を進めていきた

いと思います。以上です。 

0:41:57 規制庁田尻ですよろしくお願いします説明書をどこまで時間かかるかというと

ころはあるんですけど早め終わらしたいなというふうな気はしているんでよろし

くお願いしますで法令でこの竜巻防護対策設備の話もあるんですけど、個別

個別の話ちゅうのはさっきまでの出席と似たようなところがあって、 

0:42:18 あとはどこまで書くのかという整理に関しても個別個別のところに書いてたほう

が早いような気がするので、とりあえず今日はハブのちょっと時間も時間なん

で 1点だけなんですけど。 

0:42:32 171ページなんですけど。 

0:42:36 この硫衝突評価支持機能評価波及的影響評価のところで、 

0:42:42 原燃今回貫通評価変形計算波及的影響評価というふうにクローズド帰ってき

てると思うんですけど、これっていうのはなんで書いたんでしたっけ。なんかこ

れの方が効率がいいとかそういう整理になったんでしたっけ。 

0:42:58 電源のサカモリでございますこちらはですね実際のメーカーとと竜巻防護対策

の支持架構の評価をどうしているのかという話をしてその評価内容を踏まえた

結果ですね東海第 2－ＡＡ評価とちょっとマッチしないところが出てきたというこ

とでちょっと再処理の方。 

0:43:17 いらせていただいたということでございますので中身としましては支持機能評

価っていうのは再処理においては知事がこうではなくてですね防護ネットか防

護板そちらのほうで評価をするということで省いているところでございましてあ

と波及的影響評価というのをちょっと細かく 

0:43:37 記載させていただいたということでございます。以上です。 

0:43:41 規制庁田尻ですに合ってる内容がそこまで最後置きかわっているとは資料見

るだけと思っていないんですけど、こういうふうに考え方変わっているものを入

れてきてはいると思っていて今通りとは違うという話が出たんですけど通りの

やり方も先行炉とほとんど一緒だったと思っているので、じゃあ実用炉とちょっ

と違う流れで評価してきたんですよと。 

0:43:59 単にフローなんで整理学だけでこの予算はここに全部入ってるから大丈夫な

んですよっていう説明されればそれはそれで追われると思ってるんですけど、

変形計算の後のところで、関東及びで岩の血糖大変形ありの場合はこっちに

行きますよとかいろいろルールを決めておられるんだと思うんですけどそうい

った点がまだ聞けてないので、 

0:44:18 今後人説明書について確認していきたいと思っているので、そこらの説明でき

るように準備だけいただければと思います。 

0:44:28 サカモリでございます内容としましてはええと発電炉と何も変わっていないとい

う認識でございますのでその辺ちょっと表現が返させていただいただけですの

で御説明できるようにしたいと思って準備したいと思います。以上です。規制



  

庁田尻です。先ほどお伝えしたように中身がそんなに変わっているとは資料上

見て思ってはいないんですけど。 

0:44:46 あのフロー化できているってことは大上段変わってる定義は見えているので、

ちゃんと変わってないなら変わってないの説明を受けないと今の時点だとなん

か大丈夫なのっていう形になっているので、ただ、本当にやばそうだと思って

ないからすぐいますので説明しろと言ってないつもりなので、ちゃんと準備して

説明できていただければと思います。 

0:45:07 年度サカモリでございますが、きちんと準備して御説明できるようにしたいと思

います。以上です。 

0:45:13 規制庁田尻です。で、竜巻に関しては 

0:45:18 とりあえず別紙 4は別紙 4で精査をいただきたいんですけど共通的な整理と

いう意味で進めていただきたいんですけど竜巻特に竜巻ですね結局実用時ロ

ジャーには耐震のほうの資料と並びとかも一応見ていかなきゃいけないと思っ

ているねと声を簿外設備とかに関して屋外設備か最初に述べなかったりする

んですけど。 

0:45:37 竜巻等地震のほうでそれぞれ資料引用するとか飛ばしちゃうところがあり得る

と思っているので飛ばし変化延ばすところがあり得るかもしれないと思ってい

るので、早めに特に竜巻に関して添付意識を積んでいただけるようにお願いし

ますんで、それを 

0:45:55 補正案というふうにされずまた面倒くさいので、新しい補足でちょっと名前書い

て出していただくのが何かわかんないんですけどてる内容が意思確認できる

ように説明書レベルで社名に資料だけをいただけるようお願いします。 

0:46:10 日本原燃のサカモリでございますが、どうなん何らか補足説明資料の中で新

しく共同評価意識が見れるように準備をすることという御趣旨かと思いますの

でちょっと対応していきたいと思います以上です。 

0:46:24 規制庁田尻ですよろしくお願いしますと竜巻関連でほか規制庁側から何かあ

りますか。 

0:46:35 規制庁田尻です。なければ振り返り問いたいところなんですけどとりあえず共

通的な整理の話、特に 

0:46:43 あの分類しながらやってきますよとかの話に関して言うと、今資料見ただけだ

とそれが合ってるのかどうかわからんところがあるので原燃の仕様に合わせ

て先行から整理を変えたところっていうのが所々あったというふうに認識して

いるので、そういった点に関して早めに整理いただいて、 

0:46:58 でも意向的な転倒時としては竜巻とこの後やる火山もなんですけど、強度評価

系に関して言うと、 

0:47:05 添付説明書早く示してもらえたように登用は結果見てないと同じ状況なので、

早めにそういったものを意識積んでいただけるようにお願いしますしか原燃か

らとか確認とかなければ次お願いします。 



0:47:23 はい。日本原燃別、特に等あり、まとめていただいたことっていうことが起きて

ますんでそれ以上は、佐田のほうにあると思います。ただにつきましても竜巻

と同様、こちらの方から改めて説明すること。 

0:47:43 ないというふうに考えてございますので、簿へコメントご指摘等いただければと

思います。 

0:47:49 町タジリですね売価設定いただいてまず 73ページからはなんですけど。 

0:47:55 さっき言った頭のところの書き方とかに関しては閉じてくださいねっていう形で

飛ばさせていただいて、 

0:48:08 74ページとかに行ってなんですけど、ここもさっきの整理の話と同じなんで適

宜あんですけど、まず 2ポツ 1ポツ 1のところで、ここはＳＡの話を変えてたり

して、 

0:48:21 さっき言った冗談で書かないとかの整理だと思うんでそういったところに関して

は適用お願いしますというのと、 

0:48:27 当本文事項としては保安規定に飛ばす話っていうのはある程度全部資料に飛

ばす形に整理されたと思うんですけど、添付書類においては各段落ごとで 74

ページだと、なお書きで書いてる定期的な知見の反映とかそういう話なんです

けど。 

0:48:41 一番欧州で書くんじゃなくて、各段落ごとに書くっていう整理されたと思えばい

いですか。 

0:48:46 はい。 

0:48:53 はい。 

0:48:54 日本原燃ハタナカです。 

0:48:56 そうですねＫａｋｅｈｉ 

0:49:00 段落で書こうと思っております。 

0:49:04 規制庁田尻です。書こうと思って書いてるのではわかっていて、どういう整理で

したっけというところまでいっていただけると話が早くて本文のときは、各段落

ごとに書かなくても目視で保安規定にトガシないようなんで最後手順僕求めて

書きましたっていうふうに言っていて、今その本文の説明資料としての添付。 

0:49:22 が出てきてるはずで、添付のところになると拡大なことに書くんですって言うん

だから整理を変えるんだから、これこれこういう考え方で添付の場合は、各だ

らごとに変えたほうがいいと思いましたところが多分あるんだと思うんでそこを

聞いてるんですけど。 

0:49:38 日本原燃のエビナです。まだすいません。ちょっと十分にそこの部分が精査で

きていないので、そちらについては、いま一度整理させていただきたいと思い

ます。以上です。成長タジリですよろしくお願いします目線でも整理でも構わな

いと思うんですけど 



  

0:49:57 いや、最近になって本文の整理変えたんだから店舗どうすんのよっていうのは

当然引かせていただかなきゃいけない話だと思ってるんでよろしくお願いしま

す。 

0:50:05 次 75ページ行って確認なんですけど。 

0:50:09 粒径の話を書かない整理するというふうに書いているところなんですけど。 

0:50:14 今備考欄に書いてあるやつはあの海水系熱交換器とかはありませんのでって

話書いてるんですけどＤＣとか含めて挙積ちゃ駄目なやつだと要ると思うんで

すけどそれでも粒径は要らないという整理に設計、 

0:50:33 日本原燃ハタナカ店ＤＧ等につきましてフィルターで支援するような形になりま

すので、 

0:50:43 その辺り規制庁田尻です。そうではなくて回転機器とかそういう形のやつは当

然炉と一緒でいると思っていて、抱えているのは何かっていうと 

0:50:54 ここに書いてある粒径でこれ以上でっかいやつが入っていきたいと思って砕け

るん大丈夫ですよとかそういう話をいたってたりはすると思うんですけど、こう

いう概念っていうのは内本文事項として担保すべきで売るかわからないんです

けど、あの炉もなお書きで書いてるレベルだと思ってるんですけど、そういった

ところについては触れる必要がないというふうに整理されたんだと思うんです

よ今。 

0:51:13 なんで、何で書かなくていいんでしたっけではこういう事象というのは想定する

必要ないというふうに整理されたんだと思うんですけど、要は今備考欄に同様

な設備がないことからっていうふうに言ってるんですけど、同様なって何のこと

でしたっけっていう質問です。 

0:51:28 はい。 

0:51:30 現年度値上げですけども。 

0:51:33 えっとですね、増量なんていうと総合に関しましては中計と比較するような寵

愛屋内狭隘部あるような設置がないということで、基本的にはですねなお書き

以降ハードが書いてあるなお書き以降の記載に関しましては、ちょっと粒径の

記載を除いたとしても、 

0:51:54 火砕物の硬度とか、その辺を考慮した設計はしますので、こちらの記載につい

ては追記させていただきたいと考えております。以上です。規制庁田尻です、

狭隘部はないっていうのは、これ炉のほうは別に海水系熱交換器で海水系の

話はまあ置いとくとして、 

0:52:12 その言っている教育部のような話が現には一つもないっていうふうな理解でい

いんでしたっけ電力の方の方に聞いたほうが早いかもしれないんですけど。 

0:52:24 原燃だけはですね、えっとですね、2．の側ではですね一応という経営と比較し

ているものはですね、 



0:52:34 今言ったの海水系の熱交換器、あと海水系ポンプの軸系で、こちらに関して閉

塞に関して考慮してます再処理に関しては、該当するような設備としては、今

考えるのは、 

0:52:50 Ｒｅａｃｔｏｒもの。 

0:52:52 案が考えられるんですけども、これはですねこういうシールとかその辺でしっ

かり 

0:52:59 今申しました設計としてるってことを説明してますので、これに感謝まあ粒径を

設定する必要はないと考えております。 

0:53:08 以上です。規制庁田尻です。Ｒのほうで知るところの説明はしてる気はするん

ですけどあくまで閉塞っていう場合年ではそういう対象がないですよっていう整

理をされたいんだと思うので、そのあたりを一応今後また説明書タイミングで

確認することになると思うんでとりあえず共通でヤマジかけられないんで次か

せていただいて、 

0:53:31 77ページにいってなんですけど、ｂポツで、構造物への粒子の衝突に関する

対する設計方針というのが今書かれていて、 

0:53:40 ｄの粒子の衝突荷重による影響は竜巻の設計飛来物の影響に包絡されるっ

て話をされてるんですけど。 

0:53:46 これっていうのは、抗生剤の話してますか、それとも砂利の話してますか。 

0:53:59 日本原燃だけですこちらはですね砂利のほうを想定しております。以上です。 

0:54:04 規制庁田尻です。その場合設計飛来物って言ったときに、やはりてはいるんで

したっけ。 

0:54:13 ディー・エヌ・エータキガワです。すいません。こちら砂利を入りませんので、記

載のほう修正させていただきます。 

0:54:20 今日タジリですよろしくお願いします。 

0:54:23 通期リーカー 

0:54:27 79ページとかで、単なる表現統一の観点に近いんですけど、さっきの竜巻検

討切って概ね弾性域っていう話してて傘にこれで概ね弾性状態とか何か物に

よって微妙に書き方変えたりしている気がするので、 

0:54:42 意図があるならいいとかある程度ここで聞くので整理だけいただければと思い

ます。 

0:54:48 図面だけなのですが、どちらかというところの記載にあわせてしまったところが

ありますので、こちらの竜巻があると整理して記載の統一できるか確認しま

す。以上です。 

0:55:00 規制庁田尻です。あと、83ページってなんですけど、なお書きで書いてるやつ

なんですけど、これって原燃にも何か回答するものが要るんでしたっけ。 

0:55:17 今日も違う。 

0:55:19 これ、通産省の 5①の告示ですよね多分。 



  

0:55:30 人数上げ年間タキガワです。アボにちょっとないと思うんですけど少し確認さ

次回までに確認させてください。以上です。規制庁田尻です。寝るのはいいん

ですけどちなみにこの適用規格もさっき竜巻においては言わなかったんです

けど、日ＲＬ式使うって言ってるんすけどタービンの説明書に関してＴｂの文

献、 

0:55:50 に関しては対象外みたいな形で切り換えてなかったりして、ただ後ろのほうに

行くと書いてあったりするので、も文献の話とか適用規格の話なんで抜け漏れ

しなければ文句を言うつもりもないんですけど、るるところから削るっていうこと

は、 

0:56:06 それがあと次回で生まれるっていう意味なのか、それともそもそも使いません

よっていう意味なのかとか、今のところ見ただけと褶曲わからないところがあっ

て、 

0:56:15 今のところでも 82ページからにかけていくつかのところは書いてない状態でだ

けど迫るわけや書いてるとか何か正直中性がよくわからんので、 

0:56:24 今後確認したいと思うんでよろしくお願いします。 

0:56:27 課題の配慮に関する基本方針の資料自分以上なんですけど、規制庁からほ

かに何かありますか。 

0:56:36 規制庁清水です。私のほうからちょっと 1点確認させていただきたいのです

が、 

0:56:43 当右下 7時計 7ページをお願いしたいんですが。 

0:56:48 77ページの 

0:56:51 上のほうに荷重に対する設計方針が書かれていると思うんですが、ここのな

お書きにある運用の降下火砕物を除外すること系から 

0:57:08 荷重についての世界堆積することを想定するっていうふうに書かれています

が、このなお書きや内容については、その上に記載がある降下火砕物が 

0:57:20 堆積しやすい防護対象施設等、あとその下にある。 

0:57:25 火砕物により防護すべき施設を収納する建屋両方の内容に関わる 

0:57:33 内容っていうふうな理解でよろしいんでしょうか。ちょっと今その実用炉との記

載にあわせてか。 

0:57:42 委員の方に 

0:57:43 目に書いちゃったの下には省略しているっていう書き方で理解してるんですけ

ど、よろしいでしょうか。 

0:57:59 少々お待ちください。 

0:58:56 日本原燃のエビナです。こちらですが、建家もうＡと同様にですね、見てますと

いう答えになろうかと思います。以上です。 

0:59:08 承知しましたじゃあの運営の 

0:59:12 今の御対象施設と建屋両方見ているけど下は省略してその記載は実用炉に

合わせたっていうことでよろしいんでしょうか。 



0:59:33 原燃だけなのですか。おっしゃられた同一で実用に合わせて省略している形

になります。 

0:59:39 ちょっとここの方はですね記載のほう、もう一度検討させていただきたいと思い

ます。以上です。 

0:59:46 その設置済みですしました。 

0:59:50 私からは以上です。 

0:59:53 規制庁田尻です。それで何で原電の認識聞いてみたいなんですだけなんです

けど、この復水解析って何で回転でしたっけ。 

1:00:21 なお、 

1:00:24 断言日本原燃抱き合わせで適宜除外していくんですけども、荷重としては最

大限確認していくと、そういった理解で記載しております。 

1:00:36 規制庁田尻です。 

1:00:40 自分の認識をしてなんですけどここ火砕物に関して除灰を期待していてた荷

重としては最後 15ｃｍアボ 15ｃｍ束ね強化をしていて、ただこの除外とかそう

いう複数回の話を書いておかないと、要は堆積し続けるっていうふうに言って

しまうと。 

1:00:55 後ろのほうで書いてある短期長期の話であくまでこれ火砕物に関しては除灰

期待しながら短期で期待しますよっていうふうな話を確か言ってたような気が

するので、そこの絡みを担保として一応書いてあるのかなぐらいの認識を持っ

てたんですけどそのあたりって認識合ってますか。 

1:01:13 県だけの差認識は合ってまして、そうですね。 

1:01:17 今の短期長期で荷重をどう考慮するかっていうのは 79ページのですね、中段

あたりにですね。 

1:01:25 30日以内に降下火砕物を適切に除去する。そちらのほうで、短期荷重で考慮

するっていうことを考えていて、ここで担保するものと考えております。以上で

す。規制庁田尻ですや 79ページの記載があるのは知ってて、そこに書いてあ

るやつにつなげるために、 

1:01:43 ずっと積もっているんじゃなくて、あくまで除灰して、ただ、そのたびに積もるか

ら短期としてだけど、最大限のやつを考慮することにしてるんですよっていうと

ころにつなげるために 1回程度かなと思ったんですけど、極端にそこらの裕度

がないんだったらこの規制なんで回転でしたっけっていうのを聞いてみたいん

ですけど。 

1:02:06 現在検査たりしたビルの御理解の通りの認識では行っております。以上です。 

1:02:12 規制庁田尻です。炉の記載も何か異常確認者よくわからんやつは結構あった

りするので、せっかく電力の方たくさん協力しているんだと思うんですが、これ

らの方からも治験いただきながら適宜対応いただければと思います。 

1:02:26 ほかなければ次 84ページからの考慮の選定の話では考慮する施設の選定

のところなんですけど。 



  

1:02:33 84ページですまで意図がよくわかんなかったんですけどさっきの設備の整理

の話規模どこでわかるのかもしんないんですけど 84ページの一番下のところ

に下線が引かれブラインドに火線引かれてて、建屋の換気空調系と格好外気

取入口及びレターというふうに書いてるんですけど。 

1:02:49 提供を考慮する施設っていうのが何を指すかにも頼ってくるんですけど、普通

だったら換気空調設備で、その系統事前話うんですけどここでフィルターとか

っていうふうに限定掛けるとフィルターは機能喪失として駄目ぽく見えるって見

るんですけど、ここで括弧書きを書いてる意味で何かあるんでしたっけ、特に

回帰取り入れ口とかフィルターとかで、 

1:03:09 影響を考慮するために対処するっちゅうのは理解はするんですけど。 

1:03:13 ここでそういう以東痛いんでしたっけこの括弧書きの意味って何でしたっけ。 

1:03:21 日本原燃だけをですね、今タジリさんがおっしゃられたようにですね。外気取

入口等フィルターに対して影響を考慮する、そういった意味で、こちら記載して

ございます。 

1:03:34 規制庁田尻です。影響を考慮するっていうのは何の意味がわかんないんです

けど評価対象のイメージを持っているんですけど、例えばフィルターとかで評

価をするっちゅうことでしたっけ。 

1:03:46 ＮＴＮですフィルターで評価するというよりもですね、ｋＬの外気取入口の形状

やフィルターを持って火砕物の侵入を防止する、そういったイメージで書いてま

す。 

1:03:59 規制庁田尻です。固化効果火砕物の影響を考慮する施設の選定っていうとこ

ろで書いているので、何か外気取入口とかフィルターとか、いやこれ設計のと

ころでどこで対処しますよっていうの確認だったらそこへかけ合い話だと思って

いて、この影響を考慮する施設は、換気空調系統のうちの取り入れ口とフィル

ターだっちゅうんだったら、 

1:04:19 そこの機能を損なわない説明するんですよねっていうのを一応ＰＴを書く意味

があるとこでちゃんと書いていただければいいので、その点は整理いただけれ

ばと思います。 

1:04:30 引用メールだけなのです。ちょっと記載箇所についてはですね、もうちょっと整

理させていただきたいと思います。以上です。 

1:04:37 規制庁田尻です。ここらの言葉遣いとかよくわからんとこボチボチあって例え

ば 86ページの一番上の行でキャスクの前段全ページカラーのキャスクの流

れが書いてあって、ここは降下火砕物の影響を考慮する施設って言ってんで

すけど、何か普通に行くとこういったものを波及影響のような気がするとかな

んか、 

1:04:55 どっちの場合に使いたいナカガワ変わらないんですけどここはやっぱり影響を

考慮する施設なんですか。 

1:05:11 あと一つ、少々お待ちください。 



1:05:51 日本原燃タキガワですよね。諸済み燃料キャスクを収納する建屋ですね、そち

らも評価を行いますので、今、降下火砕物の影響個別施設。 

1:06:01 のところにの項目に入れてるんですけれども、そうですね波及影響の観点から

整理したほうがいいのかというものもありますので、ちょっとこちらについては

もうちょっと整理させてください。 

1:06:15 規制庁田尻です。評価するんでと言われたんですけど、波及影響のほうであ

ろうが評価対象のほうで分けて評価評価だと思っているので、どっちでもいい

んですけどキャスクへの影響を考慮するための施設だけでこいつは評価対象

なんですって言われる中、 

1:06:31 別の機能なんだけど、思うところもあったりするので、まあ生理学だけの話な

んではどうこう言うつもりはないんですけどちゃんと整理だけいただければと思

います。 

1:06:44 トータル規制庁田尻です。次も行かせていただいて、 

1:06:48 基本的にも火山も早めに説明で説明資料の具体のところの説明内容入ってた

ほうがいいと思っているので、今日はすいません形式的な話としていただくくく

りなんですけど。 

1:07:00 ちなみになんですけどあの火山の竜巻もなんですけど計算結果の書類はもう

できていると思っていいんでしたっけ。 

1:07:14 少々お待ちください。 

1:07:28 はい。 

1:07:29 日本原燃がですね、 

1:07:32 聞いてはいるんです。基本的にはですね 12月にお出ししたものから変わって

はいないんですけど一部とかの追加で評価してる部分とかございますんでそ

この火山のほうでですね、そこ以外は 

1:07:48 主なものがある状態となってございます。以上です。 

1:07:53 規制庁田尻です。その一部追加っちゅうのがなんで一部追加になったのかと

かいつごろ終わるのかってあります。 

1:08:11 はい。 

1:08:24 規制庁田尻です。問答示してください。で全般としてなんですけど火山に関し

ては例えば後ろにＦＥＭのモデルの話とか出てくるんですけど、冷却塔の 2パ

ターン要ると思うんですよ当期ＱＣＤと運転例外たりすると思うんですけど。 

1:08:39 そういったものも含めてちゃんと代表例としてやっているのかそれでも包含で

きるという話なのかそれとも両方やったけど片方だけ書いてるのかとか何か書

くパラメータに関しても微妙に違うパラメータを使ったりすると思うんでそういっ

たやつに関して出典一つ一つ確認したいであるとか、 

1:08:58 原動機とかそういうものに関しても形状に応じて 

1:09:03 別に日に志賀の客式違ってきたりすると思うんですけど、こういう形状だからこ

の式適用しましたとかそういう話も一つ一ついきたいと思っているので、正細



  

かい系の花ＣＯＯできれば早めにしたいなと思ってるんでこういうに関しても準

備のほうをお願いします。 

1:09:18 強度計算の結果に関しては一部まだ終わってないっていうんだったら対象設

備とか最小の評価の内容だけ書いて評価結果会の計算中というのはそれは

それでその状態で出していただいて構わないのでそれはないと出せないとい

うふうに言うとなんかいつ出てくるのかもよくわからない形になっているので、 

1:09:35 早めに医師基盤として一部まだ目河成とできない部分があるっちゅうんだった

らその形で出していただく止めやしないので、そういった形で出していただけれ

ばと思います。 

1:09:48 はい。日本原燃のエビナです。中身が早く見えるようにご提出したいと思いま

す。以上です。 

1:09:57 規制庁田尻ですよろしくお願いしますで後ろのほうの共同計算ところとかに関

して言うと、どちらにして細かな中身の話が多かったので、 

1:10:08 ただ 1点確認なんですけど、 

1:10:12 143ページのところでなんですけど。 

1:10:17 今回って基本的に全部ＦＭでやっているでいいんでしたっけ。 

1:10:21 却等、 

1:10:24 六級関する定量的返さ評価式を用いて解析方法っていうのも一応書かれては

いるんですけど。 

1:10:29 今回評価式で評価したもので何か要るんでしたっけ。 

1:10:37 日本原燃田中です。今回の申請に対してはＡと評価してやってるものなく程度

ずれてＦＥＭでやっております。以上です。規制庁田尻ですがやっぱそうなん

ですね、 

1:10:49 ここもさっき鉄なんですけど結局要は今回対象だから書いてんのか、一般則だ

から全部書いてんのかとか、タカハシ主義資料見てもよくわからないんですよ

ね。全体像を見たことがない状態で、その一部だけを今回抜粋して帰ってきて

るんだと思うんですけど。 

1:11:08 何で書いてあっても多分指導にその対象がなかった場合とかは多分、一般論

で言ったんだろうなとかって後で思うことができるんですけど、人月ではないと

収益どこまで書こうとしたのかとか正直よくわからないんですね、 

1:11:21 本文事項基本設計方針に関しては、全体像を見た上で、そのうちのこの部分

かけましたっていう形で今議論していっているので、じゃあどこまで書きましょう

かって議論が割れてスムーズに進むずつということでもないですけどできると

思ってるんですけど、添付に関して言うと、全体像がわからない中で、 

1:11:38 何かこの部分だけ説明しますみたいで、な形で出てきているので、その部分だ

け説明できてんだっけ。これらの話だけみたいな形になっているような気もす

るので、個別の説明書のタイミングでどういった内容をどこに書こうとしてるの

かっていうのを含めて一つ一つ確認できればと思っているので、 



1:11:56 今日すいません時間も時間なんであの火山の部分はあんまり 

1:12:00 個別に指摘しないので、今後説明書単位でしっかり見ていきたいと思ってるん

でよろしくお願いします。 

1:12:09 はい、日本原燃、日本原燃エビナです。はい駐車理解いたしました想定いたし

ました。 

1:12:17 規制庁田尻です。あとすみません別紙をそんな感じですけど、別紙 5で 1点

だけ確認なんですけど、164 とか 165のとこで需要との比較されていて、当日

程込ませることが結構積もるとこになっていく形で建物の評価のところでも 

1:12:34 一応やれる部分モデルがトガシないともたなかったからモデル化とかしてたイ

メージがあって、 

1:12:40 原燃もうこ火砕物の堆積量等、それに足し合わせる積雪量とか考えるとそれ

なりの荷重にはなってると思うんですけど。 

1:12:48 ここは前にお聞きした限りだと密粒解析どうこうなくてももつような話を聞いた

気はするんですけど、それは公開わかってないだけなのか先々見越してもこ

の補足を入れないというふうにも整理がついてるのかなんですけど、165ペー

ジとかで 

1:13:04 建屋の解析系の話っていうの結構あったりするんですけど、こういうのが先々

見越してももういらないというのが確認できると思っていいですかね。 

1:13:20 日本原燃ハタナカです。次回の申請においてもこれらは要らないというふうに

考えております。以上です。 

1:13:28 規制庁田尻です。そこっていうのはもう評価結果ができると思っていて大丈夫

ですか時には別に最初からやりたかったわけあそこに関しては結構積もるっ

て何かになったタイムで許可の審査とかも含めてそういう話になってたんで、

あそこは少し特殊かもしれないんですけど、 

1:13:44 原電の場合飯舘のそれなりに頑丈に作られているので大丈夫大丈夫なのか

なとは思うんですけど 

1:13:51 何か。 

1:13:52 いざ結果見てみたらあれ大丈夫これみたいな感じにはならない検討もされて

いると思っていいんですよね。 

1:14:07 それで小でございます。日本ギリシャでございます。1点すみませんそういう意

味では今別紙 5の中で、グレーハッチングでいらないと言ってる書き方がです

ね多分まともに中身まで見て考えてない。 

1:14:20 感じもしますんでそこ何でその作る大雨になったことになってるのか、どういう

中身を変えているのかもちゃんと踏み込んでその補足説明資料のうちに適用

する必要があるかどうかの判断を担保生かしたいと思います。 

1:14:35 規制庁鳥居ですよろしくお願いしますローンを研修とぴあの建屋の 

1:14:42 一部ちょっとやらなきゃいけないところがあったんですけど、そこを独自でター

ビンとかそういう系がメインな話だったんで、構造自体が違わんで、最初のほう



  

だとどの建屋も大丈夫っていう可能性もあるんですけど、Ｆ－保土ヶ谷区とどう

だったけど何かいろいろ思うところはあったりはするので、すべて大丈夫で結

論になっているというふうに検討はてればそれでそれで構わないと思ってるん

ですけど。 

1:15:01 なんか、後だしでどんどんどんどん出てくるの 1回目の申請のタイミングでどこ

まで検討されたのかっていう話で、多少抜け漏れがあってあと駄目かっていう

話でもないんですけど、 

1:15:14 せっかく今飯 4 とか 5 とか作って先行炉との比較する形の中でセンコーがこう

いうものをつくってるっていうのをハークスレイ今機会になっていると思ってい

て、今多分通りと比較されていると思ってるんですけど、当人がイレギュラーパ

ターンということもあるので、 

1:15:30 等にも含めてなんですけど、実用炉でやるときは、先行一緒じゃなくて少なくと

も複数社見せさせ見させるんでしょう、こっちも勝手に見えるけれど、 

1:15:39 っていうレベルで先行の精査っていうの潜航実用炉の場合は先行がそのまま

真似しやすいからそういうレベルでやってるっていうとこもあるとは思ってるん

ですけど。 

1:15:48 やるにこしたことない作業だと思っているので、いろいろと載せのせっかく知見

がたまっている所外部事象だったらいろいろあると思ってるんで、そういった点

も踏まえながら作業をいただければと思います。自分から火山異常ですけど

規制庁側から何かほかにありますか。 

1:16:12 規制庁田尻です。ないようであれば火山も竜巻と似たような整理だと思ってい

るので、適作業いただいてという形でお願いしますんで。 

1:16:22 何か他も多分説明ないんだと思うんで、ざっくりもいってっちゃいますに、前期

すいません今手元に航空機が耐熱ません航空機落下なんですけど、航空機

落下に関して言うとそもそも別紙 4がほとんどない絵で使用可能でしよかごこ

とない話だと思ってるんでそこ自体は構わないんですけど。 

1:16:42 まず目次の方に関して言うと、 

1:16:45 1回目の時に補足出すっていうふうに書いてあるんですけど、補足を見た覚え

がなくて、まだ 

1:16:50 その他自然現象もそうなんですけど、何かせっかく別紙整理している、整理し

て補足このタイミングで出しますよって表はできてるんですけど、スケジュール

表を見る限りだと、補足はいつ出てくるのかどうかも示されてなくて、最近にな

って竜巻もにこれ補足増えたんですって言って今度出しますっていうようなや

つが出てきてるんですけど。 

1:17:10 まだ 1回も見たことない費用がぶちぶちあるので説明書見てないレベルなん

で補足もは当然だって当然なんですけど。 



1:17:17 早く出してくださいね作ったらっていうのはコメントとして航空機に賢く特にＭＯ

Ｘに関しては最初のほうは先ほどの補足が出てこないんで別にいいちゃいん

ですけど 

1:17:30 補足出しますよっていうふうに宣言してるんですけどいつ出すかもわからん状

態っていうのも、 

1:17:35 主盤って言ってるのはお話がある程度進んできたタイミングで少し違和感があ

る状況になるんで、早めに対応だけしていただけるようお願いします。 

1:17:45 2号トクナガでございます。精査と提出が遅れており申し訳ありません対応さ

せていただきます。 

1:17:52 規制庁田尻ですよろしくお願いします。最初のほうも記憶でも 4ついてなくて、

5に関しては時間以降ですけど、 

1:18:03 実強度を使う話とかが書かれている状況なので、そこはそのタイミングで見れ

ばと思うんですけど、前回もお伝えしたんですけど、大きく 2点で、こちらに関

しては既認可との関係の別紙 6 とかの話早く来たいのでそこの整理お願いし

ますねっちゅうの債権比率強度の話とか論点になりうる話だと思うんで、ちゃ

んとエビデンスとか、 

1:18:23 しっかりそろえた上でヒアリング望めるよう準備だけいただければと思います。 

1:18:27 航空機落下住民異常ですけど、規制庁が何かありますか。 

1:18:37 規制庁田尻ですなさそうなんですみません自分担当という意味でその高いブ

ームに行かせていただきます低その他外部に関しても、 

1:18:47 まず書き方の統一をしっかりしてくださいねっちゅう話はもう何度も言ったんで

止めさせていただいてあと本部のほうで指摘したやつに関しては改めてもう言

わないので、添付のほうでもしっかりちゃあの反映するのも反映してくださいね

というふうなのがまず統一的な話と、 

1:19:06 ちょっと 1点確認なんですけど、71ページのところで、 

1:19:10 津浪の話のところなんですけど。 

1:19:15 恒久的施設 

1:19:17 メインにしてちゃんとここに来ないと思ってるんですけどを用いたところで、遡

上津波の話があって、データの可搬の対処すると光熱いっとき逃げますよとか

そういう話あったと思うんですけど。 

1:19:28 ＳＡのほうの 33条の許可のときの話で多少あったと思うんですけどそういう内

容ってどこかに盛り込むでしたっけ今回 

1:19:49 日本原燃の真嵜でございます。先生が 

1:19:54 出ておりまして取水の可搬型設備の対応につきましては具体的な設計対応で

はございませんので、ＳＡ側のほうでその運用については御説明させていただ

くこととしております。 

1:20:04 規制庁田尻です。あのＳＡ側っちゅうのがどこのことかっちゅう話なんですけど

重大事故と対象設備の条文でやってこっちと飛ばしたりとかさの基本的に外



  

部事象とかもそうなんですけど、ざっくり言って飛ばしたり通さなかったりみた

いですがたりすると思うんですけど、基本的には重大事故と対象設備の条文

で許可のときは別に、 

1:20:24 の上部でなんか書いたわけじゃないのでそこに包含一式整理して書くっちゅう

ことでいいですかね。 

1:20:44 ここで、 

1:20:46 はい、日本原燃佐々木でございます。 

1:20:50 いろいろ答え設備の基本方針並びに健全性に関する説明書のほう、 

1:20:55 及びその添付資料の中で御説明させていただきます。 

1:20:59 経常タジリｓオオオカありましたという外部事象のほうでは書かないというので

一応理解はしました。72ページとか 73ページのほうはタケダの許可本文との

関係整理してくださいねっていうのでは本文で返戻しようということはしてきた

人は指摘したと公的なおしていただきつつ、 

1:21:20 あと、外部事象で 

1:21:24 要は許可のタイミングで対象外ですよって言ったような面が洪水とか含めてい

たりすると思うんですけど。 

1:21:30 許可本当のタイミングでいきなり削る方向でやってるやつがあったようなケー

スんですけど、添付レベルでは一応そこの話をもう一度書くと思っておけばい

いですかね、72ページの一番下のなお書きとかなんですけど。 

1:21:53 日本原燃布田でございます。組み立てとしましては一番最初の支援現象の冒

頭のところで、総論としては、はい。 

1:22:05 落としたものも、 

1:22:09 規制庁田尻さんの頭のところで一応という形にしたというので一応理解しまし

た。ヘディングたっちゃだめとまで思ってるわけじゃないので整理としてそうい

ったところも謳うっていうふうに添付レベルなんで一応説明として書かれてきま

すよというので理解しました 73ページってなんですけど。 

1:22:26 最初に二つハラダと書いてあって、一つ目が 

1:22:31 波及的影響を及ぼす恐れのある施設についての考慮が書いてあって、 

1:22:36 その次のところでまた書きで書いてあるやつが、 

1:22:40 その安全機能を有する施設以外とか、他ネタは何でも読めるような記載になっ

ている気もするんですけど。 

1:22:46 これ包含関係ってどうなってるように設計、 

1:22:49 何かよ。 

1:22:50 ロにないやつでパラ多いことされていると思うんですけど波及的影響を及ぼす

恐れのある施設鉄 

1:22:56 これってその下に書いてあるまたはっていうまたまたで文書がついてもやなと

ころではあるんですけど、包含関係としてはしたて読めないから書いていると

思っておけばいいですか。 



1:23:14 日本原燃フクダでございますが、こちらについてはちょっと別途、 

1:23:18 書き方を工夫させてもらいたいと思います。 

1:23:26 全長タジリです。 

1:23:28 ちょうど今時間ないので指摘して時間を選んで一応コメントだけですけど今ろ

過の書きかえたんだから化した理由はちゃんと説明できるように準備してヒア

リングに来ていただければと思います。 

1:23:39 次 74ページのところ行っていただいて、ここのところ関係ではあるんですけ

ど。 

1:23:46 の方で 

1:23:49 地震力に対して構造強度確保Ｃっていうやつなんですけど、ここで別に耐震の

話だけっちゅうよりは、耐震の重要度分類に応じたような外部事象、重要度分

類とかに応じて外部事象に対しても、その考え方で防護してますよって言って

るような気もするんですけど。 

1:24:07 ここは耐震設計の基本方針に書いているＤに設計、 

1:24:27 規制庁同時に専用は最後の語尾は何かっていうと外部からの衝撃を考慮した

設計とするつってて別に耐震の話ではなくて、耐震とかの話も踏まえた上で、

外部からの衝撃を高齢者設計ですよって言うたっているように見えるんですけ

ど。 

1:24:43 この内容は備考欄を見る限りだと耐震設計の基本方針に該当するためにここ

では記載しないというふうに書かれているので、そっちに書いてるんでしたっ

け。 

1:24:52 日本原燃のエビナです。最新の方に期待はするんですけど、改めて見るとで

すね最後、洞道確保し、外部からの衝撃を留守細部からの衝撃を考慮すると

いう一文がですね多分そちら。 

1:25:09 外海進側にはかかれないので、ここには何らかの記載上そうかなというふうに

思います。以上です。 

1:25:17 生協タジリです。 

1:25:20 要は結局前段部分私の話なんですけど、あくまでこれ外部から商品話し手文

章書かれている気がするので、それぞれ整理していただいて帰っていただけ

ればフジノ対象の話ではないので、整理だけよろしくお願いします。 

1:25:37 この話を少し飛ばさせていただいて 

1:25:42 外部事象と内部事象を赤いフジノと自然現象がそれぞれ書かれている形にな

ってると思うんですけど、ここだけ。 

1:25:56 専門の 

1:25:59 はい。 

1:26:02 はい。 

1:26:04 ちょっとすみませんメモの部署は来なくなっちゃったんでちょっと飛ばさせてい

ただいて、 



  

1:26:17 80ページていただいて、 

1:26:20 積雪のほうの話なんですけど、横でも説明されたと思うんですけど、 

1:26:27 今の最深積雪やると 190ｃｍで通常の単体で考えて 190使っていて、ただ組

み合わせるときは０.三五がけするか、垂直積雪 150Ｌかの火山の方だったか

な。タナカの組み合わせて 150使えますって話だと思うんですけど。 

1:26:44 この辺りの考え方って補足の何か積雪に関する補足がつくような形には見え

たんですけどそこで説明はされると思えばいいですかね。 

1:26:54 保守的に幾らですけど御理解の通りで、別紙 5にあります通り積雪量の考え

方については、補足説明のほうで入ってくる予定になっております。 

1:27:04 規制庁田尻です。へえ補足早くくださいねっていうところにまた戻るので、これ

補足とかって、もうできてるんでしたっけ。 

1:27:23 園芸種人間にイシハラでございます。ちょっと若干時間がかかってますが速や

かに出せるようにします。この話に脳症どこでももう過去つくり出してるのもあ

るので、それも含めた上でやっぱりいたしたいと思います。 

1:27:39 性状タジリです。許可のときに含めて話は聞いてきてるものだと思うんですけ

ど、典プールに記載だけ書かれると、ほかのその他の外部も全般なんですけ

ど。 

1:27:51 なんで改善だけみたいな数値があって要はの前段で書いてる数値欧州で使っ

てなかったりするときとかもあるんですね 

1:27:59 例えば高温とかで言うと 34度と 37度だとか言ってんですけど、そことは関係

ない 29度ですみたいなんか。 

1:28:08 なんだってこの前に謳っているのとか何かそんな感じですとかいったりするの

で、何を示したいのかっていうのが資料上わかるようにだけしていただければ

と思うんでよろしくお願いします。 

1:28:21 規制庁田尻です。あとその 1点確認なんですけど、右下 90ページていただい

て、給水処理設備の話あるんですけど。 

1:28:31 給水処理設備で防護対象で 2設計。 

1:28:36 ＰＲＡですね、ちょっとこちらのほうは、将来的には別紙 4から削除しす。 

1:28:45 ヒラノの対象ではございません。 

1:28:48 規制庁田尻です。 

1:28:51 今消すか、なお書きでなお防護対象ではないかというふうに書いていただくか

だと思うんですけどそうしないと 

1:29:00 その前段部分とかも含めて何かどこまで書こうかみたいな話は水の取水口の

話とかも全部消していく形になると思うんですけど、そうすると他の資料との整

合性とか考えるで連続下がったりもするのであの道に全部係数のがあっても

らうべきさっき言ったようになお書きに落とすとかそういうふうに検討いただけ

れば 



1:29:19 改定内容の位置付けさえわかれば別にとめるもんでもないのでまず位置付け

をはっきりして書いていただければと思います。 

1:29:30 規制庁田尻ですね、93ページ以降なんですけど、92ページのタイトルで落雷

書いてくださいねとかそういうのはまあ置いとくとして 93ページ以降に関して

は、 

1:29:43 基本的にある炉ほど書かずにざっくりかけますよっていう整理にしたと思えば

いいですかね。 

1:29:53 日本の日本原燃のＰＲＡでございます。丹野タジリ症例カバーされる部分につ

いては％ 

1:30:02 こちらのその他外部事象のほうでは加力れるだけにしてその他それ以外の部

分に情報を集めるという組み立てにしております。 

1:30:14 規制庁田尻です。ここの何まで書くかだけなんですけど、極端な比機能損なわ

ない恐れがあるようにっていうだけ書くっていうことのようにも見えるんですけ

ど。 

1:30:26 例えば今 93ページて竜巻のほうに行くと、一応荷重の種類だけ書いてみたり

とか火山に行くともっとやっぱりはっきり書いてみたりとか、 

1:30:36 なんか何まで確保できた系っていうところで備考欄に行ってみると、竜巻に対

する設計はサガワ系の配慮に関する説明書に示すって言ってるんですけど。 

1:30:45 そんなこと言ったら最初の文章だって別に全部そうで。 

1:30:49 何も書かなくても全部飛ばしても別に説明はできるじゃできちゃうところなの

で、結局何まで各課の整理だと思っているので、 

1:30:57 夫人炉ほど書かないと駄目かっていうふうに言うと、抱えている通り便飛ばす

形にすれば、 

1:31:04 説明をつくるような気がするので、あとは並びの問題かなというふうな気がす

るんでよろしくお願いします。 

1:31:12 日本原燃フクダの構成につきましては、通ったの他の事象の条文との調整と

るなどして、適正に直したいと思います。 

1:31:23 規制庁田尻です。次なんですけど 

1:31:30 その自然現象も細かな話、例えば 101ページで安全上重要な施設のっていう

ふうに特定した書き方になってるんですけど、何か他の安全機能を有する施

設って書くので一般的にやってきたけどここは特定するんでしたっけとか 103

ページのところ行ったら、 

1:31:45 尤度関数の起因で分けて書くんだっけっていうのか何か。 

1:31:50 いろいろ何か個別個別で言うとどうなんだっけというところはあったりするの

で、 

1:31:57 そういった点に関しては個別に確認するのでは統一的なルールに関わるとこ

ろじゃないのでは今回ＯＰはないので、 



  

1:32:05 申請書説明書もメディアの細かい話できなかったかって終わったというわけじ

ゃなくて、これに関しても説明書としては 

1:32:13 ヒアリングの場を設定してもらって一つ一つしっかり確認しようと思っているの

で、その点は認識していただければと思います。 

1:32:19 ちなみになんですけど、 

1:32:24 爆発とか、何だっけ。 

1:32:28 時に工場等の火災の話っていうのは、 

1:32:32 この資料構成上どっかに出てくるんでしたっけ。 

1:32:39 規制庁たりですみません資料時間短くするために言うと、97ページの一番下

んとこで 3ポツ 2ポツ 1で爆発及び近隣工場等の火災を除くってやつがい

て、 

1:32:48 て 

1:32:50 3ポツ 2ポツ 2のところで 

1:32:54 スラッシュは引かれているんです 105ページぐらいで、 

1:33:00 法令がよくわかんなくて 

1:33:03 自然現象のほうに行くとさっき言われたように他んとこで書いてますよぐらいの

ところは書いてたりするんですけど、この 3ポツ 2ポツ 227回斜め線切れて書

けませんよって言ってる人って何でしたっけ。 

1:33:23 はい。日本原燃のエビナです。こちらについてはあまりイットというのはなくて

多分誤りに近いもんだと思いますんで改めて整理させていただきます。 

1:33:36 以上閉じですよろしくお願いします 11中、 

1:33:42 北西自然現象の並び違ったりするんで読者誤記な気がするんで整理だけよろ

しくお願いします。 

1:33:48 08 と。 

1:33:51 9の組合のもっと 

1:33:56 ちなみに 106ページとかんとこうで許可に書いてあるんで省略しますみたいな

やつが割といるんですけど。 

1:34:03 許可に書いてたら添付も省略しますっていうんだったら最初のところで頭で言

っていたこれ除きますけれども全部フードコート持ってる省けるんですけど、要

は許可の整理て添付でも全部落とすことにしたんでしたっけっていうところの

整理を聞きたいんですけど。 

1:34:24 規制庁鳥栖要は実用炉は書いていてね当然原燃としての許可のタイミングで

説明した内容にはなってるんですけど、本文レベルとして各かつたらそれは本

文はいいですよねって整理つけたのは知ってるんですけど。 

1:34:36 添付ってその説明書レベルになったときも全部はずい省いてしまって要は 

1:34:42 許可資料にいかないとその内容が全く確認できないようにするのか、設工認

の添付レベルとしてはその内容が確認できるようにするかの差なんですけど

そのあたりでどう考えてますか。 



1:34:53 日本原燃手法がございます。日本原燃石原でございます。突破の添付書類で

講演を添付書類の本文説明すべき必要な事項限界するっていうことも含める

と許可で書いてあるから省略しますわ。基本はないと思ったことはちゃんと書く

ということなのでちょっとここも整理をして、 

1:35:10 展開させていただきたいと思います。 

1:35:14 規制庁田尻ですよろしくお願いします特に例えば 109ページの下で死荷重と

従荷重の話とかって、今月とめの話だと思っているので、許可だからっていう

ので落とされても困る内容なので、ちょっと全体として整理いただいてここは後

ろのほうはＲＥとそういうのが多いのでよろしくお願いします。 

1:35:34 あと、 

1:35:37 それで最後なんですけど 120ページが書いてあって、4ポツ 3 と 4ポツ 2なん

ですけど。 

1:35:45 何か横に並んでるんですけど内容が違う気がするんですけど、ここで何か書

き換えに行ってますか書いてあるのか、再処理のほうは自然現象の組み合わ

せによる荷重の組み合わせについてはっていうので、ここに書いてますよって

いうふうに言ってて、その方に行くと、自然現象の組み合わせ設計基準事故Ｓ

Ａ荷重その他とか式を書いてるような形。 

1:36:05 やってるんですけどこれって同じこと言ってるんでしたっけ。 

1:36:16 すいません、日本原燃のエビナです。ちょっと確認中ですが、 

1:36:22 何か明らかに違うような気がするので、 

1:36:26 改めてコアの記載を見直させていただきます。以上です。 

1:36:31 規制庁田尻です。確認をいただければというのとあとここで 6は表の 4－5に

飛ばすとかっていう形になっていておりと土砂がレシオのタイミングだと評価は

省略されているところが多いと思うんですけど、そういったところも含めて出し

てもらえるの家庭に比較して確認して必要な事項は 

1:36:50 ヒアリングでも聞くので全体通して意識ちゃんと説明書単位で見える形でこの

別紙 4作る意味自体としては露頭比較してとか、統一的なフォーマットという

意味であると思ってるんですけど。 

1:37:03 そこに含まれてない情報に関して説明書として見なくていいかっつうと当然説

明書としては当然認識見る内容だと思っているので、それは認識していただい

た上でいつ提出できるのか、そんな時間かけなくていいので早く出して今、今

時点であるならですけど、早めに出してもらって、 

1:37:22 確認進めればいいかなというふうに思ってるんでよろしくお願いします。 

1:37:26 あとその他外部まで規制庁側からほかに何かありますか。 

1:37:34 規制庁田尻です。その他が今まで一応自分が担当している部分に関して言う

とてー説明書の形で取引欲しいですっていうのが 1点等、 

1:37:44 あと、 



  

1:37:47 今原燃独自の分類の話とかそういう整理をしたところに関してはそういう説明

がちゃんとできるようにしてくださいねっていうやつと、 

1:37:54 あと、どの部分から内容変えたところとかに関して言うと、河成の比であったり

なかったりするんですけど。 

1:38:03 とりあえず意識理由は説明できるように準備をした上でヒアリングに臨んでい

ただければというところと、 

1:38:10 あと細々いっぱいなんか言葉の通りとかの観点ではいろいろあったりするんで

すけど、そういったところは当然事業者として精査いただければと思いますさっ

きの 105のやつで斜めに入ってるの意図はないと思いますけれども刀禰も出

していくんじゃないよピークはなっているので、 

1:38:26 精査したものにしてもらえるこっちもそれなりのものとしてしっかりコメントしよう

と思うので、その準備のほどよろしくお願いします原燃が何か確認とかありま

すかここまででまだ項目あるんでその先は置いといて、 

1:38:41 日本原燃の飯田です。現状特にございませんので今まとめていただいた通り

かと思いますんでこちらからはございません。 

1:38:52 規制庁田尻ですよろしくお願いしますすいません時間明確になってしまったん

ですけど、外部火災と落雷のほうにいってください。 

1:39:02 はい。それでは日本原燃のエビナですね当該破砕を落雷につきましても、これ

までと同じすいません特段こちらの方からの御説明物品のありませんのでこ

れまでのものと同じように説明させていただければと思います。 

1:39:20 以上です。 

1:39:21 規制庁オオオカです。それでは外部火災の方が今までの外部の 

1:39:28 機器と同じように、かなり 

1:39:32 生産が足りてないなんていうところで、大分火災特にやっぱりてなかったって

いうところで、まだちょっとしっかり内容の確認ができるレベルになってないな

んていうのが印象です。ちょっとこれから確認、確認というか 

1:39:49 そちらでチェックし提出前にチェックする観点でこのようなところがありますよっ

ていうところをちょっとまず伝えていきますので、そこだけでも、まずは直してい

ただいて、スポかも一文一文がとりあえず結構読みづらくなってくる引っかかっ

てしまって、なかなか内容が入ってこないけれどところが多いので、 

1:40:08 そうさせてくださいというところになります。まず一つ目として、 

1:40:14 734ページの例です全部 134ページに行きます。 

1:40:21 2.1Ｇを捨てて、タイトルをしっかり別紙で添付の 3のところでの解析したと思う

んですが、外部火災防護対象設備及び重大事故等対処設備の選定をこれ藤

井さんのほうでフルカワ切れたりして見づらかったところなんですが、ここで、 

1:40:40 ＳＡ設備を選定するわけじゃないので。 



1:40:45 こういうものが入ってくると、んなならこんなところでこの回転だというふうにな

っちゃいますので、まずタイトルを別紙 3からちゃんと展開する別紙 3年末健

康して物産から展開するっていうところ自分に渡してください。その上で、 

1:41:02 実用炉と比較しておかしくないなんていうところを確認していただければと思い

ます。 

1:41:10 次に行きますと、あと展開礁だ定の中で展開がうまくいってないっていうところ

それ先ほどから火山や竜巻のほうでもまた見えてましたが、外部火災でも結

構あります。 

1:41:27 Ａトレイ、これも例示で施策 35ページ目。 

1:41:33 選定の（1）（2）であって（1）の外部火災防護対象設備施設を外部火災防護対

象施設をいろいろ分解して選定していくっていうところなのに、やはり外部事象

防護上がる火災防護対象施設となっている（2）屋外のとか、 

1:41:51 そういうところも許可のときにしっかり宴会した上でさらに設工認でもさんざん

議論してきたところなのに、何かうまく展開できてないし、名なんでこんなことに

なるのか不明なレベルでおかしいところが多々見られてますので、 

1:42:10 ちょっとしっかり精査いただければと思います。 

1:42:18 ちょっとここの部分で（ロ）プール。 

1:42:23 （4）ですね 137。 

1:42:26 倍ずつさ、航空機墜落火災の想定において考慮すべき外部火災防護対象設

備以外の施設とか何か。 

1:42:34 限定が強くかかったりしていて、波及的影響をおよぼし得る施設とこれも設計

構造のほうでもいろいろと議論は発生所要の許容温度が森林火災の中おか

げ違うとか、何かいろいろ 

1:42:52 なんですが、考慮すべき。 

1:42:57 設備っていうのは、すべて統一的に同じで、火災原因に応じて 

1:43:05 評価する対象とするかどうかっていうのは家再現に応じてレベル感で考えてい

くと、許容温度なんかもそうですし、何かちょっと 

1:43:14 航空機墜落火災だけ補足説明資料でいろいろ展開したために、かなり 

1:43:22 頭の中が 

1:43:24 航空機墜落火災だけ特別なものみたいになってるんじゃないかと思うんです

が、自然現象としてとか人為事象として、グローバルな考えのもとで展開でき

るものは全部グローバルな名前のもとで展開していただいてその中では再現

ごとに 

1:43:41 ところこういうことがあるからここだけ評価しますと、そのうちら火災は厳しいか

らとなりますみたいな、 

1:43:50 ことになるんじゃないかと思います。ちょっとその辺いかがでしょうか。 

1:43:59 はい、日本のモリマツを教えてそのおっしゃられる通りですねグローバル展開

をしたときに、国費すら火災だけですねちょっとこう評価を絞ってやっていくこと



  

になるので、評価をですねあのところ細かいとこまでやっていくことになるので

ちょっとこういう記載になってますけども耐えとり方がですね 

1:44:18 ＯＰ火災の想定において考慮すべきということになっちゃうので、ちょっとその

タイトルについてはちょっと検討させていただきたいと思います。 

1:44:26 以上です。 

1:44:29 規制庁加熱有珠の後の許容温度影響おりと揚力もうあのみたいな話で、航空

機墜落火災だけ何か特別に出していたりするところなんかもありますので、全

体を含め、 

1:44:43 ここは、それと、全体的な話、ここは例えば森林火災とか石油備蓄基地火災は

ここまで評価として、それだけでも、十分ですなぜなら、こういうのは評価しなく

ていいですみたいなことがしっかり 

1:44:56 論理的に展開されているようにしていただければと思います。あとタイトルと内

容が整合してないところというのも多々ありまして 0発電ごとなりにおいて発電

炉のほうをしっかり展開できているのに、 

1:45:12 それと右なんか全然、 

1:45:16 そっちそれとも合ってなくてっていうところも結構多くてですねそこもしっかり精

査していただきたいと思います。153ページ目の代表的な例として、 

1:45:27 それと、2.2の許容温度及び長の暴力というふうに分類しているんですが、結

構プロ走向で、 

1:45:36 2.2．11施設をてー、それぞれ表温度を書こうとしているんですから、 

1:45:43 施設という分類の中に（5）であり、施設の許容応力を加熱しね。 

1:45:52 （6）で航空機墜落火災の想定におけるけど。 

1:45:57 この温度とか説明し説明を展開していくところでいきなり許容応力を許容温度

とか海底活次の資料、次の説明書で許容温度ご協力先生音響っていう説明

資料があるのに、 

1:46:13 ここでちょっと根拠を欠いて数値入ったりせずに乗せ資料で、今後、設定根拠

書かなきゃいけないところで数値だけ書いていたりとかでも、なんか。 

1:46:25 なりに発電炉のものがあるのに、そう、それに沿わず、どこに何かかっていう

のがすごいバラバラになっていますので、しっかり書くべきところに何を書くか

っていうのを 

1:46:41 決めて書いて欲しいんですが、その辺、何かわかりますし、認識できます。 

1:47:09 どうぞもしくは課長クラス、 

1:47:26 私立あたりなかったようで、そこ精査計温度については記載していくことになる

と思っています。トウソウ距離組むとですねタイトルのところで、今度書いたり

温度影響を考慮を変えたりというところについては、ちょっと書いてるんです

ね、構成のほうはちょっと整理させていただきたいと思います。朝日本原電の

問題です。 

1:47:48 規制庁仮設雇用問題が許容応力自体の値を根拠のところに、 



1:47:56 つらつらそっちだけ書いていて、それはなぜかっていうことを説明。 

1:48:03 が馬乏しいっていうのもあるし、 

1:48:07 温度と応力を一緒にして駄目っていうわけでは特になくてですね、書くべきとこ

ろに書いて欲しいそれちゃうかってところには通帳海底でそれがなぜかってい

うところにそれがなぜかを書いて欲しいっていうことだったんですが、 

1:48:22 一つありますでしょうか。例えば 160ページなんかだと。 

1:48:30 そっちの 

1:48:32 数値が 

1:48:33 それは繋がるんですが、この設計初期の通知がつらつら並んでるものが許容

温度のほうに、 

1:48:41 最低いただいて、それがなんで、何でその許容温度なのかっていう理由を書

か 60ページの設定根拠のほうに書いて欲しいと、そういうてるんですが、借主 

1:48:53 。 

1:48:54 日本原燃のモリマツです。添付の 3 とですね添付の 4のところで譴責内容と

ですね、どこまでブレークして書くかというところも含めてですね成立していた

だきたいと思います。 

1:49:08 以上です。はい、承知をお願いします。規制庁加熱って後値の出典なんかも

結構乏しくてですねこの添付資料なので、この急に値が出てきたりっていうとこ

ろで、そのあたりが何なのかとか、 

1:49:25 いずれ示されることとは思うんですが、特に気になったのが、 

1:49:31 この 179ページ目。 

1:49:34 ここだけじゃないんですが、結構重要な 79ページ目の 2件いう担当側のとこ

ろの復元率 0.3なんですが、こういう値って相当重要な課題で許可の添付なん

かでも全部出典等は変えて、 

1:49:51 本当はこれ説明していただくレベルのものだと思ってるんですが、他の時に出

典があったのにこっちの視線なくしてたりですね、結構そういうあたりが、 

1:50:03 目立っていて、添付資料ではしっかり出典まで根拠まで全部、説明していただ

こうと思ってますので、 

1:50:12 その辺もまた再生産いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

1:50:19 ここで日本原燃の斎藤でございます。設定に関しましては、今連携して挙げて

いただいた 179ページに限らず、全体の生産いたします。以上です。 

1:50:31 はい、よろしくお願いします。あと、 

1:50:34 数式関係。 

1:50:36 もうちょっと何か 

1:50:40 前回が不十分とか、文章と繋がってないとか、 

1:50:45 結構気になるところが多くてですねちょっと 1例なんですね、これも 207ページ

目。 

1:50:59 はい。 



  

1:51:02 このレイリー数。 

1:51:05 自分の十条以上ロッカーなってるんですけど、これ 10－10乗以下のときはど

うするんだとかですね。 

1:51:16 もうちょっとわかりやすくというか顕著なところで 209ページ目の税率がそれも

う計算できないレベルで班員不明瞭になっていただきたい。 

1:51:28 組織 4.6．5－15 とかですねこれ結局どうするんだと軍等もあってないし、どう

いう分岐でやってるんだっていうところとかもあってないし、どんな対岸結局ず

るずるとするとして出てきて熱でタテウチと使ってるのかっていうのは、例え

ば、 

1:51:45 不明瞭な書き方をしているので、こういうところ、 

1:51:50 しっかり 

1:51:51 どう、どういうふうに計算しましたっていうところ、結局添付資料はそこが一番

大事なところだと思いますんで。 

1:51:59 ちゃんとわかるように書いていただければと思います。 

1:52:04 あと結構組織で追加したところとか誤記が目立ってそういうところもあんまた精

査してください。こんな計算できないというところが結構多かったので、また自

分たちで計算できるレベルまで精査いただければと思いますよろしくお願いし

ます。 

1:52:26 日本原燃の斎藤でございます。日本原燃の斎藤でございます。善管読みにく

いというかちょっと内容たいところがあって数式に関しましても、自分たちで評

価可能かっていう観点から、もう一度精査し提案は足りないところは補ってい

きたいと思います。以上です。 

1:52:45 はい、規制庁からです。あとは大体火山とか竜巻で出たコメントとも結構包絡

されるのであとやめておきますがちょっともうちょっと精査していただいたもの

を出していただければと思いますんで、また引き続きよろしくお願いします。 

1:53:02 別紙 5のほうでちょっと 1点だけ確認したいことがありまして、 

1:53:07 270ページ目を－41 

1:53:17 ここで実用炉のほうで尤度関数における中央制御室居住性への影響っていう

資料が必要のほうでまとめられてい定例それ確認したんですが、ここで、今回

再処理では出さないというふうになっている火山で、 

1:53:33 二つから出さないとなっているんですが、こういう整理で大丈夫ベースは何か

許可のときにはしたり、精査したの準備していただいてたものを 

1:53:45 だったんですが、外部火災で、 

1:53:47 どういう整理になってますでしょうか。 

1:54:07 規制庁かでそのまま時間もありませんのでまた実用炉のものを確認してあと

許可のときの整理資料も確認した上でまた判断いただければと思いますんで

そこはよろしくお願いします。 

1:54:26 南のでしょうか。 



1:54:32 外部火災以上になりますがほか規制庁側からなされますでしょうか。 

1:54:45 規制庁かで数値で特にないようでしたらあと落雷のほうに移りたいと思います

が、大丈夫でしょうか。 

1:54:54 落雷の方もお願いしますＮエビナ 

1:54:58 はい、規制庁からです落雷のほうも時間ないので、ちょっと 

1:55:04 基本的な確認なんですが、今回結局基本方針、自然現象説明書の配慮の基

本方針しかつけないっていうような整理になったっていうことなんでしょうか。 

1:55:19 Ｎフクダですね、ご理解日本原燃フクダですと御理解の通りで基本設計方針を

入れるという構成にしております。 

1:55:29 規制庁から基本設計方針じゃなくて、大量の基本方針、 

1:55:35 だけで構成するでしょうかっていうふうに伺ったんですけども。 

1:55:41 これ、 

1:55:42 本件にフクダですとご理解の通りでございます。 

1:55:48 はい、規制庁からです。それだと基本設計方針プラスちょっとぐらいで、今度、

何を説明しようとしているのか。 

1:55:57 その微妙によく理解できてないところがありまして、例えばですね、今回新しく

設置設計するものなんかは、接地抵抗値を評価したりっていうことも、 

1:56:08 あるのかなと思うんですが、今、 

1:56:11 どういう整理、そういうのはどういう整理になるんでしょうか補足説明は 1本出

すっていうふうに書いてはいるんですが、 

1:56:20 Ｃの認識では、設置設計やったときに、 

1:56:25 十分抵抗値下回るように設計してますっていうふうに基本設計方針の中で謳

っているので、そういうものが説明されるから、添付資料が増えてくるのかなっ

ていうふうに認識していたんですが、 

1:56:39 そういうもの好きじゃなかったということでしょうか。 

1:56:54 すいませんよギリシャでございます。そちらにつきましてはおっしゃっているこ

ともよくわかりますので、今回基本設計方針を最初医療の落雷を切り分けたこ

とも含めた上で、添付書類側でどこまで内容を説明する防火遅くてどういう見

解をするのかって全体でも整理をした上で、 

1:57:12 添付書類としてピンで成立しないと駄目なのかどうかっていうのも検討させて

いただきます。すいません。 

1:57:20 はい、規制庁からです。そういう所早々がのかなと思いましたので御社でまた

整理いただいて、地方裁量の基本方針だけであれば、ちょっと 

1:57:31 もしかしたら要らないかもしれませんので、ただあの評価することっていうのは

当然出てくるから、こうやって添付資料の中で作るのかなと思いますのでちょ

っとその辺また整理した結果をうかがわせていただければと思います。 

1:57:46 あとちょっともう 1点だけ似たような観点で見 17ページ目。 

1:57:51 この第 1回申請対象の竜巻防護対策設備に対して、 



  

1:57:56 はい。 

1:57:57 似たような観点なんですか。鑑別 

1:58:03 本設ラインの設計が次回ってなってるんですが、今回竜巻防護対策設備、 

1:58:09 新しく作って連想の避雷設備に対して設置設計はするんですよね。そこちょっ

と行わせてください。 

1:58:27 フクダでございます。懇第 1回、第 1グループに関しては、冷却塔に竜巻防護

学校がついておりまして、加工そのものに設置し設置を設けている。 

1:58:42 いうことによって、直接ラインの影響を防護してますという設計になった計画に

なっております。 

1:58:49 規制庁課でその設置て直接ラインも仮設ラインをどっちにも関係してくると思う

んですが、問題はそこ直接来だけというふうに切り分けられるんでしょうか。 

1:59:03 助言た日本原燃石原でございますご指摘の通り基本的方針がナカガワ雪害

にも設置するという設計方針は立っています。そこも含めた上で全体整理をし

て関節大に対する設計方針を今回の防護ネット含めた 

1:59:20 第 1回申請対象設備についてどこまで書くかということも整理をさせていただ

きたいと思います。 

1:59:28 規制庁オオオカです。はい、その辺の整理ちょっと前々から結構言ってきたと

思うんで、また次の自然現象節内部事象の説明のときなんかにはうかがわせ

ていただければと思いますんでよろしくお願いします落雷に関して私からは以

上ですね、規制庁側からどなたかありますでしょうか。 

1:59:53 規制庁かですね、特にないようでしたら午前がヒアリングメニューはこれで終

了ということなので、別途またタジリさんいらっしゃいますハットリれています。

それでは戦後の使命生かしていただきます。規制庁田尻です。とりあえず指

摘事項の確認等は意識を例えばする今後のスケジュール感だけ最後まとめて 

2:00:13 県のほうから説明いただいていいですか、ちょっと時間はも控えて申し訳ない

ですけど。 

2:00:26 ＹＫＴと日本原電エビナです。今この場でちょっと期日を明確に言うを述べるこ

とはまだできないんですけども、本日いただきました通り、添付意識をできるだ

け惜しいという話ですので、あと評価関連に終わっていなくても、 

2:00:46 そこは評価結果は後でみたいな形でまずは全体のみたいというニーズという

ふうに受け取りましたんで、出せるものはできるだけ早く出す整備事業な形で

スケジュールを組んでご提示したいと改めて御提示したいというふうに考えて

ございます。以上です。 

2:01:05 規制庁田尻です。近いうちにスケジュール感を示していただければと補足資

料に関してもまだ 1回も見てない補足資料がその他外部とか工期とかいるよ

うな気がするのでその点も含めて整理いただければと思います。それでは今

日のヒアリング午前中グループ維持に係るものをこれで終了したいと思いま

す。 



2:01:24 疲れ様でした。 

0:00:01 規制庁の竹ケ原です。それではただいまから日本原燃株式会社ともヒアリン

グを開始いたします。 

0:00:09 本日のヒアリングは泥岩に 12月 24日に申請があった設工認申請につきまし

て、 

0:00:16 10月 8日、10月 12日提出が正しいよう素にヒアリングを行うものになりま

す。 

0:00:23 規制庁側の出席者ですが、本庁側コサク調査官が経営遅れて参加予定で

す。 

0:00:31 もうウェブからの参加が、 

0:00:34 通番 2キシノ。 

0:00:37 ハバサキカミデ、タケダ以上になります。 

0:00:42 それでは日本原燃のほうから、 

0:00:45 本日のＰＤＩの構成と説明範囲、達成目標について説明をお願いしますあと出

席者が発言をお願いいたします。 

0:00:56 日本原燃の藤野です。まず日本原燃側の出席者ですが、ササキ側の事務局

として村のナガサワ、タカハシフジノ 

0:01:06 ＭＯＸ側からタカマツ、タニグチイシハラ 

0:01:11 それから説明側で 

0:01:14 アボ、キクチヨシダ、スケカワナカムラ、ヒラノハラダ、メトキタナカ、コウタケイ

シバシ、イシハラ等非常灯なります。 

0:01:28 本日説明する資料ですが、今の画面共有してさせていただいていません。耐

震基準の 07番ですね、類型化関係の資料からですね⑥番の 1月関東評価

用地震動の説明ですね、こちらまでの説明を予定しております。 

0:01:44 そのあと 1度ヒヤリングを切らせていただいて画面共有してますその他の案

件ということでメンバー入れ替えて少し説明させて言語化させていただきたい

というふうに考えております。 

0:01:57 よろしければですね耐震切れん 07番の資料のほうから説明に入りたいと思

います。 

0:02:04 規制庁の武田です。それでは期限 07のほうから説明をお願いいたします。 

0:02:11 はい、日本原燃サガワですね、耐震起電 07のポイントとしましては、前回いた

だいたコメントの修正というところで 2点お聞きいただいてございます。1点目

としましては補足説明資料等類型化絡めてどのような説明するんだっていうと

ころ。 

0:02:27 そこにつきまして、語尾のところが説明ということになってましたので、そういう

ことで活用しますよということで今直してますけれども一定値で 2点目としまし

ては類型化の分類の数量は今回変わりましたとその理由としましてはこの次

に説明します。 



  

0:02:42 耐震計算書の作成というところとちょっと関連してるんですけども、そこの流れ

がわかるものをつけてくださいっていうところの指摘がございましたので、一番

後ろのほうですね、参考資料という形で分類性が当初からこう変わりましたっ

ていう考え方をつけたというのが大きな変更点になってございます。よろしくお

願いします。 

0:03:04 委員長タケダです。ありがとうございます。 

0:03:07 それではどちらにつきまして規制庁側から確認事項ありましたらお願いいたし

ます。 

0:03:16 ページ、上から見てですね、 

0:03:20 今説明あったスパンを資料 1なんですけど、すいませんここにすべて集約され

ているというような規定を事前に確認しきれていなかったんですけど、ちょっと

このページの中身を説明いただけますか。 

0:03:38 日本弁護士ら 

0:03:41 本ページの中身としまして説明させていただきます。 

0:03:45 これまでに説明させていただいた名た分類としまして、参考資料 3弁の位置、 

0:03:52 の中の一番左がページなんですけども、提携資金評価を行う設備ということ

で、これまで入れた分類を整理させていただいておりました。 

0:04:01 これに対しまして、その中間胴の変遷を経てというところを 3分の 2ページで

記載した後で 3分の 3ページ。 

0:04:11 本にですね、今我々が考えるバックすみません日本原燃サガワです。もう少し

丁寧に説明させてください。 

0:04:18 各カミデさんから御指摘いただいたものっていうところが一番左 7月 20日って

いうところに示していた類型化の分類ということになってます。このときの考え

方としましては、既認可で出していた 47種類の経験式っていうものにどこの個

別の計算書で出てて共通式使ってるようなものとかは、 

0:04:38 全部今回方針の中に入れますという話をしてたっていうところで、そこがちょっ

と見づらいんですけど、56っていうことになってます。それに対しまして、それ

とは別に、ＦＥＭを用いた応力解析っていうところも類型化っていう観点で疼痛

式を集めてあげて、 

0:04:56 そこは、代表設備を計算書で示してあげますっていうことの考え方がまず大前

提になってます。この考え方は今も変わってないんですけども、そこに対して

今回どういうふうに移りかわったかっていうのをわかりやすく説明するために、

まずその隣のところで、 

0:05:13 この中で既認可の低形式の 47 っていうところには、そこにＦＥＭのものも物も

まじってましたっていうのが第 2回申請準備に向けてわかってきたっていうとこ

ろで、その 47っていうものをまず提携式っていうものと、ＦＥＭってものと今回

事業者管理で行うのＢクラスの 



0:05:33 今日方針っていうこのグレーハッチングですね、に分けましたということにして

ございますので、そこに対しましてまずこの形を作ってあげて、2ページ目では

ＴＫＣに対してどう移りかわるか 3ページ目ではＦＥＭに対してどう移り変わる

かっていうことを説明したいということでこの資料の 1ページ目を作りました。 

0:05:54 2ページ、すいません、お願いします。 

0:05:57 次のページですね。 

0:06:02 はい、2ページ目のところで規定に先ほど真ん中に示した基点のところで、本

当に一番左ですね、④って書いてるところ、ここについては、ＦＥＭの径形式Ｆ

ＥＭの分類になってきますので、 

0:06:17 もともと 7月 20日のときは、てー形式的式っていうところに入れてたんですけ

れども、これは次ページに移行させますよということでここは 1回抜きました。 

0:06:27 で抜いたものに対して、今回追加するとしていたものを合わせたものが、この

真ん中にあるものになってきます。 

0:06:35 で、そこにさらに他条文の要求から設計進捗で第 2回第 3回で必要なものが

ありますよねっていうところが出てきましたので、ここを今⑥って書かせてもら

ってますけどここを足しましたということになります。こういう作業ステップを踏

みまして、もともと 20日のときに 32分類と言ってたものが、今回 26分類とい

う形に 

0:06:55 ありましたと。一方一方て形式というところで、 

0:07:00 すみません、ちょっとページをお願いします。 

0:07:04 キクチ 

0:07:05 はい。あと決してＦＥＭですね、ＦＤＭっていうところにつきましては一番左のと

ころ 1ページ目の真ん中にあった規定のところで黒く囲ってたものが、20日の

20日の考え方に該当するＰＭ式のものになると。 

0:07:20 まず⑦番って書いてるところですね、この⑦番というところが先ほどの逆の話

で提携式だということで整理していたものが、これはＦＥＭを使ってますよねと

いうことで、ここの共通式等で上に移行させました。 

0:07:35 さらに突っ込んと個別の計算書で代表設備の計算式を示すとしていたもの、

一番左下のところですね、ここの分類については、一つ管理官から考え方を整

理したところがあります。それはないかといいますと、この 21分類ＦＥＭ21分

類って言っていたものについて、つきまして 

0:07:55 指定はもともと応力算出式、まあ結果結果にあたる部分ですね例えばせん断

であったり引っ張りであったり、そこが共通的なものになるものは一つの式とし

てまとめるということで当初 21 っていうことで考えてございました。 

0:08:11 これにつきましては、本当最後の応力算出式だけではなくて、計算過程ってい

うものがすべて完全一致するものを共通式として基本方針に入れとく入れてい

くべきだろうという気認可との整合性考え方の合わせ方っていうところで、 



  

0:08:27 本当に民家の庭形式上に書かれてる共通式っていうところと考え方の整合性

を合わせるために、一度この 21分類ってなったものを一度全部ひも開きもとＰ

ました。 

0:08:39 真ん中の下側のところですね。 

0:08:42 ここに該当する設備すべてひも解きまして、すべてが共通式を通り算出過程す

べてが共通となるものを再度分類したものが⑨って書いてるその矢印のところ

になっていきますね。なので、この低型式認可からやってるＴＫＣが右にスライ

ドしてきて、2－7から 7。 

0:09:02 まして、今回再分類したものが、そこの真ん中の所冷却塔以下で並んでるとこ

ろですねっていうところなんで来ます低最後 2－27、28 っていうところで、先ほ

どの同じような考え方で共通式用いてるものはすべて基本方針に、 

0:09:21 入れといなろうという整合と測りに行った結果、これも入れ込むことにしまして

で単独に個別の機器ですね、一つ一つの機器を使っているものは段式精算書

の中で分類、これまで通りやっていくべきだろうということで、 

0:09:36 疼痛式を用いているものを別のものっていうことで 3歳分類しましたということ

になります。その結果としまして、共通式を用いているものが 23万 0個別の

中に 11分類ということでこの共通のものにつきましてはすべて今日方針上に

記載した上で今後お示ししていくと。 

0:09:54 いうことで考えているというのが全体の流れになりますよって、一番下左下で

すねすいませんで文書溢水まとめというところなんですけれども、もともとカミ

デさんからご指摘ありました 77分類っていうのが 9月 21日に出したときに 94

分類になった内訳としましては、 

0:10:12 このような内訳になってございますというところで 5－111の一覧をつけさして

もらったということになってございます。以上です。 

0:10:25 規制庁紙です。 

0:10:29 その詰めをいただいて少しはアボ相方がわかってきたんですか。 

0:10:39 まず最後の 3分の 3ですから、29ページの 

0:10:45 工認すると。 

0:10:51 結局、 

0:10:53 個別式と最も遠いいていた。 

0:10:58 ものを実際は個別で計算式を出してたんだけど、よくよく見た冷却塔とか全部

一緒でしたそういう形ですか。 

0:11:09 日本原燃の白尾氏、 

0:11:12 ここですね、ＦＥＭの個別式代表で計算式をすると言っているものなんですけ

ども、それが冷却等々に関しましては、計算式はすべて一緒だったので、一つ

のブランドとしてまとめた結果を示し、 

0:11:26 少してるということになります。神様おっしゃる通りです。 

0:11:32 いろいろ 



0:11:35 はい、個別の中、この提携提携っていうか 

0:11:40 提携し切っていいますかね、共通して格上げするものは何となくはわかるんで

すけど。 

0:11:48 逆にそのもともとて形式だと思ってたけど、個別に行くみたいなものはないん

でしたっけ。 

0:11:58 日本原燃の白尾氏、もともと定形式があったものから、個別の計算しにいくと

いうものはございません。 

0:12:08 ただｐｐｍでは連立 

0:12:11 はい。 

0:12:14 はい、提案の手計算でやってたと思ってトミタの説明していただける実はＦＥＭ

で計算してましたみたいのはあるけど、 

0:12:22 別にて形式というそのものから個別式に映るようなものはないっていうことで

すね。 

0:12:29 申し上げます。おっしゃる通りです。 

0:12:35 それで 

0:12:39 結局数として、 

0:12:42 どれが増えたかっていうのが横からないんですけど今説明できます。 

0:12:52 ヒラノですとかずっとして 7月 21年から増えたものとしましては、まだ 2種類

ございまして、一つ目は、3分の 3ページ、今、映しておりますＦＥＭの中にも

以前 21分類としていたもの。 

0:13:10 これを細分一度ひも解いて方程式と。 

0:13:15 失礼しました。 

0:13:19 統一左下の分類の水位まとめのところを、すみません、写しいただきたいんで

すけれども、 

0:13:26 ＦＥＭ7月 21年で 21分類としていたものをどうしても解いた上で再分類した結

果ここは 44分類とこが増えております。 

0:13:37 Ｂクラスは変わっておりませんので、別途て形式もＦＥＭのほうに、 

0:13:43 細分したものがございますがここは変わっておりません。 

0:13:47 すみません。ちょっと補足します変わっておりませんって言いますか、低形式

で 32、Ｓクラスに用いるて形式は 32って言ってたものの中にＦＥＰあすいませ

ん形式の中にＦＥＭのものが 6分類ありましたので、そこは 6分に減って 26

分で、その 6分類はＦＥＭ側の共通式側に 

0:14:07 合流しますので、44 ともともとＦＥＭ21だったものにつきましては、共通式を用

いるものが 23 と個別のもの、21合わせて 44 ということで、てー形式とＰＭと

いうところが少し関わってるっていうことになります。以上です。 

0:14:28 規制庁カミデです具体に例えばどの設備が抜けた分抜けてたってことの成層

部分において言うと、77から 94なんて 10幾つに向けたっていう話で、具体に

これが抜けて、今ここに書かれてますっていうその設備 



  

0:14:47 を教えていただきたいんですけど、よろしいですか。はい。原燃さんは別。 

0:14:52 まず今回追加になったものとしましては 28ページ形式なところですね。 

0:15:00 の真ん中の一番下、1－45。 

0:15:05 ここが一つ増えてます。 

0:15:11 次に、 

0:15:12 一番ません。はい。 

0:15:15 ＳＷ－45は溶媒フィルターで設計進捗により追加になったって話なんで、今ま

で聞いてた 

0:15:29 なんかモノ分類の整理ともっと別な観点で物が増えていくような気がするんで

すけど、これはどういう意味ですか。 

0:15:37 芳原です。 

0:15:41 そのページ無償の 7ページをご覧になっていただきたいんですけども。 

0:15:45 日本原燃すまで直感的にはしてくださいとの提携式っていうところっていうのが

本当ＦＤＭもそうですし、弁型式もそうなんですけど、共通式ということで同じも

のを用いたものを当期民間から出してきたというところになってまして、この 1

－45 っていうところがた条文で今回、 

0:16:03 本当耐震評価をやらなきゃないっていうところで、その形状からこの提携式に

当てはまるものがないので、新たに式を起こす必要があるっていう意味で、設

計進捗という言葉遣いをさせていただいたということになってございます。以上

です。 

0:16:22 規制庁カミデです。なので最小はＶｍ例と個別式なども早計形式にとか、てー

形式だったのをこうしますみたいな話。 

0:16:35 みたいな話だったと思うんですけどそれとは別の色分けで物が増えているって

いうふうに私は理解してますけど、おかしいですよね。 

0:16:44 日本原燃サガワです。その通りでございます。 

0:16:51 はい。ちなみに他条文っていうのを明確に何条を終わります。 

0:17:00 日本原燃の内田です。 

0:17:02 33条要求の設備。 

0:17:07 の要求によるものとなっております。以上です。 

0:17:14 規制庁カミデですと 33条という性の話で、今 1－45°等耐震設計上の重要度

分類Ｓクラスって言っていて、 

0:17:26 ＳＡ側に行くと、常設耐震重要重大事故等対処設備みたいな名前になって、 

0:17:33 なく記載と説明があってないような感じがしますけど。 

0:17:38 もう少し説明いただけますか。はい。荷揚値下がりですこれ前回カミデさんか

ら御指摘いただいたときに我々マスキングすべてしてましたというところでマス

キングの意味が公開情報とかではなくて今準備している段階というところでち

ょっと整理段階だと、第 2回第 3回に向けたっていうところで、今回は、 



0:17:57 本当参考として、今、準備段階のもの出させていただいたというところになって

ございます。今のヨシダの伊方っていうところはもう一度確かめますけど、それ

が事実であれば、33条要求ということになると、あと耐震クラス上はＢクラスと

かＣクラスってことになっていてせいっていうラベルが入ったことによって、 

0:18:17 Ｓクラスと形状が異なると、だから評価式をふやすっていうことのプロセスを踏

んだと考えてございます。そうなった場合にここは今作成と柱状のものにはな

りますけど 1－45、Ｓクラスっていう分類は多分間違いかなというところで自分

か自分は今理解してございますので、 

0:18:33 ここはちょっと整理した上でまた回答させてください。 

0:18:39 規制庁カミデすごくありました。すみません途中で区切ってしまいましたけど他

に増えたところ、説明お願いします。 

0:18:48 はい。保険サガワですので、質疑に増えたところとしまして、29ページ。 

0:18:55 のところのＦＥＭですね。 

0:18:57 ちょっとこれ下げてもらうと。 

0:18:59 一番左でＦＥＭ21分類って言ってたものを真ん中で開いたっていうところでここ

はちゃんと開いて、今度は機器を同じ場所でも集めたというところになりますっ

て一番端っこに行きまして、22－272の 28 っていうところにつきまして、 

0:19:18 米国につきましては、個別の計算式を計算書上でちゃんと示してまして、容器

の部分につきましては、本当提携式を用いるということをしてございましたの

で、じゃあこのコイルの部分についてもここは今回入れる必要がありますよね

個別じゃないですよねっていうところで、今回、 

0:19:38 含めたっていうのがこの 2分類ということになります。以上です。 

0:19:47 規制庁カミデですと今 28ページと 29ページで 

0:19:53 三つ説明があって、ただ分類としては 77から 94暫定なんてそこの関係がま

だ理解できてないんですけど、そこをもう少し説明いただけますと、 

0:20:09 日本原燃の白尾です。 

0:20:11 こちらはですね。 

0:20:13 もともと 7月 20日時点におきましては、計算式が同一という観点ではなくて、

あくまで、 

0:20:24 倒産する。 

0:20:25 今ほどの右する観点というところで金利してきたものを当時の関係に 

0:20:31 日本原燃さんがですね、すみません、何度も左下のところのもともとの考え方

21分類というところ。 

0:20:38 入ってまして、例えばメーキャップ等っていうところである部材を評価するって

いったときにで最終的にある部材に対する引っ張りであったり、曲げであったり

が出てきて、そこの式な赤字ものは集めることができるだろうって考えていた

のがこの 21分類です。 



  

0:20:58 大きく 1例でいうと、クレーン類なんかは最終的な式が一緒になってくるので、

形状の観点と式の観点で、ここのＦＥＭ6 っていうところはずれ集められますよ

ねということで集めてきたっていうのが 21番で、それに対しまして、今回、機器

を全部展開して第 2回第 3回というところを準備していくときに、 

0:21:18 その応力算出過程がすべて完全一致していないと、ちょっと計算しとう所計算

書が煩雑になるかなと例えばの式を渡るものＢの式を渡るものＣの市況当た

るものということでかなり強化部位も変わってくるというところも一部 

0:21:36 ワークしてきましたので、そこについては応力算出式が同じものを来認可から

て形式として、基本方針に入れてるっていう考え方を踏襲する必要があるなと

いうことで、この 2211分類を、この真ん中のところで紐といったっていうのは、

この紐解いた結果で、 

0:21:55 これが何なんです。 

0:22:00 はい、紐を行った結果、 

0:22:08 そっか。 

0:22:09 すいません…のところにあるんでしょうか。74分類のか 74種類のＦＥＭ設備

がありますよねっていうところで何かひも解きました。この紐解いた 74に対し

て、先ほど申しました。 

0:22:24 応力算出過程まで完全一致するものを集めていって類型化の観点でですねで

集めて行った結果として、この一番右のところ、2－1から 2－26 っていうところ

でここ疼痛式ということでもう 1回閉め封を閉じました。 

0:22:41 ＦＯとじたものと文例に入れ込めないような個別の特殊なようなものっていうも

のが、この一番下の 3 と 1から 21－21 ということで最初に 11 とは意味合い

違うんですけど、この個別のものが 21ですよねっていうような作業プロセスを

経てこういう結果になったってことになってございます。以上です。 

0:23:08 規制庁込みですと 

0:23:12 大体状況は実行できました。 

0:23:19 資料としては、 

0:23:24 今日の私の確認みたいなところかっていうのはいいように、27ページのほう、

到底、ちゃんと説明してもらうと増えて、 

0:23:43 7月 20日時点のものと、採取Ｋの係数型をちゃんと比較して欲しい。 

0:23:53 いうところでさえ、最初の来最後なのかそういうページを見ててください。その

時に 

0:24:03 談合ちゃんと言って欲しく系...7月のときはべ．幾つとかって書いたっていうふう

Ｍは、Ｖｍ幾つか書いてあって、 

0:24:19 2829だと 1－幾つとか幾つみたいな、 

0:24:26 話になっていて、 

0:24:29 ちょっと対応は、 



0:24:32 わからないので、7月の表は 4月の表で 9月の表は 1－幾つにの幾つとしつ

つも、7月のときに、別添幾つの中に包絡か包含していたのか、ＦＥＭ幾つの

ものから展開されてもですっていうのが、 

0:24:50 わかるような表をつけてくださいって。 

0:24:56 その上でちょっと資料上は文字がすごいちっちゃくなって見にくく、かつ余白が

沢山あるようなもので見せ方をもう少ししてつけてもらえればと思います。 

0:25:13 はい、日本原燃さんがですね、27ページの冒頭っていうところで今少し書いて

たんですけど、これ、考え方を変えただけでどういう手順でどうなったというとこ

ろがちょっと見えづらいのでそこは今日の議論を踏まえてここは書き加えま

す。最終的に本当に 11日、21日のものが、 

0:25:30 9月時点でどうなったというところは御指摘ありました通りこの作業プロセスを

経た上で最終的にこうなりましたっていうのをもう 1枚追加して、前後でわかる

ようにしたいと考えておると。そうなったときに最後のページの中では、この分

類がどっからどうだったものだっていうのも、この備考なりをうまく使って、 

0:25:48 示すようにします。別添っていうところとエフＤＮＰところは、実際の申請を見越

して、どのような名前をつけるかというところでそこはわかるように記載しに対

します以上です。 

0:26:04 規制庁上出ですよろしくお願いしますと。 

0:26:10 その上で 

0:26:13 整理がされると。 

0:26:17 申請書のどのパート 2、 

0:26:20 その基本方針が書かれるのかっていうのは見えるんですかね。イメージとして

は、 

0:26:26 共通の計算式を示す図書で示されるものと耐震計算書の中で初めて計算して

いるものっていうのは、整理されれば見えるんですかね。 

0:26:41 はい、日本原燃さんはですね、皆さんがおっしゃる通りです。この別紙、別添

すいませんこの補類型化の資料と、次の耐震計算書の作成っていう資料と今

日方針の計算書作成の基本方針というのはもともと前回のヒアリングのところ

ときにこの三つを合わせて説明するということ。 

0:27:01 我々考えていたと。その真意としては今カミデさんがおっしゃる通り、基本方針

に入るものと個別の計算式に変えるものというところを、この補足説明資料を

使って説明していこうと考えてございましたので、今の御指摘に対しましては、

再最終的にカミデさんのおっしゃる通り基本方針の中で見えて、補足で。 

0:27:20 個別のものが何かというのがわかるようにする考えでございます。以上です。 

0:27:29 規制庁カミデです。 

0:27:34 とりあえず、3億資料のほうはとりあえず確認は終わって本文側に行きますけ

ど。 

0:27:43 7ページで前よりは 



  

0:27:50 説明はまともになっていて、何をどう示すかっていうところで、注文いただいて

るんですけど。 

0:27:58 例えば耐震記念 10番ても、耐震起電一番ても、設備形状に応じた分類という

同じ言葉が並んでますか。 

0:28:10 中盤でやってる分類等を 0一番でやってる分類結果違うもので基本的にはも

う何に着目して設備を分類しているのか。 

0:28:26 その分類ごとに何を示すのかって言う形で、もう少し丁寧に書いていただかな

いと同じ分類をしているかのようなので、その辺も丁寧に説明いただければと

思います。 

0:28:41 はい、日本のサガワです。すいません。そこは直しますここを自分の 

0:28:46 指示の整理した自分の中でこれ類型化との兼ね合いのところまでをしっかりこ

こで明記して推認のところはっていうのは確かにおっしゃる通りで、この先があ

ります。そこは今回書かなかったんですけど今の御指摘踏まえまして、連続性

という考え方で類型化を活用してるっていうような記載に修正いたします。 

0:29:04 以上です。 

0:29:09 規制庁カミデです。 

0:29:15 あとは 

0:29:23 8ページの代表を選定なんですけど。 

0:29:30 例えば 1までの考え方がよくわからなくて、①から④の観点で説明しますと言

いつつ、下から二つ目のツールだと。 

0:29:46 できないものはできないなりにやりますっていうのはこう書いてあってこれが完

全にバスケットクローズで、 

0:29:53 できたらやっていますみたいな感じに見えちゃうので、もうちょっと御原則的に

ちゃんと 

0:30:01 代表選定をきちんと考えてやりますっていうのはもうちょっと前面に出して説明

をいただいたほうがいいんじゃないかと思ってますけどその辺いかがですか。 

0:30:14 はい、日本原燃サガワです。おっしゃる通りと思います。このポンプに今のとこ

ろの御指摘のなんていうのは本当。 

0:30:22 例えば説明項目 10個あるというところで結局機器の裕度っていうところで踏

み込んだ評価にあるものっていうのはそれは説明するのと、全く評価の観点て

ずれてきたものを意識してました、例えば疲労評価を行うというのが特定した

一基であれば、そこを 

0:30:39 よりも他の重要度が大きい説明項目がいろいろ重なっているものということで

考えてございましたので、それの結果しか今書いてませんので、そういう意味

合いで重要度としてはやっぱりこの 1234の観点で、 

0:30:54 しっかり説明できるものを選びますと、そっからイレギュラー的に外れるのはこ

ういうのがあるので、そういう場合はこういうふうな説明をしますよっていうとこ



ろまでをちょっとここんと朝あっさり書か書いちゃってますので結果だけではな

くて考え方をしっかり示していると。 

0:31:11 修正いたします。以上です。 

0:31:15 はい、規制庁カミデです心配してるのは、今説明いただいてる方々は、そうい

う精神もわかっていわゆるれるのは大丈夫だと思ってるんですけど、いろんな

方が関係していてこれだけ見ちゃうと、勘違いしてしまわない、 

0:31:35 しまうんじゃないかというような疑念があるのではもう少し明確にしていただけ

ればと思います。続いて、 

0:31:44 細かい点なんですけど、13ページの資料で、 

0:31:54 この表の補足説明資料川の水平 2方向の 

0:32:01 ところの中段 

0:32:05 ですね。類型化分類機があるか、74分類に対しっていうので、この下線が引

いてあるんですけど、 

0:32:15 二つもそうですし、なんでここだけ数が書いてあるのかっていうのもよくわから

なくって、ちょっとこの表もまだあんまり精査されてないのかと思いますけど適

宜ブラッシュアップいただければと思います。 

0:32:32 日本原燃の吉原氏、 

0:32:34 こちらに対しまして周知、あとは記載方法に行われているところはブラッシュア

ップした上で、欠席します。以上です。 

0:32:45 はい規制庁上出です。耐専記念 07について私のほうからは以上です。 

0:32:56 規制庁タケダです。その他期限 07につきまして規制庁側から各ございますで

しょうか。 

0:33:08 特になさそうでしたら、日本原燃のほうから州政府方針とあと不開示情報の発

言がなかったか確認をお願いいたします。 

0:33:19 はい、日本原燃さんです。 

0:33:21 修正方針としましては、この一番最後につけてました移り売り外科の移り変わ

りというところの前後で最終的にどうなったかっていうところを実際の申請基本

方針ですね、を見込んだ上で綺麗に丁寧に修正するっていうところ実際あった

ものに修正するというところがまず 1点。 

0:33:39 2点目としましては、 

0:33:42 類型化を使った特に水平 2方向っていうところとか、補足説明資料等の示し方

っていうところとあと代表設備の選び方っていうところについては、第三者が見

てもしっかり考え方がわかるような修正をするというところで理解してございま

すのでその辺り丁寧に修正したいと考えてございます。以上です。 

0:34:02 機械情報についてはありません。 

0:34:09 規制庁の武田です。ありがとうございます。それでは次の資料の（2）に進みた

いと思います。 



  

0:34:17 次の資料は、耐震キリン 19ですかねと、こちらの資料につきまして、原燃のほ

うから説明をお願いいたします。 

0:34:27 安全の吉橋耐震基準 19につきまして前回ヒアリングにおいて代表と代表以

外の設備に対する計算書構成の違いという質問がありました。本質問に対す

る回答としまして、類型化資料でも触れていたんですが、計算書作成の方針

に対する 

0:34:44 年齢が上がれば少し見直しておりますので、それに伴った耐震計算書の構成

についても見直しておりますので、その点について記載及び添付資料を付け

加えております。よろしくお願いいたします。 

0:34:58 規制庁の武田です。それではこの資料につきまして規制庁側から確認ありま

したらお願いいたします。 

0:35:11 規制庁、上出です。注 9。 

0:35:20 代表設備等々代表設備以外の区分けっていうのを今、 

0:35:29 12ページ以降の 

0:35:33 12ページじゃないか。 

0:35:37 この資料上で、どこから区分けになるかっていうのをもう一度説明いただけま

すか。 

0:35:44 日本原燃申し上げます。これまで説明させていただいた代表設備と代表以外

の設備という区分けに関しまして、先ほど類型化の中でですね、共通的な計

算式に関する部分は、基本方針へ記載すると。 

0:35:59 なったことによりまして、これまで代表設備の中で共通知識を説明しようとして

いた部分の考え方が変わりましたので、今回の資料におきましては、すべて基

本方針から決算及び込みを行ったサンプルということで作成したものとなって

おります。以上です。すいません日本原電サガワです補足します。 

0:36:18 代表設備と代表以外っていうところで何やろうとしていたかというところでいき

ますと、例えば冷却塔Ａ4備今回申請してまして、今回の設備が代表だとしま

すと、そこでけ計算式一式を示してあげまして、次回のもののよう閉とかにつ

きましてはここが 4Ｂと共通式です。 

0:36:38 ってことで呼び込むことを考えていたというところになってございますと、その

考え方に対しまして、今回、次回を含めた基本方針をすべて整理していく中で

先ほど類型化で説明しました通り、ＦＥＭのものであっても、共通式を用いてい

るものは基本方針に入れ込んでいたというのが既認可の実績になってござい

ますので、 

0:36:57 今回そこを代表設備ではなく、基本方針に呼び込みますと。よってその結果と

しましては計算書すべては代表以外と同じように、そこが予備込まれるような

形でやろうということで考えてございます。それに対しまして今のカミデさんの

御指摘に対しまして、 

0:37:14 じゃあ、どのような、きちんと 



0:37:17 構成になるんだというところで示しているのが、先ほどおっしゃってました 72ペ

ージのところで、まず基本方針上に書かれるものっていうものを 12ページから

文章の下のページで引き継いでいません。 

0:37:32 24ページまで示しました。これが基本方針にすべて 

0:37:37 ＦＤＭであろうが低形式だろうが共通式を用いているものがぶら下がってくる

と、これらがぶら下がってきたものについて実際の耐震計算書のサンプルとし

て下のページ 25ページ二つ示してございまして、ここからは共通式が入れや

ろうとしてきたことと一緒になってございます。 

0:37:55 例えば 27ページをお願いします。 

0:37:59 27ページのこの 1項から 2.2．3項っていう計算方法先ほど押し先ほどまで説

明してました、その計算式っていうところにつきましては、この先ほどの 1012

ページからつけていた基本方針の行の部分に書かれてるものを用いますよっ

ていうことをここで呼び込んであげて、 

0:38:18 これ以降の個別の設備に 

0:38:21 用いる評価条件解析モデルとかについては計算書ごとに次のページからの表

にすべてつけていくということで、共通式っていうところが基本方針、 

0:38:32 すいません代表っていうのが基本方針でそれを呼び込む代表以外ってことで

前回とはその考え方が変わったことを踏まえてこのようなサンプルをつけてた

っていうところになってございます。以上です。 

0:38:48 規制庁見てＳＯ与党ございます。 

0:38:52 2種の 8ページなんですけど、 

0:39:01 これは個別の計算式に入ったところで、適用規格が 

0:39:07 個別それぞれかもしれないんだけど、それより前に説明がある計算式は一緒

ですっていうのがなかなか理解はしがたいんですけどそれはどういうことです

か。 

0:39:19 日本原燃の白尾です。適用規格が一緒にさせた計算式の道がある場合にお

きましても、溶接規格参考文献というところで、市内そうだ。 

0:39:34 評価順調の設定にあたっての考え方というところ。 

0:39:38 個別の評価条件の設定に関するところで用いる規格等が違うことがあります

ので、これは個別の 

0:39:45 計算書を言えば、 

0:39:47 作ったということでおります。以上です。すいません日本原電サガワディスコ属

させてください。御指摘の通りと考えてございます。適用規格と参考文献って

いうところは一般的には評価条件とかよりも前にあるものだって我々考えてお

りました。今回基本方針上に共通式を呼び込んで展開するっていったときに、 

0:40:06 既認可と今回ちょっと違うのがこれまで御指摘ありました民間の場合は用いる

規格の名称の呼び込みまでにとどめていたと今回ご指摘ありましたこれまで

のヒアリング別紙 4の扱いとかのときに、ヒアリングの 



  

0:40:21 御指摘ありました粘土まで呼び込んで、 

0:40:25 見込むことっていうコメントがございまして、これを共通側にもし呼び込んだとき

に、ばらつく可能性があるなということをちょっと想像しましたので、そういう考

えのもと、ちょっと今違和感あるっていうのは我々も認識してますけども、これ

は個別に示すべきだろうということで、 

0:40:43 こちら側に持ってきたっていうのが、この考え方のＣになってございます。以上

です。 

0:40:53 規制庁カミデです違和感っていう意味ではいろいろあって、お伝えすると。 

0:41:02 まず 

0:41:04 原則として、 

0:41:08 なるべく共通のものというか累計をして説明をまとめており使わして進めたほう

が早く進むんじゃないですかっていうのが、こちらの提案て 

0:41:23 それに従ってやっていただいて、それを参考にしてやっていただいてるんだと

思うんですけど、この資料を見ると 

0:41:32 すごくガチガチに真面目に考えてちょっとでも違うものは個別に飛ばすんだっ

て言ってどんどんどんどん個別が増える。 

0:41:41 共通のものは本当に共通で 1ｍｍも違ってはいけないんだ。ちょっと手持ちロ

ータ個別っていうのは当然部個別んなっちゃうんですよてベクトルとしては多

分逆で、なるべく共通部分でどれだけ多くの情報盛り込めるかというところが

工夫のしどころだと思うので、 

0:42:01 こういう適応規格とかもですね、広く読めばいいだけのような気もしますし。 

0:42:09 解析モデルの作り方だて共通式がおんなじだけどモデルの作り方はそんなに

違うのか、個別個別 1個 1個見ていけばそれ違うものもあるんでしょうけど、

その辺は表現の主要なんじゃないかと思っていて、 

0:42:26 なるべく共通的に書くっていうベクトルで検討いただいた国の場合んじゃない

かと思ってます。図面とかもですね、個別の構造図は、 

0:42:40 実態の構造図とかモデル図というのはまあ個別に書くんでしょうけど、一般的

な、こういう形ですっていうのは、共通部分にないと式だけ見ても何のこっちゃ

よくわからんと。 

0:42:54 いうことだと思いますので、ちょっとその辺の意識をちょっと変えて再度検討い

ただいたほうがいいかなと私は思いますけど、そちらの受けとめはいかがです

か。 

0:43:08 日本原燃善し悪しの先ほどの上組さんの御趣旨理解はしてきました。 

0:43:14 それと今総合更新側にですね、工場の説明という項目、右下 14ページのほう

に書かせていただいているんですが、 

0:43:24 その 2ポツ 1項の工場の説明として、各分類の共通的な内容を 

0:43:32 記載した上でそれに基づく計算式というところを書き出しているのが我々の考

えとなっております。すいません日本原電サガワですとか皆さんの御指摘踏ま



えてどうすべきかと今いろいろ考えてました。基本方針で示さなければいけな

いのは、 

0:43:49 計算式っていうところになってきますので、手計算式と構造まで形式でいうと、

構造みたいな、てそれを個別の計算式に行くときに、累計結果を用いて補足

説明資料を用いた 

0:44:06 で示すっていうところで、あまりかちかちにっていうところを、今のような構成で

引き少し来るしてみたいと考えます。 

0:44:16 以上です。 

0:44:23 規制庁、上出です。 

0:44:26 ちょっとどこまで移動は伝わったのかはあれなんですけど、 

0:44:31 今回、縦の方向性としては、 

0:44:35 例えば先ほど言われた規格の年度版が物によって違うと言っても、何年度ま

たは難燃といったような書き方をすれば共通に全部 

0:44:45 説明できるんじゃないかとかですね、そういう考えを持って個別をなるべく減ら

して共通で全体説明しているということを 

0:44:59 できないかといった視点で見てもらえればと思いますけど、よろしいですか。 

0:45:06 サガワです。ご指摘理解してます。少し頭方過ぎたところがあるので、その柔

軟に考えられるところを 1回検討した上で今の御指摘を踏まえて修正いたしま

す。以上です。 

0:45:22 規制庁カミデです。あともう 1点違和感という件で伝えると今 28ページ、2ポ

ツ 3から個別みたいな感じたんですけどあの構成だけなんですけど、 

0:45:36 2項の途中から切り分けるんじゃなくて、切り分ける所で高が切れるというふう

に構成を 

0:45:46 考えてもらえばと思います。具体的には共通部分までを 2ポツで全部説明し

て個別のところは 3ぽつとして説明する計算を持つ 4ぽつぽつみたいな繋が

りでいいと思いますので、もうちょっと切りのよいかの構成にしてもらえればと

思います。 

0:46:08 日本原燃の白尾です。 

0:46:11 理解いたしました。 

0:46:14 なお、 

0:46:15 1点ですね、確認させていただきたいんですけども、トミス 26ページご覧にな

っていただいてるんでしょうか。 

0:46:25 はい。 

0:46:26 こちらですねと私達大きな項目で考えていたのが 2ポツで構造強度に関する

お話をさせていただいて、3ポツで構造強度何とか写真マーケターですけれど

も基本検査ですと 2項のところの共通部分として、2から 2.2。 



  

0:46:42 参考のところの共通部分として、3.2－3.2までですね、ありますというところな

ので今のカミデさんの御指摘踏まえまして、共通部分は 2項第 4項第を個別

の部分は参考で 5校だよというふうに修正いたします。以上です。 

0:47:02 規制庁、田口です。よろしくお願いします。 

0:47:11 その修正をこれ構成は説明いただけると思うんですか。 

0:47:21 実際今回第 1回の対象である冷却塔について冷却等も計算書説明するパー

ト等を個別のパートっていう形に分かれて、今後、申請されるっていうことだと

思いますけど。 

0:47:38 その辺具体にどんなイメージになるのかっていうのは、事前に我々見れるんで

しょうかという資料で見ているのか、具体的には希望防止が別紙 4に入るの

かどうなのかっていうところがですけど、その辺イメージあれば説明してくださ

い。 

0:48:02 日本原燃吉原です。 

0:48:04 基本方針上に関しましては別紙 4の中で、耐震Ｋ4－1－2のうち、審決作成

の基本方針でお示しすることとしております。 

0:48:15 以上となります。 

0:48:17 すみませんも福島属します基本方針の中で、計算書の作成方針というものを

つけるということは先ほどから話をしてます。冷却塔っていうところの共通式の

部分は基本方針に入れるってことで今考えてございますので、第 1回の計算

書の作成本震部分には冷却塔の共通式が入っていますので、 

0:48:36 別紙 4の説明の中でその説明をした上で明確等の計算書自体の説明をする

というのが全体の流れになります。以上です。 

0:48:48 規制庁紙ベースのシェア的タウン出てきてましたけど、ちょっと記憶があやふ

やで何かそういうようなものを見たような気もしつつ、今進捗状況を教えてくだ

さい。 

0:49:07 少々お待ちください。 

0:49:14 日本原燃キクチ施設を別紙 4－13っていうところで、機器の耐震性に関する

計算書の基本方針を自動でお出し尽くしていただいておりますけども、こちらも

今中身の 

0:49:29 中身のほうに共通の計算式部分切れておりますけども、ちょっと炉との比較っ

ていう点でご指摘いただいてましたのでそこを修正して、 

0:49:39 今後、再提出する予定としてます。以上です。 

0:49:45 はい、わかりました規制庁紙ベースで確かになんか炉との比較が。 

0:49:51 今 1 というかちゃんとされてなくてもちょっと工夫した方がっていう話をした記憶

があります。 

0:49:57 基本方針部分はそういう形でイメージがつかめると思うんですけど、後半の評

価結果部分、その個別として示す部分についてはどうされるつもりですかね。 

0:50:18 少々お待ちください。 



0:50:24 日本ギリシャでございます。基本今別紙 4比較できない範囲は添付書類の構

成と生まれ中日として現状の最新の情報について、スケジュールにちゃんと落

として御説明するタイミングを作るということが基本だと思ってます。おそらくま

だ入れられてないと思いますので、 

0:50:42 そこをちゃんと項目として立てて入れて御説明できるようにさせていただきま

す。 

0:50:50 はい、規制庁カミデです似たような話は午前中の外部事象の話でもしてて説

明書いつ見れるんだみたいな話をして意識としては私も同じ意識でお話をして

いつつも、 

0:51:07 耐震の場合は、架空 

0:51:11 総則の中にそういうイメージが入っていたりもしていけば、某ネット多分耐震建

物 23 とかっていうとこに入ってますし、営業等については、ＴＨＡＩ新規電柱さ

ん。 

0:51:27 でもないんだけど、何か個別の補足説明にうまく入れ込んだりとかがしている

ので、 

0:51:35 どういう形でも特に構わないんですけど計画としてこちらちょっと認識の共有で

きるように進めてもらえればと思います。 

0:51:58 はい、乳井様です了解しました。 

0:52:00 了解いたしました。 

0:52:04 はい、結構規制庁カミデですて。 

0:52:09 あと、機電中 9の 

0:52:13 本文の中身については、 

0:52:17 そんなに 

0:52:20 先ほど言った整理をするのが先決討議しつつ、 

0:52:25 お話をすると、例えば 3ページ目のようなところで、また、各設備の耐震計算

書の説明に対する効率的な対応内容とかですね。 

0:52:40 ちょっとこの辺もまた先ほどの 07ではちゃんとそれなりに関わりで幾つまたこ

こですごい抽象的な話をされるの経営 

0:52:51 その説明工事説明傾向じゃなく系省令のどこに何を書くのかなっていうところ

は我々気にしているところでちょっと本店をまた改めて全般見直してもらえれ

ばと思います。 

0:53:05 日本原燃シラス承知いたしました。 

0:53:13 規制庁紙ベースって後ですね 

0:53:19 8ページなんですが、 

0:53:24 一番下に添付資料 6に示すっていうのがあったんですけど、添付資料 6がつ

いてなかったように思うんですけど一方側ですか。 



  

0:53:40 逆に申し上げますと、こちらの添付資料 6につきましては次回、今現在ついて

おりません。こちらに対しましては工事改良示しさせていただきたいと思うね 2

ページ、右下 2ページの目次のところで、 

0:53:55 お話しいただいたものとなっております。以上です。2億円サガワでそのような

資料構成になっていて資料としてはよろしくないので、そういうものだっていうと

ころまでをしっかり書いて修正いたします。以上です。 

0:54:16 あと、 

0:54:17 はい、規制庁簡易で提出する。 

0:54:22 今度ちょっと横孔内残っここってす計算書説明の効率化についてっていうを 

0:54:30 一定それ 5 と。 

0:54:34 そういうことを一応、 

0:54:38 添付の上で工事濃いのですねここでそもそもん、何を説明しようとされている

のか、何で第 1回で説明したくて残っているのがちょっとよくわからなくなった

んですけど説明いただきます。 

0:54:54 日本原燃調べます。 

0:54:55 まずここで説明したいとしていたことがあるんですけども、先ほど類型化分類

の中でお話をさせていただいた 70サカモリの中で、 

0:55:06 共通的な計算式ではないか分類分けていたものなんですけども、その計算式

の中にはリリースする部分が多くある設備というものがあります。 

0:55:15 こちらにつきましては 1から 10まで絞ってない部分に対して説明をするという

ことではなくて、一つの部分の御説明をした後、その他の部分につきまして

は、そういう点でございます。 

0:55:26 計算式の部分を説明させていただきたいと考えております。そのため、この補

足説明資料の中では、計算式か区分を計算書支度した上で相違点となる部

分というところを中へ押しし、その想定に関する説明をさせていただくということ

を考えていくものとなっております。 

0:55:44 日本電産はですね、端的に言いますと、類型化というところで計算式は同じも

のを集めて 70幾つっていう説明しました。それを計算所自体の説明をしていく

に当たりまして、類似したものがありますよねっていうことはこれまでも話をし

てまして、例えば、 

0:56:01 本当要綱おっきなものと若干斜めのものっていうのは、計算過程っていう式は

ほとんど一緒で斜めんところなのか斜めじゃないのかっていうところになってく

るので、そこは説明する時に類型化をした上で説明していきましょうということ

をこれまでもお話しさせていただいてまして、そのあたりで気に 

0:56:19 本当横置なものを一番左に置いたときに類似したものっていうのは隣の盤と

比較表のようなものを用いて並べていってこことここがこうなってますよってい

う説明をしようということを考えているのが本当類型化の説明の類型化という

ことになってます。その比較したものをどこにつけますかっていうところで、 



0:56:38 その比較したものをすべてここにつけていくっていうことを考えていると、それ

に対しましてカミデさんの御指摘としまして遮断で第 1回ないんだっていうとこ

ろにつきましては、冷却塔につきましては、冷却塔は共通式を用いているって

いうことで同じものっていうところになってきますので、冷却等はそのような形

で第 1回は対象がないとか、仮に 

0:56:58 例えば、冷却塔と類似したものが第 2回第 3回できたら今度は累計冷却塔っ

ていうものを左においてここ一緒ですよっていうような説明はするっていうこと

で考えると、で御指摘に対しまして第 1回ない理由っていうことで、そのような

考えになっているっていうのが回答になります以上です。 

0:57:20 はい、規制庁か未定で一応考えていることをやりましたけど、説明補足説明の

構成は別紙 3を整理して、 

0:57:36 結構ブラッシュアップするべきところはしていくとがよくてということなので、 

0:57:43 そういうことがあると思いますのでその中で考えてもらえればいいと思います

けど、 

0:57:50 要は累計類似の累計件数使え粒径飛び結構似てるんで差分を示しておいた

ほうが見やすいですよねっていうのは素案というものがあるのはありがたいん

ですけど、 

0:58:05 計算書作成についての添付資料でそれが出てくるっていうのはなかなか構成

としてはよくわかりにくいところで、それ 1、 

0:58:17 何とか単体の補足説明で起こした方がいいような気もしつつ、もしくはその 07

と 19 と今の話を一つの補足説明でしたほうが後々見やすいんじゃないかって

いう考えもありますので、ちょっと今現時点で 

0:58:35 すべしというものは私の中にもないんですけど、今後検討いただければと思い

ますのでちょっと留意事項として認識ください。 

0:58:48 日本原燃さんがですね、ひもづけっていうところと、管理していくっていう意味

の、どうとこに付けるべきかというところは先ほど別紙の展開っていうところも

理解しておりますので、別紙 3の展開と出てくる補足資料、補足説明資料で結

果として類型化にぶら下げるっていうことになるのであればその考えを示した

上でつけるということになりますし、 

0:59:08 いずれにしろここにつけるの違和感あるっていうのは理解してますしそう思い

ます。少し考えさせてください。以上です。 

0:59:18 はい。規制庁カミデですね、この耐震起電 19について私のほうからは以上で

す。 

0:59:26 委員長のタケダの他研究関係につきまして、規制庁側から確認ありますでしょ

うか。 

0:59:40 ここになさそうでした。日本原燃のほうから、この事業についての修正方針と

はかり情報の発言の確認をお願いいたします。 



  

0:59:49 はい、日本原燃さんあれですね修正方針としましては、本資料というよりは、

その共通式っていうところと、個別の式っていうところの書き分けをどうするか

っていうところで、基本方針含めてトータルで考え直す必要があるなということ

で理解しております。それを修正した上でこの資料にフィードバックをかけて、 

1:00:08 修正していくということで、修正いたします。先ほど一番最後にお話しした話で

どこにぶら下げるべきかけるところは再検討した上で、そこは外すなら外しま

すし、外してここにつけるという考え方を示すことで修正させてください。以上で

す。 

1:00:31 規制庁の武田です。付加情報はやっぱり発言なしということでよろしいです

か。すいません日本原電さんがすいません開示情報はありません。以上で

す。 

1:00:41 はい、規制庁の武田です。ありがとうございます。 

1:00:45 それでは次の資料の確認に進みます。 

1:00:48 次は耐震綺麗に 18ですね、本章について減のほうから説明をお願いいたしま

す。 

1:00:55 日本原燃菊地です。海進期電柱ハッチにつきましては、ちょっと修正箇所とし

まして 4ページ 5ページになりまして 4ページのほうでは適用している減衰を

米ドルようにっていうところでそのような 

1:01:11 修正をつけております。前ページのほうに、 

1:01:15 続きまして表の中の一番右下の減衰定数ですけれども、こちらへと以前 1.0 と

いうところでお示しさせていただいておりましたけれども、こちらの 1.0 っていう

はがき認可金華山へ来 

1:01:31 既設の設備ですね、できることとしてたものっていうところでしたので、高温と

方針として、 

1:01:38 策定するに当たりましては、どこも 

1:01:44 家存在の 

1:01:47 本剤の使用によって適用できるっていうところまでを別途方針としては記載し

ておくべきというところで 1.5 っていうところで今後見せて、ちょっと 1.5のほうに

修正をさせていただいております。以上です。よろしくお願いします。 

1:02:05 規制庁の武田です。それでは低調側からこの資料について確認がありました

らお願いいたします。 

1:02:14 規制庁か未定です。この資料は特にコメントがあって、鳥羽層と思ってたんで

すけど、ちょっと最初の説明の 

1:02:27 1.5は云々かんぬんっていう話がよくわからなくて、ちょっと具体的にどこの記

載の話かとか、モースもう一度説明いただけますか。 

1:02:42 日本原燃、菊地です。すいません。ページのほうで今日の中の本材ありと書か

れてます一番上の行の一番右にですね、この周期の片括弧 2番。 



1:02:55 いうところにあります。金属保温材っていうものを適用するときのその使用割

合によって、 

1:03:07 そこの減衰定数っていうところに 

1:03:11 適用できず、物が変わってくるっていうところがありますので、こちらのほうの

適用の 

1:03:18 やっぱりとして 1.5 っていうところを記載させていただいております。 

1:03:23 日本原燃スケカワ島田の補足させてください。前回までの部分につきましては

こちらの絵とページ目の区分 4のところ 1.0 と書いてたんですけども、注記の

ところの考え方の適用させていただいてしまいますと、これ普通に読むと 0.5 と

なるそこはちょっとやっぱりこの三つがありましたので、正しく言ってここに修正

させていただいたという形になってございます。以上です。 

1:03:46 そこですいません日本原電サガワです。言いたかったのが別紙 4 っていうとこ

ろと今ばらついてますけども、今の別紙 4の修正側も修正した上で出しますと

いうのが補足したかった内容ということになります。以上です。 

1:04:12 規制庁、上出です。5ページの表の区分 4の保温材あり 1.5 って書いてあると

ころは、これ前回 1.0でしたっていうことですか。 

1:04:27 その通りです。何で動きだったので今回抽出させていただきたいということにな

ってございます。以上です。 

1:04:34 はい規制庁上出ですけど。 

1:04:39 1.5になった 1％から 1.5になった理由が、 

1:04:45 ちょっとよくわからなかったんですけど、説明いただけますか。 

1:04:51 はい。1／から言ったそれ日本原燃スケカワです。1％から 1.5に修正いたしま

したのが、こちらの誤記ということでまず修正させていただきたいっていうとこ

ろになってございます。 

1:05:04 いうところでございます。 

1:05:08 すいません、日本原燃サガワです。すいません、私の管理がなってなくて、最

初にキクチがしゃべってた話っていうのは、本検討は関係ない話になってまし

て今スケカワが言った話が正しくて、もともと別紙 4側で出してるものが 1.0 っ

ていうことになっててでこそこが 5機あるということに気づいてまして。 

1:05:25 で、こちらの資料は直したんですけど、別紙 4側直ってないっていうところでそ

この整合が生じてるっていうことだけを補足したかったっていうのが今の 

1:05:35 伝えたかったことです。以上です。 

1:05:41 はい。規制庁込みすごくありました。 

1:05:45 では私のほうから、今度しかして、コメント確認はないです。 

1:05:53 委員長の掛川です。その他成長が行うのに、確認等ございませんでしょうか。 

1:06:06 どうもないようでしたらこの資料についての確認は以上とさせていただきます。 

1:06:12 それでは次の資料の確認進みます。 



  

1:06:16 トミタ新規で 24ですね、この資料について、県のほうから説明をお願いいたし

ます。 

1:06:22 はい、日本原燃スケカワです。大変切れん 14につきましては、前回のコメント

の中で動的機能維持の対象というところをもう少しわかりやすくいただきたいと

いうところと、現在を別途整理してございました工事監理プロセス基準っていう

ところが、あくまでも、どうぞ。 

1:06:37 すべて事故ではなくありませんでしたのでそこの部分について適切な表現とな

るよう修正させていただいて今回お出しさせていただきたいということになって

ございます。以上です。 

1:06:51 規制庁タケダです。ありがとうございます。 

1:06:53 それではこの請願について規制庁側から確認ありましたらお願いいたします。 

1:07:01 規制庁カミデですと 

1:07:05 今、適切な表現にあるような利用に修正したものする具体的に後納話なのか

説明いただけますと、 

1:07:15 はい、日本原燃スケカワです。まず液体前回いただいておりました。時で機能

維持を要求される設備の考え方なんですけどもにつきましては、下のページ、

通しページのですね、3ページ目にあります 2.1項というところで気体の方さし

ていただいておりました。 

1:07:35 トウソウお話しさせていただきますと、動的機能維持が要求されるものにつき

ましては、と閉じ込めとかの機能というところに対しまして、洞道さ等でそれを

保持する必要性があるというところに関しまして、ちょっとその機能を守るとい

うのは要求がありますので、そういった予定がある設備というところで、 

1:07:52 文章のほう修正させていただいたというのが 1点目のコメント修正の対応にな

ります。 

1:07:56 続きまして、2回目っていうところなんですけれども、 

1:07:59 右下ですね、系統通しページ 7ページめくることになるんですけども。 

1:08:07 こちらのほうですね、前回補助会で示し設備というところを具体的に示してい

たんですけれども、これにつきましては現在あくまでも事業許可等へ等その他

からわかっている設備というところで両生類たものになってございますので、そ

の部分を 4項の 

1:08:23 後半部分のほうで記載させていただいたというふうな形になってございます。

以上です。 

1:08:35 規制庁カミデですと 7ページの記載については、 

1:08:41 再処理施設にこの中で動的機能を持って設備っていうのは、それぞれあるん

ですかというものが設置をした結果、それはまた今度っていう話になっている

んですけど。 



1:08:55 設工認申請においては、申請対象設備というのも全体示してくださいねという

話をしていて、あとはその中で同定機器をある考え方によって結構してもらえ

れば、話のＤＦと思ってますので、 

1:09:13 なぜ第 2回以降を次回に送りここよくわからなくて、設備選定が今、 

1:09:20 終わってない状況ではありつつですね、それが終われば、すぐ結果は出てき

て、ある程度多少変更は当然抜け漏れがあるとは思いますけど、第 1回の時

点でも、 

1:09:35 全体像見れるんじゃないかとそれを見た上でないと。 

1:09:41 それを見たほうが基本設計方針の確認がしやすいというところで説明して欲し

いと伝えているところなので、 

1:09:51 なるべく第 1回申請の中で、全体像みたいんですけど、そういった対応はでき

ませんか。 

1:10:04 企業原燃サガワです。本資料の時付けとしてはまあ機能確認済み加速度を比

較以上のことをやるものっていうところで示してるのは、本資料 9 ことになりま

す。この抽出の仕方としましては抽出フローにのっとって、 

1:10:22 低機能維持が要求されるものということでやってきます経営機能維持比較をし

て進めば、そこで比較結果を示すものが計算所内ですべて示すと。そうなった

ときに今のカミデさんの御指摘に対して、 

1:10:38 本当。今の 7ページのところで書かせていただいてるんかＡｔ比較以上のもの

っていうものに該当するのは、この 9までだろうということで我々今考えてま

す。そこにつきましては、設備リストと同行次回に申請っていうところを整理し

た上で、 

1:10:57 設計的にはここまででいけるだろうというところは踏まえ考えてまして、全体像

という意味ではここまでで終わるということでは考えております。ただ、本当に

そうなのかという指摘を前回受けましたので、先ほどの 

1:11:13 計算式の看取り経過の説明にあったように輪谷設計進捗でやってて新たに追

加したものが出てきたときにならないのかっていうわけではなくて、そこはちゃ

んと示しますようぐらいのことをここでいいかっていうところなので、ここの書き

方がよろしくないんですけど次回以降のものは講じ会でシミズ。 

1:11:33 いう考えではなくて、仮にこう次回で増えた場合はしっかりやりますと、我々の

今の考えではそこは増えないということでは考えてるっていうのは大前提には

あります。 

1:11:44 以上です。 

1:11:49 規制庁カミデですなかなかよく 

1:11:53 わからなくて設備前提、もうちょっと進まないと進んだ段階でこの自動的のあ

れも県がトピックすいますかっていう話をしていけばおのずとわかる話なんで。 

1:12:09 今日の段階で、 

1:12:12 5直と言ってもっていう感じはしますけど。 



  

1:12:16 ちょっと踏み徹底有効ならなかったのか、 

1:12:23 6ページのフローで、 

1:12:26 違う部分の資金にかお汀線で来てますよねここは別紙で示す範囲っていうこと

なんですよね。経営 

1:12:37 Ｊ-ＰＡＲＣの機種と関わった資金に該当するかというので、脳のものが別紙で

示すんですね別紙を見て何示すかって言うと 7ページそういう環境て 

1:12:50 今回の 

1:12:54 説明で言うと、拒むがあったというと、 

1:12:59 五つ。 

1:13:00 4ページに行くとですね、ＪＲ部では、一般の 

1:13:06 敵の値が必要な設備を、の中にファンが入ってこの評価によらない。 

1:13:14 重役によらない評価を 

1:13:17 今回のパワーをしてるっていうのは理解しつつですね。 

1:13:21 やっぱり 

1:13:23 どういう観点で 

1:13:27 その最初の動的機能維持の対象設備というのを考えてるのかっていうのがな

かなか理解しにくいところなんですけど、 

1:13:39 やはり、 

1:13:40 あるんですか、もうちょっと説明をいただきたいなというのがこちらの意向です

けど、そちらとしてはこれ以上何をどう説明しているかよくわかんない。そういう

状況ですか。 

1:13:55 つまり、町長も 

1:15:28 はい。 

1:15:29 ただ、日本エヌスケカワエスすいません。まずですね、こちらのほうでちょうど

先ほどご指摘がございました通しページの 4ページ目の項につきましては、洞

道てくにおいては必要だって言ってるところの設備というところの抽出の考え

方期待させていただいておりました。 

1:15:47 この中でＪＡＢ等にいても、適用される要求とその機器っていうのが書いてます

のでそれの前教え説明者が 4ページ目になってます。 

1:15:57 一方、6ページ目に書かれているそろうのほうについてなんですけれども、こち

らの項につきましては、実際の動的機能が必要と、選定された機種設備に対

する評価方法というところを書かせていただいてございます。 

1:16:12 その中で数量の計上済み加速度っていうところ今で言うこのフロー図ですね、

左側のまっすぐの 

1:16:20 当縦線におりたところのものにつきましては、淡々とあと離隔の結果を出して

ますので、それについてはタナカ示させていただくと。 



1:16:30 今回補足説明資料に示したかったのはこの気中の家族の比較でできなかった

ものについては、そのやり方と一応弱等の中では規定されてございますけれ

ども、その具体例やり方っていうところを、 

1:16:45 時説明資料の中で示させていただいているところで、 

1:16:51 本資料のページとして示させていただいてるとかになってございますので、最

後のこの 7ページ目のほうに記載されてさせていただいてる絵と、こちらの結

果なんですけれども、まず第 1海浜成の冷却塔につきましては、ファンというと

ころに該当しますので、これについては別紙 1 として示させていただくと考えて

ございます。 

1:17:11 次回の当設備につきましては、いろんな記者がございまして、こちらの評価結

果今へ都政対象の選定プラス等実施している状況になってございます。その

結果、 

1:17:26 これ比較で対応ができる所評価検討が必要な設備につきましては、今後この

2から 9 というふうな別紙の種別に応じたですねえ等を 

1:17:37 市長作成いたしまして同じように、評価結果、 

1:17:41 また評価結果でない評価内容のほうを示させていただきたいというところで現

状こちらの補足説明を始めさせていただくということというところで、資料のほう

をまとめてございます。 

1:17:51 そんなことかもしれないけれども、そういった意味で、現状と書かせていただい

ておりますので、今後の検討結果によりましてはこの別紙、例えば車庫の別紙

2 っていうところで、当評価検討が必要ではないというような結果になるのであ

ればこちらの日っていうところはこれからでも結構られているのか気になる。 

1:18:08 これもございます。以上でございます。日本原燃サガワですすいません私の管

理がなってなくて、そうなったときに、当方次回で示すものっていうところのル

ールにも乗っかってないようなものが今ちょっと載ってますので、ここの書き方

については、ルールに応じて高次会で示すものっていうものを示します。それ

に対しまして、カミデさんの全体像っていうところ。 

1:18:28 お示し方というところにつきましても、少し検討した上で修正が必要だというこ

とで考えております。以上です。 

1:18:40 規制庁込みです 

1:18:43 やっぱり、いずれにしてもですね、この 6ページで言ってるフローの一番最初

の到底県が維持評価対象っていうのが、 

1:18:53 何かって言うのかわからないので、やはりこれは示してください。 

1:19:01 説明ぶりだけでわかればいいのかもしれないですけど。 

1:19:07 やはりこれまでのページの説明ではやはりよくわからなくてですね、 

1:19:15 やっぱりこのフローの一番最初の対象がどういうものがあるんだっていうところ

を確認しないと 



  

1:19:24 やっぱり全体の考え方が確からしいかっていうのは見れないと思いますので、

この 

1:19:30 14番の資料はこの青枠の話だけなんですっていうんであれば、別にこの資料

につける必要はないんですけど、別の資料についても、いいですが、やはりそ

の動的機能維持、 

1:19:45 対象っていうのは、最初になんかどうあるのかって言うところは、示してもらう

必要があると思うので、ちょっと作業のご検討ください実際の申請書を作り込

むという作業はあまり関係ないと思ってまして、 

1:20:05 共通 09の進捗とこ見てやってもらえればいいと思いますので、引き続きの課

題ということで、 

1:20:13 認識いただければと思いますけどいかがですか。 

1:20:23 はい、日本原燃つけばですねどう、今のカミデさんの御質問でありました通り、

国及び評価を必要な設備というところにつきましては、前回等のヒアリングのと

きに、どう。 

1:20:37 すみません、重要度分類の中で示そうと考えていたというところまでお話しさ

せていただいたんですけどそれにつきましてそこではなく、違うところというふう

なご指摘もいただいてございますので、現在その示し方っていうところにつきま

しては、僕は姫か検討してございます。一応対象につきましてはその中で示し

た上で、 

1:20:54 そこで選ばれた設備に対しまして、こちらの資料では、こういったやり方で対応

の工事を実施していくというふうなことで説明のまとめさせていただいているこ

とになってございます。いずれにしても対処設備については示させていただくこ

とを考えてございます。以上です。 

1:21:09 すいません日本原電さんＲＳ－スケカワの説明話飛んだんで準大手話さしてく

ださい保守的っていうところで 6ページ目の動的機能維持たい評価対象って

いうところ、ここをまずさんなんだっていうところが必要だというところになってく

ると、そこにつきましては、4ページ目のところで、 

1:21:27 なんかをフローで、まず安全機能を有する施設と重大事故対処施設っていうと

ころが対象になって動的機能。 

1:21:35 維持が評価対象がここに動的機能維持の評価対象というのはこういうものが

必要ですということでこのフローとフローが繋がってくると、そうなったときに、じ

ゃあこのフローの徹底にあるところは何になるんだというところにつきまして

は、今の別紙 

1:21:52 対応の中で重大事故 10ページでございます安全機能を有する施設のうちの

動的機能維持が必要なものっていうものをどう示すかというところの御指摘は

いただいてございますので、市の中で、そこがこれが対象になりますよってい

うところをちゃんと照会した上でここに繋がるような展開をしたいということを

今、 



1:22:10 スケカワのほうも申しました。我々そのような一連の何か修正をして、全部が

対象物が何かっていうものがわかるように修正いたしますということです。以

上です。 

1:22:25 規制庁カミデです。いずれにしてもちょっと対象学校数字は無視してください。 

1:22:30 ちょっと 4ページの話ばたので、ちょっと気になったんですけど、動的機能が

要求される設備かは、 

1:22:40 Ｅｓなんだけど。 

1:22:42 ただこの設備は駆動を有しませんっていうものがどんなものがあるかっていう

のがちょっと理解できなかったんですけど、イメージを教えていただきます。 

1:22:58 はい、すみません日本原燃スケカワでしてこちらのほうにつきましてなんです

けれども、動的機能というところはすいません、これで当評価の言葉ですけど

も、駆動部といいますと電動の駆動部というところと手動の駆動部というところ

があるところ。 

1:23:14 あると思っております。資料のところにつきましては、当地震の関係等ができま

すので、特に°強度だけ持てばいいということになりますので動的の意義とい

うふうな要求というのはございません。一方その電動弁みたいな、 

1:23:31 地方とかへ等、 

1:23:34 すみません、電動によって請願とかいくつかあるものとして、すみません直下

別の明確に言ってもらいたくて、手動弁ですか、ここでは地下で。 

1:23:44 はい。日本原燃スケカワ手動弁ですとは 8 ところで権力の人ございます以上

です。 

1:23:54 えっと、動的機能の手動弁であっても動的機器の何。 

1:24:00 ですね、人間が操作するものも動的機能に 

1:24:04 アイルですかね。 

1:24:18 すみません、少々お待ちください。 

1:24:26 規制庁かみさんの一緒に整理してもらえば結構ですのでよろしくお願いしま

す。私のほうからは以上です。 

1:24:35 はい、日本原電スケカワディスコの記載のほうにつきましては適正な分析って

皆をさせていただきたいと考えてございます。 

1:24:46 生協の武田です。 

1:24:49 点確認させていただきたいんですけど、24ページ、お願いします。 

1:25:01 第 3－3の評価基準値の設定のところなんですけれど。 

1:25:06 マスキングなので、あんまり内容が言えないんですけれど。 

1:25:12 評価基準値として、 

1:25:16 こういう値を評価基準値としたみたいな記載があるんですけれど、その評価基

準値として用いているものは、再処理ではこのように定義しないっていう記載

が別紙 4－7にあったかと思うんですけれど。 

1:25:32 この記載との関係は株価でしょうかちょっと説明いただけますか。 



  

1:25:38 日本原燃地区定数を確かにご指摘の通り運転状態っていうものを再処理のほ

うでは、露頭同じようなものは設定してございませんので、そこに関しまして

は、 

1:25:51 ちょっと記載のほうを基本方針別紙本部、 

1:25:54 法と整合をとるような形で修正させていただきます。 

1:26:00 規制庁タケダです。わかりました。では、4－7 と思う。生後、 

1:26:04 対応お願いいたします。 

1:26:08 私からは以上になります。 

1:26:11 系統側からパットがございますでしょうか。 

1:26:17 内容でしたら、日本原燃の方からこの資料についての修正更新統と不開示情

報の発言の有無について確認をお願いいたします。 

1:26:31 はい、日本原燃スケカワです。まずこちらの中性法人なんですけども等対象設

備っていうところとの関係を整理した場合、上で、こちらの方も全然責任者修

繕させていただきます。 

1:26:43 はい、休憩させていただきましては一定値と 

1:26:46 その上でですね今回の 

1:26:51 この資料で示す範囲で、これにつきましては、一度整理させていただいた上

で、適宜反映させていただきたいとございますのが修正内容になってございま

して、会議所の項につきまして、ついては特に発言はございませんでした。以

上です。 

1:27:08 規制庁の竹野です。ありがとうございます。 

1:27:12 では、次の資料の確認に進みます。 

1:27:16 金利は耐震期限の 11ですね。 

1:27:20 この書についての説明をお願いいたします。 

1:27:25 はい、日本原燃のハラダです。ＴＨＡＩ新規で 11ですね、Ｒ－3になります。10

月 12日提出です。こちらのほうは直下地盤のθに入れ替えたことと、それから

あと建物側ですね、のほうで建家剛性の変動による影響評価っていうのを明

記しなさいとありましたので、 

1:27:45 こちらの機電側にも明記するような形で入れ込んだというのが大きな修正にな

ります。 

1:27:52 それが 1点ともう 1点、ちょっとすみません誤記がありましたので紹介いたし

ます。14ページです。 

1:28:00 時休止米のこういう周期の辺りが間違っておりました現状の欠点○○とか言っ

てますけれども、ここマスクですね修正いたしますマスキングでした。はい、適

切な値に修正いたします。以上です。 

1:28:20 規制庁のだけどそれが今回ます。 

1:28:23 規制庁側からこの指針についての事項ありますようお願いいたします。 

1:28:33 規制庁カミデです。 



1:28:36 14ページ。 

1:28:40 14ページで 

1:28:44 全体として今回冷却塔の話としては問題ありませんでしたという話。 

1:28:51 なんですけど。 

1:28:54 スペクトルを並べて書いてみてと冷却塔のこういう調味テーマ結果問題ないと

いう話なんですけど、その固有値って、 

1:29:06 どこを見たのか、一時だけ見たとか、こうに行くところまですべてみたいなのか

っていうのが、資料を上ではよくわからなかったんですけど、どういう確認をさ

れてますか。 

1:29:22 日本原燃 1パスです。今ご指摘いただきました件ですけれども、 

1:29:29 1、1次だけではなくてですねそれと一時より前を見てですねその中で、過疎担

当加速度比率を応力のほうに乗じたとしても今回影響がないようにっていうと

ころで押さえてございます。そのように、 

1:29:50 その保有周期っていうところはね 30まで、はい見てございます。はい。以上で

す。 

1:30:01 規制庁紙ベースの 30まで当社ましたけど、5になるところまでという話なの

か、5まで届かないけど 3まででいいと思ってますっていう、それはどっちです

か。 

1:30:18 日本原燃一ノ瀬でサガワです。これの、すみません、ばらつきの確認の仕方

の方針としましては、その 5領域に至るまでの実数がある場合はそこを見て

いくということになりますので今の冷却塔につきましては、3時までが 5領域に

入る前の実践になりますのでそこまで確認したということになります。以上で

す。 

1:30:41 規制庁込みでですか。 

1:30:44 申請書についての耐震計算書等をもうちょっと言ってたんじゃないかと思いま

したけど、私の勘違いですとね。 

1:30:58 少々お待ちください。 

1:31:02 少々お待ちください。 

1:31:18 日本原燃ショートステイするすいません私最初の私の言い方はそもそも間違

ってございました。アボ確認方法としましては今回一次固有周期を以下をすべ

て見たときに超過してる箇所っていうところが、 

1:31:35 内容というところで押さえてございます。そこで影響軽微の影響がないというふ

うに押さえてございます。以上です。 

1:31:48 規制庁の認定です。 

1:31:53 その話をちょっと横ですね、例えば、 

1:32:04 17ページ、7億ほど等、今の説明とぽんとに合ってるのかな。 

1:32:12 という気がしますし、 

1:32:15 15ページも何か今日はどういうふうないずれにしてもちゃんと 



  

1:32:20 見た範囲を 15ページとかで明確にしてください。こっからこの範囲を見まし

た。この点をこの秒数を見たんですなのか、どちらでもいいですけどみっ確認

したところは 

1:32:37 きちんと＆明確にするようにしてください。 

1:32:49 はい。日本原燃始末です。今ご指摘いただきましたけど、まずはどこを見たの

っていうところも踏まえて、まず今の記載内容であればちょっと過不足があるよ

ねというところは理解いたしましたのでちょっとそこについてももうちょっと結構

4ポツ応札及びまとめのところにでもですねどこまで見て、 

1:33:09 影響がないよというところは確認しましたというような文章ですね追記させてい

ただきたいと考えてございます。以上です。 

1:33:18 規制庁カミデです。あと先ほどの説明で 

1:33:25 ここへ影響がないことを確認したときに何か比率を掛けてみたいな話をされた

ような記憶があり、6具体的に 6ページのフローで、 

1:33:41 （2）番と（3）番っていうのが、 

1:33:45 （1）番から（3）番まであるんですけど、今回の冷却等はどのルートを見ますと、 

1:34:02 日本原燃の石松です。ここの（1）から（3）までから（4）までありますねここでは

（2）で行革終了ということでフロー図上は落ちてございます。以上です。 

1:34:19 わかりました。ちょっと説明を聞き間違えた間違えとか、そうであろう。 

1:34:26 本日はちょっとオーバーします。 

1:34:32 あとですね、ヘッドフォン倍冷却塔の話、結果を見、 

1:34:38 見えるんですけど。 

1:34:40 投資大会の申請対象で言うと、冷却水配管も入っていっても配管はどうなった

んだろうなというのが有効ですけど説明いただけますか。 

1:35:06 日本原燃清水です。 

1:35:09 ちょっとそこの配管っていうところを記載をしてございませんでしたけれども、ち

ょっと 4ポツ、ちょっと考察及びまとめとかのところになってしまうんですけれど

も、この鳥栖支持架構搭載機器等でありますけれどもこの中に冷却塔の 

1:35:29 機器ですとかあと配管っていうところも含めて、当支持架構搭載機器というよう

な時サイドの差を記載をですねさせていただいてございます。 

1:35:39 以上です。 

1:35:43 規制庁カミデです。すいません等のページのところの記載のことを言われてい

るのかちょっと合わなかったので、やっぱします。 

1:35:53 日本原燃につきましてすいませんちょっとページを 

1:35:56 お話しするの忘れておりますけれども 23ページ一番最後の 4ポツ考察及び

まとめのところです。のですね 2パラ目のところですねえとまたっていうところ

なんですけれども、こちらの記載させていただいてございます指示が搭載機器

っていうところに配管も、 



1:36:16 含めて含めた形でこの市場のことをササキという記載の仕方にしてございまし

て、最終的な結果としまして、 

1:36:25 影響がないよというところを押さえてございます。以上になります。 

1:36:35 規制庁、上出です。ちなみに。 

1:36:39 はい関係が冷却水保育今後こうで設計されているっていう 

1:36:45 説明ってどっかにありましたがあんまり記憶がないんですけど。 

1:37:08 日本原燃イシバシスペース、 

1:37:10 今御指摘、御指摘いただきました県営と配管の配当が合同であるというような

説明というところはですね 

1:37:18 今の現状してございませんでしたので、 

1:37:24 そうですね実施してございませんでした。 

1:37:27 以上になります。 

1:37:34 規制庁カミデですか。この資料だけに、 

1:37:40 書けばいいわけじゃなくて全体の話だと思うんですけど。 

1:37:44 どうするというふうに示していきますとその定ピッチスパンの 

1:37:50 評価結果の一部だと思うんですけど、何かお考えおありますと、 

1:37:58 日本のナカムラです。カミデさんもおっしゃられてる内容といいましては、今の

この結果の中で、それのそのみたいに 2回もうちの第 1回もそうなんですけど

も、設備としてこういう設備が登場して固有周期もしくはアボであることが示さ

れた内容が 

1:38:17 結果的に影響がないよっていうことを次に示すっていう話なので、 

1:38:23 おっしゃられてましたでしょうか。 

1:38:26 すみませんがよろしくお願いします。 

1:38:28 規制庁カミデです認識は違ってると思います。私が認識可能私がお伝えしてる

のは第 1回申請対象設備は問題ないんですかって言う形で冷却塔について

は説明が終わりました低搭載機器。 

1:38:44 何とかですね、この中に入ってるんだろうっていうのは変わりますっていうのは

東西機器がこうであるっていうところが何度か説明があったと記憶してるんで

すが、この場所っていうのは、いわゆるわからない。今明確ではないですけど

そういう説明は確かに受けております。 

1:39:03 一方で、安全冷却水系配管というものは低耐震評価は定ピッチスパンでやっ

てますねというところなんですけど、その結果としての固有値 

1:39:14 やはり方針として全体 5にしますのでのものは、ちょっと記憶になくて、 

1:39:20 ｄす。その説明がされないと、先ほど言われたようにこの 23ページの搭載地

域に含まれてますっていう説明が本当かどうかわからないという話なので、今

回申請対象の冷却水配管の固有値ってどうなってますかっていうそういう確認

です。 



  

1:39:52 日本原燃当院としてすいませんとか皆さんの御指摘と理解してます。すいませ

ん起電配信切れ 19の耐震計算書の作成についてっていうところの中に定ピ

ッチスパン表か、モリノせるものがございます。その中に固有周期っていうもの

が、 

1:40:10 それと、もう載せることとしておりますので、ちょっと 12月申請のときには、 

1:40:16 突っ込む秋の方もそのまま使用してましてちょっとそこ載せなかったですけど

今回の申請に対してせるっていうところでそうなると冷却塔のどうスパン表に

対しても御党補正のときに、まずしっかりこれ集計の設定や申請してないと考

えております。 

1:40:35 以上です。 

1:40:41 規制庁カミデですわかりましたじゃあの 19の資料を確か今週出てきてとか、

それを見れば、 

1:40:50 御わかるようになってるんですかね。 

1:40:53 日本原燃のトミタです。すいません。今日、本日の 

1:40:57 説明させていただいたと耐震起電 19の起電設備の耐震計算書の作成につい

て。 

1:41:03 この資料になってございます。 

1:41:07 その資料の一番最後の項目ありますと、やっぱりで計等まだから見えてないっ

てことですね、示そうと思ってますけど、結構我々はまだ知らないっていうこと

ですか。 

1:41:25 日本原燃施設、 

1:41:29 日本原電イシバシです。先ほどへの耐震基準 19番のＡ棟の中でやったコメン

トいただきました通り冷却、今回の 4Ｂ冷却塔の耐震計算書の説明というよう

なお話方の御指摘もいただいてございます。その中で 

1:41:46 今先ほどちょっと今迷ってるとこではございますけどもとの施工と説明資料の

中で説明するかというところがまずございますけれどもまずそん中でまず今、

冷却塔の配管がこうであるようなことも含めてその中で説明をさせていただき

たいなと思ってございますのでそこもあわせて一緒にですね修正させていただ

ければと考えてございます。以上です。 

1:42:08 規制庁カミデです。対応としてはですね、 

1:42:14 低ピッチの固有値っていうのは、定ピッチスパン表に記載するんですと、 

1:42:20 いうことであれば、 

1:42:23 今の耐震起電 11の資料では、冷却塔のこういう値は一応出てるじゃないです

か、著しく出てないんですけど 

1:42:35 それと同じように冷却性配管系の固有値は幾らですで一応搭載機器も幾らで

すっていうのはこの資料にも書いてあって、 



1:42:47 関係がわかるようになっていれば、Ｆｕｊｉｉとこに書いてあるのって、みんなの計

算書見ればわかりますを見ればわかりますっていう説明ができるわけなので、

10、 

1:42:58 一番の資料としてはそういった対応で個々のものについての固有値っていう

のは、冷却塔だけじゃなくてほかのものもちゃんと書いてくださいということでお

願いします。 

1:43:13 日本原燃のイシバシです。承知いたしました。 

1:43:22 規制庁カミデです。そうして 

1:43:26 23ページを見ると、スタッフ系行動 

1:43:30 6ページで、どの府民とたどりましたかって言う話をすると冷却塔については

（2）番なんでしょうけど。 

1:43:40 防災基金については、（3）番を。 

1:43:45 等を通りました。そういう意味ですか。 

1:43:53 日本原燃、石橋です。 

1:43:57 はい。今ご指摘いただきましたけど、その通りでございます。 

1:44:03 規制庁紙ベースそうなると三番はさすがに 

1:44:09 値として示されるべきと思います。今だとこういう見みますと言って宣言した国

みました。大丈夫でしたっていうだけなので、注がにそれをうのみにしてってい

う話ではないって、ちゃんと計算して運営、 

1:44:29 その結果を示す基本してください。 

1:44:38 日本原燃 1発です。承知いたしました。 

1:44:44 すみません、途中、途中からすみません日本原燃サガワです。カミデさんとの

合意等ご指摘に対して、ここを東端だっていうところに対して搭載機器は、両

括弧 3ベースですかっていうやりとりやってたと思ってます。 

1:45:00 そこについて 3 っていう回答したんですけども、この資料をちょっと見ていただ

きまして、 

1:45:08 すみません、私は 21ページ。 

1:45:15 はい。 

1:45:16 米国でちょっとＺＰＡとＦＲＳの違いはあるんですけれども、まずここで一定にっ

ていう 

1:45:25 ＺＰＡ評価に用いているものですね、これに対してばらつきっていうものを見て

いった結果、そこに収まってますよっていう確認をしておりますので、先ほどの

回答としてはこのフロー直す必要がありますけれども、1のところで包絡変わ

っているところでばらつき床応答曲線という限定的な書き方してますけども、こ

こは、 

1:45:45 ＺＰＡでおさまってるということで確認の結果としては 1で収まったっていうこと

で示しております。以上です。 

1:46:10 規制庁カミデです終わりました。 



  

1:46:19 本当に深刻化を購入してこうっ等ですね。そうすると、 

1:46:27 3を通った場合はちゃんと記載しますよっていうことは、そこは、 

1:46:32 今回は同じということですよね。 

1:46:37 日本原燃の中村です。カミデさんのおっしゃる通りになってます。 

1:46:47 規制庁長官ベース方向にもしと 

1:46:52 多分何かほかの資料を見て、 

1:46:56 ちょっと超えてるものがあったからそういうとこは違うしたのかもしれないです。 

1:47:01 あとですね、20、今ほどあった二十一、二十 2なんですけど。 

1:47:09 1.2ＺＰＡに対して、このばらつきで海底部加速度っていうのは触り数値の 1．に

概要しているものですか。 

1:47:26 日本原燃しまして、今ご指摘いただきました件は 

1:47:31 ばらつきのほうはですね、1.0ＺＰＡを 1.0ＺＰＡとなってございます。以上です。 

1:47:40 規制庁カミデです。それがなぜかという考えで数でいいのかっていう説明いた

だきたいんですけど。 

1:47:48 はい、日本原燃サガワですすいませんちょっと手元に弱用意してないんで後で

ちゃんと説明しますけども、考え方としましては、本当ばらつきに対する綺麗側

の考慮というところで、拡幅．％っていうところと、ＺＰＡに対しては 1．二倍。 

1:48:05 割り増ししますっていうところがばらつきに対する配慮っていうことじゃあ部で

確認してございますので、なので評価に用いている 1.2ＺＰＡに対してはばらつ

き 1.0ＺＰＡを確認するということで整理してございます。 

1:48:20 ちょっと弱かったところについては今整理してます。以上です。 

1:48:28 規制庁カミデです。考え方を明確にこういう考えているという。 

1:48:35 そういうふうにしてください。 

1:48:38 ちょっとあんまり記憶はなくて時合うで 

1:48:41 サブクール全般の話は、その地盤のばらつきみたいなものをほぼ思ってます

けど。 

1:48:49 1.2ＺＰＡの話提訴されてましたっけ。 

1:48:54 日本原燃サガワです。ＪＡＢって自分限定的に言いましたけど、ちょっと古いや

つ 1970だったかその辺だったかで記載されてございますのでそこについては

改めて説明いたします。ちょっと今探してます。そのヒアリングの中に出てきた

場合はそこを説明します。以上です。 

1:49:15 規制庁、上出です。設計用の 1．二倍をしているのは 1.2ＺＰＡを、もともと設計

で使ってますけどそれは、 

1:49:27 同じ理由なんですかね、地盤のばらつきの九州のためなんですかね、あんま

りそういうふうにはがいられないんですけど。 

1:49:37 はい、日本原燃さんがですね、本当にね側のその拡幅とか 1.2 っていうところ

の前提が地盤っていうよりはあらゆるものに対しての不確実性でしたっけに対



して考慮しますっていうことで割り増しするということが前提になってございま

すので、それが 1.2 と拡幅っていうことになってございます。以上です。 

1:49:59 規制庁カミデです改善しても整理をしてちゃんと照明をする資料に反映してい

ただければと思いますけど、一つの考えとしては、この 1．二倍っていうのは要

は静的震度ダンパでも建物は 3.0だけど。 

1:50:17 気賀は 3.6ですと提示実際はこうなものであっても、多少の応答増幅あるでし

ょうみたいな考えもあるんじゃないかとは思っていますってそういうことだとする

と、1.0 と 1.2を比べるっていうのは数字違いになりますと、 

1:50:35 いう話で疑問に思っているところなので、今そちらとしては 1.2の 

1:50:45 位置付けっていうものがその拡幅天端具体案のもので 

1:50:49 この比較をして正しいものであると認識をされているようですのでその正しさを

ちゃんと説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

1:51:03 はい、日本原燃サガワです。先ほど口頭で申しました通りその不確実性ってい

うところがどこまでの範囲なのかっていうところ考え方整理した上で説明いたし

ます。以上です。 

1:51:19 規制庁カミデです。あとはちょっとあんまりないかもしれないリスク先行例とか

も確認施設にどうなってるか説明いただければと思いますけど、 

1:51:32 簡単に言えば、1.2節で、 

1:51:35 比較してもいいんじゃないかというふうには思いますけど／説明されるんであ

れば単協しっかり立ててください。 

1:51:44 はい、日本原燃さんがですね、ことになりますけどもセンコーも同じようなやり

方をしてきてるというところは確認してございますのでその辺を踏まえて改めて

御説明いたします。以上です。 

1:51:59 はい。規制庁紙ベースで私から耐震起電上位っちゅうに対しては以上です。 

1:52:10 。 

1:52:13 規制庁の武田です。 

1:52:15 1点だけ教えていただきたいんですけれども、4ページ目の表をお願いいたし

ます。 

1:52:26 そこで第 2－1の表っていうのも、今回ついしてもらいまして、どういったケース

検討するのかというのもわかりやすくなったんですけれど、今回の冷却塔につ

いては鉄骨の 

1:52:43 構造であって補助に行くとかもないわけなんですけど、ケース 3 というのはどう

いったモデルなのか説明いただけるでしょうか。 

1:52:50 はい、日本原燃の中村です。冷却塔の基礎部に関してはコンクリート構造にな

ってますので、そこの剛性っていうのを、今の隻窮境でも上げたものとして設

定したものの応答になってますので、こちらの応答オーバラップとして三つ検

討しますっていうところになってます。以上です。 



  

1:53:09 規制庁の武田です。基礎盤がコンクリートなのでそこでばらつきを考慮してい

るということを理解しました。 

1:53:19 どう関連する補足説明資料に耐震建物従事っていうのがあると思うんですけ

れど、その資料の中で、逆等の基礎版のコンクリート強度だとか、そういったモ

デルに関しては、どっかで説明や、 

1:53:34 他のでしたでしょうか。 

1:53:46 日本原燃の北村です。建物構築物側のほうですね、ばらつきの補足説明資料

の中で説明してございまして、 

1:53:54 それに対する建物受注の中で、そこの構成の話はして、 

1:53:58 以上です。 

1:54:02 はい、わかりました。では、4Ｂのこの係数 3に当たるモデルについての説明と

いうのはそちらを参照すればわかるという理解。 

1:54:12 よろしいですか。説明は、 

1:54:15 はい、おっしゃる通りであります。 

1:54:18 日本はです。 

1:54:21 規制庁の武田です。わかりました。私からの確認以上になります。 

1:54:26 その他規制庁側から確認がございますでしょうか。 

1:54:36 特にないようでしたら日本原燃の方からこの主任についての修正方針と付加

情報の発生原因について確認をお願いいたします。 

1:54:46 はい、日本原燃ハラダです。修正方針としましては、大きく 2点ほどあると認

識しておりまして一つは、応答曲線で比較しておりますけれども、その比較の

範囲ですね、具体的にどの部分を比較したのかっていうのを明確にしたいと考

えております。 

1:55:04 それが 1点ともう一つばらつきの確認のプロセスのところがわかりにくかった

なというところがございましたので、フローを少し修正するとか或いはそのフロ

ーで来程度評価していたんだといった結果のところですね。 

1:55:23 その辺をもう少し言葉を追加してわかりやすくしたいと思います。 

1:55:29 以上が修正方針でして、日可視化次長この発話ですけれども、一変し冒頭で

してしまいましたので、削除をお願いしたいと思いますけれども、ＰＣ14ページ

ですね、固有周期の数値が間違っていましたというときに、 

1:55:49 具体的な数値を申し上げてしまいましたので、数値夏場の部分は削除をお願

いしたいと思います。以上です。 

1:56:01 規制庁の武田です。ありがとうございます。 

1:56:04 どうもマスキング部分につきましては自動持ち起こし結果とか、事務局のほう

にお送りしまして、書いた部分と確認したいと思いますのでお願いいたします。 

1:56:16 日本原燃外す承知いたしました。 

1:56:21 規制庁紙で提出可能まとめの中で、 



1:56:26 フローがおわかりにくいというか何か見直したほうがいいんじゃないかっていう

話がありましたけどあんまりそこまで認識を持っているわけでは、 

1:56:37 ないので、 

1:56:40 単純に多分結果の説明のところとか、そういうとこでこうロジカルに 

1:56:46 してもらえればいいと、経営トップといって例えばページのフローはそんなにわ

かりにくいとか、 

1:56:55 という認識は持ってませんのでお伝えしておきます。 

1:56:59 日本原燃ハラダです。承知しました。ちょっとＺＰＡで大きいとするとかを通さな

いとかいう判断が 

1:57:10 あるかなと思ったんで。 

1:57:12 ちょっと圧が発言したんですけども、ちょっと 

1:57:16 オランダもその辺は丁寧に記載をするといった修正を加えたいと思います。以

上です。 

1:57:38 規制庁の武田です。 

1:57:40 そうではこの資料はよろしいでしょうか。 

1:57:44 よろしければ次の資料の（2）に進みたいと思います。 

1:57:48 次は耐震聞いてん中にですね、この資料について原燃のほうから説明をお願

いいたします。 

1:57:55 はい、日本原燃ハラダです。ＴＨＡＩ新規で 12番、Ｒ－2です。10月 12日提出

です、こちらの資料もですね、直下地盤データの入れ替えが中心になります。 

1:58:08 及び前回のコメントを書いたということでございます。一つですね今回ＳＳの比

較のみの紹介になってますけれども、もうＳＤの比較も入れなければならない

と認識しております。 

1:58:24 ちょっと今回間に合わなかったので入れてないんですが時間までにはＳＤの比

較を日々させていただきます。ちなみに問題ないことが確認できております。

以上であります。 

1:58:41 規制庁竹野です。ありがとうございます。 

1:58:44 それではこの資料につきまして、規制庁側から確認ありましたらお願いいたし

ます。 

1:58:54 規制庁カミデです。決議も定量話を先ほどの 

1:58:59 ばらつきには関係ないですかね、同じ共通の話ですか。 

1:59:10 日本テクノハラダで生徒ばらつきの方はですねＳＤＢ場にあって、入れており

ます。以上です。 

1:59:23 規制庁神様わかりました足し込み入ってますね。 

1:59:29 海進期連中に川崎ことちょっと私勘違いしたところでＺＰＡとの比較のところで、

いうので、フローが多分先ほどで言うと、三番のフローを問うていると思うの

で、 

1:59:47 （3）番の結果っていうのは、 



  

1:59:50 何らかやっぱ記載いただくということで、議会いただいてるということでよろしい

ですか。 

2:00:05 日本原燃の石橋です。今ご指摘いただきました県へ入って適切に修正させて

いただきます。以上です。 

2:00:15 規制庁カミデです。その他全般、先ほどの 11のコメントは中に今、神保 

2:00:24 撤去予定されるものは多々あると思いますので、同じように、販売て修正いた

だければと思います。私のほうからは以上です。 

2:00:33 日本原燃しますとですね、先ほど今の御指摘いただきました件ですけれども

先ほどのもうちょっと適切あのてきて適切な結果の示し方とかですねばらつき

でいただきましたが、ご指摘を踏まえて、こちら 12．耐震基準 12番の方もです

ね修正させていただきたいと考えてございます。以上です。 

2:00:59 規制庁タケダです。その他耐震聞いてん中について確認はございますでしょう

か。 

2:01:09 よろしいでしょうか。それでは、原燃の方から修正方針と不開示情報の発言を

お願いいたします。 

2:01:16 日本原燃ハラダです。修正方針は、先ほど 11のコメントを踏まえて反映する

のもちょっとわかりやすく記載を見直すということを修正させていただきますが

1兆候の発話はございませんでした。以上です。 

2:01:34 規制庁の武田です。ありがとうございます。 

2:01:38 そこ説明資料で確認する感じで確認する内容としては以上になりますか。 

2:01:45 ここまで 

2:01:46 規制庁側から確認ございますでしょうか。前提としました。 

2:01:56 モリノないですか。日本原燃はお前、何かございますでしょうか。 

2:02:04 皆さんの目が特にございません。 

2:02:07 すいません。規制庁カミデですが、ここまでっていうものには当たらないんです

けど、 

2:02:16 来週のヒアリング案件で、地震 00やりますという話ばて資料提示を受けてま

すんで、中身を見ると別紙ちいだっけなんですね、 

2:02:30 今日の午前中なんかは、外部事象関係ですけど、別紙 1の書き分け経営が

まだ整理できてないんで、別紙 4 として、ちょっと中身のところを話を進めてい

ることをやられてましたけど、 

2:02:49 耐震の別紙 1は、例えばＤＢＳＡの環境分けとかですね、整理済みのものとし

て出されているのかっていうのがよくわからなかったんですけどその点説明い

ただけますか。 

2:03:06 日本原燃の藤野です。今カミデさん御指摘あったＤＢＳＡの書き分け系はです

ねまだ社内で少し検討している段階でございますので科目再処理の共通の考

えを示してそのまま流したいと記載のほうを修正したいと。 

2:03:22 いうふうに今考えてる状態のものを昨日お示ししています。 



2:03:29 規制庁上出です。そうすると、 

2:03:34 市住宅で 7にお話ししたいのかっていうのがよくわからなくて、確認する側とし

てどういう点を見ればいいのかよくわからなかったので、その辺を教えていた

だきたいんですけど、こうですと、 

2:03:49 日本原燃キクチベースの別紙 1につきましては前回おっきな等保守的として

今の書き分けの話のほかにも前段部分でその全体の設計方針の概要述べた

上で、後半で具体化してくんじゃないかっていう指摘をいただいてましたので、 

2:04:07 まずその部分の修正っていう部分に加えまして、あとは他の銅像のその他の

労働の位置付けとかっていう扱い部分ですとか、 

2:04:18 いうところですね、その辺りについて一般別紙 1のほうでその内容の説明をさ

せていただきたいというふうに考えておりました。以上です。 

2:04:35 規制庁カミデですか耐震の大きいところはそのＤＢＳＡの国境枠のところを、あ

と敬語方針にどう展開していくかっていうところがあって、そこは基本方針を添

付の方針です。 

2:04:51 本文添付というのを展開っていう意味で、おっきいところがあって、その部分で

あれば、展開の部分は書き分けの整理がつかなくてもできるんじゃないかと思

って。 

2:05:06 話をしていましたけどその話もできずにな細かい記載だけの確認をすることに

それだけ意味があるのかというところではありますけど。 

2:05:17 そこだけ確認したいということであれば、 

2:05:22 いややるのであればやりましょうという形です。それだけです。以上です。 

2:05:37 日本原燃キクチすると、確かに確認いただきたいっていう部分もありますけど

もその展開と合わせてっていうところも、 

2:05:46 認識しておりますので、ちょっと来週 

2:05:50 実施するかどうかっていうところは少し検討させてまた別途回答させてくださ

い。 

2:05:59 規制庁上出さんの順番としてはやっぱりエンプラリード受けるのか、店舗も全

体的なもので等を受けるのかによって本文の構成でまた 

2:06:11 教育んじゃないかと思うので、その前にどこまで細かい話はありますか、それ

が本当に効率的なのかっていうのもありますので、最終的にはお任せします

けど検討いただいてまた別途連絡もらえればと思います。以上です。 

2:06:30 日本原燃拠出ちょっといたしました。 

2:06:37 規制庁時だけです。それとか何かございますでしょうか。 

2:06:45 よろしいでしょうか。 

2:06:47 それでは一旦人の入れ替えがあると思いますので休憩を挟んだ上で、震源を

特定施設の議題に進みたいと思います。 

2:06:59 今 38分ですので、／10分開始でよろしいでしょうか。現在はいかがでしょう

か。 



  

2:07:06 この減肉量ですはいこう 10分回収で大丈夫です。 

2:07:11 はい。 

2:07:13 もうには 50分にまた再開しますのでお願いいたします。 

0:00:03 お願いします。 

0:00:05 規制庁の武田です。それではヒアリングを開催を再開したいと思います。 

0:00:12 こっからはですね震源を特定せず、 

0:00:17 の地震動についての議題のほうになります。 

0:00:23 まず出席者の入れ替えがありましたので出席者改めて原燃の方から紹介をお

願いいたします。 

0:00:33 日本原燃の渕野です。日本原燃のほうですけれども出席者の追加がございま

して、最初に計画部のオオバ、あと土建関係で、東北トガシオガセ、あと許認

可の方からヤマジの方が出席者として追加になってございます。 

0:00:47 20になります。 

0:00:52 はい、規制庁の武田です。ありがとうございます。 

0:00:56 です。本件については 12月ごろに申請予定というふうに聞いてはいるんです

けれど、ざっくりでいいんですけれど、現在の準備状況を御説明いただけるで

しょうか。 

0:01:13 はい、日本人のオガセでございます。ただいまありました診療特定しづに関す

るところでございますがこちらの申請準備状況といたしましてまず私のほうか

らは地震動の設定の状況についてまず御説明をさせていただきます。今回の

変更されました審査ガイドをこちらに記載されております標準応答スペクトル、 

0:01:32 これに基づきまして、埋設を定義する解放基盤表面のところでの地震度作りま

したけれども、その結果といたしまして現行の基準地震動Ｓｓでこれを一部周

期たり上回るところ出ているところでございますので、今回の基準地震動Ｓｓの

ほうを追加する形での変更申請の方予定しているところでございます。以上で

す。 

0:01:56 日本キシノオオバです。今回の変更申請はアットマーク停止信号特質の件だ

けとなっておりますのでそのその他の案件は特に入れる予定はございませ

ん。その他必要なの添付書類を準備しまして先ほど規制庁規制庁さんのほう

から、 

0:02:12 でありますように 12月を目標にえと申請できるようにということで準備を進め

ております。以上です。 

0:02:21 規制庁の竹野です。ありがとうございます。 

0:02:25 今準備状況とか、申請のスケジュールについての説明ありましたか、規制庁

側から、今説明受けた内容につきまして、括弧にありましたらお願いいたしま

す。 

0:02:41 規制庁込みでですね、 

0:02:44 追加されるのは一波っていうことでいいんですよね。 



0:02:49 日本原燃のオガセです。おっしゃる通り一般の予定でございます。 

0:02:54 規制庁カミデですといわゆる標準応答スペクトルっていう、言われてるものが

追加になってくるという理解ですか。 

0:03:03 はい、おっしゃる通りです教授後藤スペクトルに適合する地震はについていっ

ぱい追加することになっております。 

0:03:13 いうものに所規制庁カミデです。大体の規模感と言ったらあれなんですけどそ

のどれぐらいインパクトのある大きさなのか、県の家の範囲で紹介いただけれ

ばと思いますけど一部周期体でという話で全周期体ではないんでしょうけど。 

0:03:31 どんな感じの波が出てくるんですかね。 

0:03:36 日本のオガセでございます。いる凡例のところでレベル感というところで押しら

お伝えだけさせていただきます。現状のＳｓとたＳｓに対しましても、一部周期で

超えるというところで先ほど申し上げましたが、これは主に長周期というところ

でございます。他のところの周期体というところでいきますと現行のＳｓとほとん

ど変わらないというところもそう。 

0:03:56 レベル感というところになってございます。以上です。 

0:04:03 はい、規制庁込みですを工認ましと。 

0:04:07 ちなみに、準備状況をですけど、 

0:04:11 今どういう状況なのか、 

0:04:16 教科でいうと中間の 

0:04:19 評価ぐらいしかないとは思いますけど、大体書類一式そろって精査段階なの

か、まだもうちょっと作業が必要なのか、その辺の進捗はいかがですか。 

0:04:34 日本伸銅のオガセでございます。今のカミデさんおっしゃっております。おっし

ゃいました通り、準備するものといたしましてこれの地震動のところの評価のと

ころとあと地盤の評価のところになりますが、いずれも評価のところは終わって

いるところでございまして現在これからそれを精査してその申請書の作成して

いくというようなフェーズになってございます。以上です。 

0:04:56 規制庁カミデです。申請書をつくり込んでいるところというふうに理解しました

けど、そういう感じですかね。 

0:05:05 カミデにオガセさんのおっしゃる通りの理解でございます。 

0:05:12 規制庁カミデスポーツありました。それで、 

0:05:18 我々としてはメインに関心があるのは今進んでいる設工認申請との対応をな

んですけど。 

0:05:27 そのあと離隔設工認の分割して出されるじゃないですか。確かに認可といって

もこれどれぐらい時間がかかるかっていうのは決まっているものではないの

で、計画はリジットにはできないと思いますけど、どういうタイミングでこの 

0:05:47 波を設工認側に反映したいとか、そういった考えがあれば、説明いただきたい

んですけど、ここですと、 

0:05:57 日本原燃オオバです。 



  

0:05:59 今回の震源特定せずの設工認への反映につきましては、今の今回の震源特

定せずの場合動画改正される際に合わせて経過措置期間が設けられている

と認識をしております経過措置期間については許可は 3年ですけれどもその

あとのと設工認工事というのは全施設、 

0:06:19 税率の周期をまた別途改めて設けるというふうにされているというふうに認識

をしておりますので、当社としてはこの太っ震源特定せずの設工認の展開に

ついては、その経過措置期間の中で対応をさせていただきたいと考えておりま

す。 

0:06:36 ですので、今現在申請している設工認それから今後分割で出していく設工認

新基準の設工認とは切り離して申請をしていきたいというふうに考えていま

す。以上です。 

0:06:52 規制庁カミデですそちらの考えてることはおはぎました。 

0:06:59 ええ、なので、例えば第 1回とか第 2回のときにはそれをまず入れ込んだもの

でみたいなものは考えてなくて今 

0:07:09 実際には第 4グループぐらいまで見越しているんですかね。で経過措置期間

の間であれば、その第 4グループまでは今の波て出したくて、経過措置期間

に間に合うようにそのあと、 

0:07:26 新しい並みの 

0:07:29 ものを反映して、設工認を出したいというお考えということですね。 

0:07:37 日本原燃の馬場です。はい、その通りの理解で結構です。 

0:07:45 規制庁、上出です。あとそうした場合は、新しいＳｓを入れた設工認っていうの

は、 

0:07:56 分割特に分割をせず、1本で、 

0:08:01 ていうふうなところまで何か今回てます。 

0:08:08 日本原燃のヤマジです。申し訳ございません。現状はですねそこの分割で申

請するか幾つかというところまではまだそこまでは検討は至っておりません。 

0:08:21 はい、規制庁カミデです。大体私としては気になっている点を確認できました

ので、他の方何かあればお願いします。 

0:08:42 規制庁の土野です。すいません。冒頭に御説明あったんですけれども、一部

周期体で上回っていて、主に長周期側で読まれているっていうお話でしたけ

ど、大体周期にして取れとどの辺りで、 

0:08:57 現在のＳｓの何倍ぐらいとか、上回っているのか。 

0:09:04 もしわかりましたら教えていただけますか。 

0:09:06 日本言明オガセでございます。上回っている周期といたしましては減収という

のは私、やはり波の大小という意味ではちょこちょこあるんですが、上回ってい

るところというところでメインのところとしましては、水平方向で 1秒ぐらいの長

周期のところ、こちらでちょっと上回っているところでございますよと倍率といた

しましては、すみませんちょっと今、 



0:09:25 細かい数字を申し上げることはちょっとできずで申し訳ないんですけれどもは

い一番はまっているところで 1秒ぐらいというようなところで、やはりご見解い

ただければと思います。 

0:09:36 貯金です。はい、わかりました。ありがとうございます。 

0:09:46 規制庁と共同でですねその他規制庁側からは株主とございますでしょうか。規

制庁繋がるベース今の話で、1秒ぐらいのところがちょっと上回ってるという話

なんですけども、具体的に詰まったら 2周期がある。 

0:10:01 設備とどのようなものがあるんでしょうか。 

0:10:08 日本原燃サガワです。設備自体としては、その辺はｂａｒせんっていうところでち

ょっと、ちょっと 1点確認なんですけど、気排気塔が結構長周期だったんで、で

もそこまでいって高いってない場で 

0:10:22 はい、日本原燃さんはですね、置く設備としては、その辺に固有周期持ってる

のはないと考えてございますので、 

0:10:32 影響あるとするとスロッシング評価ぐらいからっていうところで、1秒がばってい

うところです。以上です。 

0:10:39 すいません日本原燃ＭＯＸの伊藤ですけれども、ボックスがについても一部あ

たりには設備がございます。 

0:10:48 一つ目です設備は多分そうだと思ってるんですけども、建物とか、 

0:10:54 こっちぶつけは 

0:10:58 日本でのオガセでございますとぴあのほうについて回答いたしますが建屋の

ほうではそういった 1秒ぐらいの長周期のものというのはございません。以上

です。 

0:11:08 ちょっと説明は理解できました後、地盤の方が参加に関してはどのような影響

が考えられます。問題ないということでよろしいでしょうか。 

0:11:23 次の場所でございますが、基礎地盤のところにつきましても現状こちら評価の

方に問題はないというふうに考えているところでございます。 

0:11:31 共通の立場、現状は理解しました実用炉のほうで今先行して新規でてると思う

んですけれども、その辺りの状況っていうのは、 

0:11:42 もうされてるということでよろしいでしょうか。 

0:11:44 日本影のオガセでございますもちろんでございましてそちらの選考の方で審査

始まっているところの情報については都度、情報の収集しているところでござ

います。 

0:11:54 周知をつなぐ線に関しましては今回の新基準の送信チェーンの申請書の内容

がちょっと 

0:12:02 あと、独自色がつくだけたまって直さなければいけないところも多々あるという

こともありますしますので、震源特定せずの地震動評価の人選に際しては、先

行ＭＯじっくり参考にして出して、 

0:12:18 ちょっとしていただければと思います。私からは以上です。 



  

0:12:22 かしこまりましたの先行のほうでも議論を踏まえた上で申請の際のまた書きぶ

りですか、そういうところについて注意した上で進めて参ります。 

0:12:34 規制庁カミデです。加えて 1点ちょっと確認なんですか。設工認、 

0:12:42 農政申請自体は今計画しているものと切り分けてというお話だったんですけ

ど、事業者としての設計は 

0:12:55 成功してどんどん進めていくのか、それとも経過措置すまで経過措置も具体に

決まってないよう状況だったら、 

0:13:05 その波からこう床応答作って機器の耐震性を確認するなんていう言葉を後回

しで今の設工認注力するんだっていう話なのか、それはそれで 

0:13:18 設計を進めていくんだっていう話だとかその辺の計画とかってますか。 

0:13:32 日本原燃さんはです。ちょっと回答の前に 1点だけ御カミデさんの 

0:13:36 今言っている設計っていうところは評価ではなくて、改造、補強のほうをイメー

ジしておっしゃってますか。 

0:13:47 規制庁上出です。改造補強に限定するわけではなくて評価も含めてというで

す。 

0:13:55 はい。ペネ沢です。今の行っている審査というのはもちろん優先的に全部やっ

ていくっていうところに対して底に特定震源が入ってきてどう考えるかっていう

ところの御指摘だと理解してございます。そこに対しましては先ほど冒頭のほ

うで、 

0:14:10 うちのオガセのほうから初オガセだったら間違いなくオオバの方から発言あっ

た通り、猶予期間っていうところの兼ね合いかなっていうところも考えておりま

して、例えばそこ猶予期間ぎりぎりのところであれば、この審査の評価をやり

つつ、そちらの評価もやるっていうことでやっていくことになると。 

0:14:27 考えてございます。そこの判断につきましては、今本当不特定震源に対する許

可を出すっていうところでそこからＦＲＳを作成することになりますので、最終的

にＦＲＳがどういう絵姿になるのかっていうのを確認した上で判断することにな

るかっていうことで考えてございます。以上です。 

0:14:49 規制庁カミデです大分先走った問題意識であることは自覚していて、許可を受

けてみないというところであるんですけど。 

0:14:58 一方で節項に今確認している側の 

0:15:02 立場としては、後からこれ全体変わるでしょうみたいなものを一生懸命確認す

るのは結構映らいいところがあってね、そういう意味でちょっと程度考えになっ

ているＣそちらとしてそういうものをあらかじめ把握する用意があるのかとい

う。 

0:15:21 意味で確認させてもらったまでですかの迷う写真について今当行言うつもりは

ありませんし、今後また話をするのかなと思いますので私としては以上です。

ございます。 

0:15:43 規制庁タケダです。その他、規制庁が行う確認ございますでしょうか。 



0:15:54 特にがいいですか。 

0:15:58 日本原燃の方から何かございますでしょうか。この件に限らず全体を通してで

も結構ですが、 

0:16:09 日本原燃浮上です片面側がＳＡＰ内ありません。 

0:16:18 規制庁の武田です。 

0:16:20 はい。ここのところにないようでしたら、震源を特定せず、 

0:16:25 議論も含めまして、本日のヒアリングは以上とさせていただきます。 

0:16:31 お疲れ様でした。 

0:16:33 ありがとうございました。 

 

 


